
白川・緑川水系流域治水協議会規約 

（設置） 

第１条 「白川・緑川水系流域治水協議会」（以下「協議会」）を設置する。 

（目的） 

第２条 本協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変

動による水害の激甚化・頻発化に備え、白川及び緑川流域において、あらゆる関係者

が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進するた

めの協議・情報共有を行うことを目的とする。 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別

表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会等を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成するが、必要に応じて別表２の職にあ

る者以外の関係者を参加させる事ができる。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換及び河川に関する対策、流域に関する対

策、避難・水防等に関する対策等の各種検討、調整、取組み状況の確認・点検を行う

ことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別

表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

１ 白川及び緑川流域で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

２ 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域

治水プロジェクト」の策定と公表。 

３ 「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ。 

４ その他、流域治水に関して必要な事項。 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会報告することにより公開と見な

す。 

資料１－１
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（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表

しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を熊本河川国道事務所流域治水課及び熊本県河川課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第10条 本規約は、令和２年９月２日から施行する。 

 

（附則一部改正） 

  本規約は、令和４年４月２６日から施行する。 

  本規約は、令和５年４月２４日から施行する。 

  本規約は、令和６年４月２５日から施行する。 
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別表１－１ 協議会の構成（白川水系） 

熊本市長 

阿蘇市長 

大津町長 

菊陽町長 

高森町長 

西原村長 

南阿蘇村長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課長 

環境省 九州地方環境事務所 阿蘇くじゅう国立公園管理事務所長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所長 

 

  オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 

阿蘇ジオパーク推進協議会 事務局長 
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別表１－２ 協議会の構成（緑川水系） 

熊本市長 

宇土市長 

宇城市長 

美里町長 

大津町長 

菊陽町長 

西原村長 

御船町長 

嘉島町長 

益城町長 

甲佐町長 

山都町長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所長 

 

  オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部  
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別表２－１ 幹事会の構成（白川水系） 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

阿蘇市 総務部 防災情報課長 

阿蘇市 土木部 建設課長 

大津町 総務部 防災交通課長 

大津町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 総務部 危機管理防災課長 

菊陽町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 都市整備部 都市計画課長 

高森町 建設課長 

西原村 建設課長 

南阿蘇村 総務課長 

南阿蘇村 建設課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 審議員 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課 課長補佐 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林整備課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林保全課 審議員 

熊本県 県央広域本部 土木部 工務管理課長 

熊本県 県北広域本部 土木部 工務第一課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 工務課長 

環境省 九州地方環境事務所  

阿蘇くじゅう国立公園管理事務所 国立公園管理官 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署 森林土木指導官 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所 造林係長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 河川管理課長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所 工務課長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 調査課長 

 

オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 

阿蘇ジオパーク推進協議会 事務局長 
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別表２－２ 幹事会の構成（緑川水系） 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

宇土市 総務部 危機管理課長 

宇城市 土木部 土木課長 

美里町 総務課長 

美里町 建設課長 

大津町 総務部 防災交通課長 

大津町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 総務部 危機管理防災課長 

菊陽町 都市整備部 建設課長 

菊陽町 都市整備部 都市計画課長 

西原村 建設課長 

御船町 建設課長 

嘉島町 建設課長 

益城町 建設課長 

益城町 下水道課長 

甲佐町 建設課長 

山都町 建設課長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 審議員 

熊本県 土木部 下水環境課 課長補佐 

熊本県 土木部 河川港湾局 砂防課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林整備課 審議員 

熊本県 農林水産部 森林局 森林保全課 審議員 

熊本県 県央広域本部 土木部 工務管理課長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部 工務課長 

熊本県 上益城地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 県北広域本部 土木部 技術管理課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 工務課長 

林野庁 九州森林管理局 熊本森林管理署 森林土木指導官 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 

熊本水源林整備事務所 造林係長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所 専門調査官 

 

オブザーバー 

農林水産省 九州農政局 農村振興部 
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熊本県県央地域水防災意識社会再構築協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「熊本県県央地域水防災意識社会再構築協議会」（以下、「協議

会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、水防法第１５条の９及び第１５条の１０に基づき、平成２４年７月

九州北部豪雨、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したこ

とを踏まえ、国、県、市町等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対

策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、白川水系、緑川水系、坪井川

水系、大野川水系、五丁川水系、八枚戸川水系、砂川水系、波多川水系、その他県央地

域の単独水系における国及び県管理河川において氾濫が発生することを前提として社

会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的とする。 

  

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会等を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調

整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表

２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取り組み状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 

三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認

する。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同点

検等を実施し、情報の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

資料１－２ 
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（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によって

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会報告することにより公開と見な

す。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表

しないものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た

後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を熊本河川国道事務所流域治水課、熊本県河川課に置く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第 10 条 本規約は、令和５年４月２４日から施行する。 

 

（附則一部改正） 

     本規約は、令和６年４月２５日から施行する。 
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別表１ 協議会の構成 

熊本市長 

宇土市長 

宇城市長 

阿蘇市長 

合志市長 

美里町長 

大津町長 

菊陽町長 

高森町長 

西原村長 

南阿蘇村長 

御船町長 

嘉島町長 

益城町長 

甲佐町長 

山都町長 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 知事公室 危機管理防災課長 

熊本県 農林水産部 農村振興局 農地整備課長 

熊本県 企業局 発電総合管理所長 

熊本県 県央広域本部 土木部長 

熊本県 宇城地域振興局 土木部長 

熊本県 上益城地域振興局 土木部長 

熊本県 県北広域本部 土木部長 

熊本県 阿蘇地域振興局 土木部長 

気象庁 熊本地方気象台長 

九州電力（株）熊本支店 技術部長 

九州旅客鉄道（株）鉄道事業本部 新幹線部長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所長 
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別表２ 幹事会の構成 

熊本市 政策局 危機管理防災部 危機管理課長 

熊本市 都市建設局 土木部 河川課長 

宇土市 危機管理課長 

宇城市 市民部 防災消防課長 

阿蘇市 防災情報課長 

阿蘇市 建設課長 

合志市 安全安心課長 

美里町 総務課長 

大津町 防災交通課長 

菊陽町 危機管理防災課長 

菊陽町 建設課長 

高森町 総務課長 

高森町 建設課長 

西原村 総務課長 

西原村 建設課長 

南阿蘇村 総務課長 

南阿蘇村 建設課長 

御船町 危機管理防災課長 

御船町 農業振興課長 

嘉島町 総務課長 

益城町 危機管理課長 

甲佐町 くらし安全推進室長 

山都町 総務課長 

熊本県 知事公室 危機管理防災課 審議員 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課 審議員 

熊本県 農林水産部 農村振興局 農地整備課 審議員 

熊本県 企業局 発電総合管理所 施設二課長 

熊本県 県央広域本部土木部 工務管理課長 

熊本県 宇城地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 宇城地域振興局土木部 工務課長 

熊本県 上益城地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 県北広域本部土木部 技術管理課長 
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熊本県 阿蘇地域振興局土木部 維持管理調整課長 

熊本県 阿蘇地域振興局土木部 工務課長 

気象庁 熊本地方気象台 防災管理官 

九州電力（株）熊本支店 技術部 土木建築グル－プ長 

九州旅客鉄道（株） 鉄道事業本部 安全創造部 担当課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 流域治水課長 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 河川管理課長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所 副所長 

国土交通省九州地方整備局 立野ダム工事事務所 工務課長 

国土交通省九州地方整備局 緑川ダム管理所 専門調査官 
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１．白川水防連絡会規約 （案） 

（目 的） 

第 １ 条 水防体制の強化を図るため、水防に関する情報交換等を積極的に行う

ことにより、洪水時における適確な水防活動を遂行することを目的とす

る。 

 

（組 織） 

第 ２ 条 連絡会は、別表－１に掲げる機関をもって構成する。 

 

（会 務） 

第 ３ 条 連絡会は下記会務を行う。 

     一、水防活動に必要な河川状況（重要水防箇所･河川改修状況･既往洪水    

の出水状況･水文観測所配置及び警戒水位の設定）の把握 

      二、洪水時の河川情報の提供（水防警報）及び連絡系統の確立 

   三、地元水防管理団体からの情報収集並びに出水期前の合同河川巡視 

 

（会 長） 

第 ４ 条 連絡会に会長を置く。 

 

（会長の職務権限等） 

第 ５ 条 会長は、連絡会を代表し、会務を総括するものとし、九州地方整備    

局熊本河川国道事務所長をもってこれにあてる。 

 

（総 会） 

第 ６ 条  総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。 

 

（幹事会） 

第 ７ 条 連絡会に幹事会を置く。 

    ２．幹事会は、別表－２に掲げる幹事をもって構成する。 

    ３．幹事会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

          一、会務の推進に関すること。 

     二、会員相互間の連絡に関すること。 

     三、総会において、委託された事項に関すること。 

  

資料１－３ 
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（幹事会の役員等） 

第 ８ 条 幹事長は、九州地方整備局熊本河川国道事務所副所長（技術）、副幹

事長は、同事務所河川管理課長及び、県央広域本部土木部工務管理課長

をもってこれにあてる。 

      ２．幹事長は、幹事会を主宰し、これを召集する。 

   ３．副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務    

を代行する。 

 

（事務局） 

第 ９ 条 連絡会の事務を処理するために、九州地方整備局熊本河川国道事務    

所に事務局を置く。 

 

（規約の改正） 

第１０条  本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。 

 

  附 則 

         本規約は、昭和５７年４月２７日から施行する。 

            本規約は、平成１８年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２１年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２２年４月２７日から改訂する。 

            本規約は、平成２３年４月２８日から改訂する。 

            本規約は、平成２４年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２５年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２６年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２７年５月１８日から改訂する。 
      本規約は、令和５年４月２４日から改訂する。 
      本規約は、令和６年４月２５日から改訂する。 
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 別 表 － １ 

 

 

白川水防連絡会構成関係機関及び代表者名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所          所 長 

 

          〃     立野ダム工事事務所          所  長 

 

  熊本県河川課                     課 長 

 

     〃  危機管理防災課                 課 長 

 

     〃 県央広域本部土木部               土木部長 

 

  熊本市水防管理者                   市  長 
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別 表 － ２ 

 

白川水防連絡会幹事会名簿 

 

    九州地方整備局 熊本河川国道事務所          技術副所長 

 

          〃            〃                     事業対策官 
 
     〃       〃           地域防災調整官 

 

          〃            〃                     流域治水課長 

 

          〃             〃                     工務第一課長 

 

          〃             〃                     河川管理課長 

 

          〃             〃                     白川出張所長 

 

          〃        立野ダム工事事務所          工務課長 

 

    熊本県 河川課                              審議員 

 

      〃    危機管理防災課                  主幹 

 

      〃    県央広域本部土木部                  工務管理課長 

 

    熊本市                                     危機管理課長 
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１．緑川水防連絡会規約 （案） 

（目 的） 

第 １ 条 緑川水防連絡会（以下「連絡会」という。）は、緑川水系における    

直轄管理区間の水防活動に関係する各機関相互間において、水防活動に

関する迅速適確な情報連絡、協力体制の確立並びに効果的な水防活動の

確立をはかり、もって水害を防止し又、軽減することを目的とする。 

 

（組 織） 

第 ２ 条 連絡会は、別表－１に掲げる機関をもって構成する。 

 

（会 務） 

第 ３ 条 連絡会は、第１条の目的を達成するため次の活動を行う。 

        １ 出水期前の合同河川巡視 

    ２ 水防活動に関する河川情報の交換 

    ３ 水防活動に関する連絡系統の確立 

    ４ 水防に関する知識の普及 

    ５ 会員相互の密接な連絡 

    ６ その他、連絡会の目的を遂行するために必要と認められる事項 

 

（会 長） 

第 ４ 条 連絡会に会長を置く。 

 

（会長の職務権限等） 

第 ５ 条 会長は、連絡会を代表し、会務を総括するものとし、九州地方整備    

局熊本河川国道事務所長をもってこれにあてる。 

 

（総 会） 

第 ６ 条  総会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。 

 

（幹事会） 

第 ７ 条 連絡会に幹事会を置く。 

    ２  幹事会は、別表－２に掲げる幹事をもって構成する。 

    ３  幹事会は、次の各号に掲げる事務を行う。 

          一、会務の推進に関すること。 

     二、会員相互間の連絡に関すること。 

     三、総会において委託された事項に関すること。 

 

 

 

資料１－４ 
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（幹事会の役員等） 

第 ８ 条 幹事長は、九州地方整備局熊本河川国道事務所技術副所長、副幹事    

長は同事務所河川管理課長及び熊本県河川課審議員をもってこれにあて

る。 

      ２ 幹事長は幹事会を主宰し、これを召集する。 

   ３ 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を        
代行する。 

 

（事務局） 

第 ９ 条 連絡会の事務を処理するために、九州地方整備局熊本河川国道事務    

所に事務局を置く。 

 

（規約の改正） 

第１０条  本規約の改正は、総会の決議を経なければならない。 

 

  附 則 

         本規約は、昭和５７年１２月７日から施行する。 

            本規約は、平成１８年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２１年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２２年４月２７日から改訂する。 

            本規約は、平成２３年４月２８日から改訂する。 

            本規約は、平成２４年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２５年４月２６日から改訂する。 

            本規約は、平成２６年４月２４日から改訂する。 

            本規約は、平成２７年５月１８日から改訂する。 
      本規約は、令和５年４月２４日から改訂する。 

本規約は、令和６年４月２５日から改訂する。 
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 別 表 － １ 

 

緑川水防連絡会構成関係機関及び代表者名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所          所 長 

 

          〃     緑川ダム管理所                      所  長 

 

  熊本県 河川課                                        課 長 

 

     〃   危機管理防災課                            課 長 

 

      〃    県央広域本部 上益城地域振興局        局 長 

 

      〃    県央広域本部 宇城地域振興局                局 長 

 

     〃  県央広域本部 土木部                          土木部長 

 

  熊本市 水防管理者                                    市 長 

 

    宇土市      〃                                        市 長 

 

  嘉島町      〃                                        町 長 

 

  御船町      〃                                        町 長 

 

  甲佐町      〃                                        町 長 

 

  美里町      〃                                        町 長 

  

18



 

 別 表 － ２ 

 

緑川水防連絡会幹事会名簿 

 

 

   九州地方整備局 熊本河川国道事務所     技術副所長 

            〃            〃                    事業対策官 
      〃      〃          地域防災調整官 

            〃            〃                    工務第一課長 

            〃            〃                    流域治水課長                    
〃            〃                    河川管理課長 

           〃            〃                    緑川上流出張所長 

            〃            〃                    緑川下流出張所長 

            〃      緑川ダム管理所              専門調査官 

 

  熊本県 河川課                              審議員 

    〃   危機管理防災課                  主 幹  

      〃    県央広域本部 上益城地域振興局   土木部長 

      〃    県央広域本部 宇城地域振興局        土木部長 

     〃  県央広域本部 土木部                工務管理課長 

 

  熊本市                                   危機管理課長 

 

    宇土市                                      土木課長 

 

  嘉島町                                     建設課長 

 

  御船町                                     建設課長 

 

  甲佐町                                     建設課長 

 

  美里町                                     建設課長 
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第1章　総　　　則

第１条 　本会は、水防法及び気象業務法の趣旨に基づき、白川並びに緑川にお
ける洪水予報に資するため、関係官公庁及び諸団体の間の協力並びに連
絡を図ることを目的とする。

第2条 　本会は、「白川・緑川洪水予報連絡会」と称する。

第3条 　本会は、別表-1に掲げる白川並びに緑川に関係ある官公庁及び諸団体
をもって構成する。

第4条 　本会の事務局は、熊本河川国道事務所内に置く。

第5条 　本会は、第1条の目的を達するために、次の事業を行う。
　　　　　　　1.洪水予報の利用効果に関すること
　　　　　　　2.協力及び連絡に関すること
　　　　　　　3.広報宣伝に関すること
　　　　　　　4.調査研究に関すること
　　　　　　　5.その他必要な事項

第6条 　本会に次の役員を置く。
　　　　　　会長　　　　　　   1名
　　　　　　副会長　　　　    2名
　　　　　　委員及び幹事　若干名
　　　　　　会計監査　　    1名

第7条 　会長は、委員の推薦により定める。
　会長は、会務を統理する。

第8条 　副会長は、委員の推薦により定める。
　副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

第9条 　委員は、関係官公庁及び諸団体の長またはその推薦による者のうちから
会長がこれを委嘱する。

第10条 　幹事は、委員の推薦する者のうちから会長がこれを委嘱する。
会長は、幹事のうちから幹事長1名及び副幹事長1名を委嘱する。
幹事は、会務の企画及び相互連絡に当たる。

第11条 　委員及び幹事は、別表-2に定めるとおりとする。

第2章　運　　　営

第12条 　本会の運営は、委員会及び幹事会による。

第13条 　委員会は、会長が必要と認めた時、会長がこれを召集する。

第14条 　委員は、委員会で決定された協議及び連絡事項を、その所属する組織
において円滑に運営されるような最善の努力を払わなければならない。

第15条 　幹事会は、会長が必要と認めた時、会長の指示によって幹事長がこれを
召集する。

白川・緑川洪水予報連絡会規約　（案）
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第16条 　本会内に、専門委員会を置くことができる。
専門委員は、会長がこれを委嘱する。

第17条 　専門委員会は、会長から委嘱された事項を審議し、その経過及び結論を
会長に報告しなければならない。

第3章　雑　　　則

第18条 　この規約の変更は委員会の決定を得なければならない。

附　　　　　則

　　　　　白川洪水予報連絡会規約　　　　　　　　　平成 4年5月19日　 施行

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成 9年4月25日　  改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成18年4月26日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成21年4月24日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成22年4月27日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成23年4月28日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成24年4月26日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成25年4月26日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成26年4月24日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成27年5月18日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成29年4月27日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　平成30年4月27日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　令和 2年4月27日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　令和 3年5月10日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　令和 4年4月26日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　令和 5年4月24日　 改訂

　　　　　白川・緑川洪水予報連絡会規約　　　　　令和 6年4月25日　 改訂
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別表-1

白川・緑川洪水予報連絡会構成団体

機関及び団体名

国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所

 国土交通省九州地方整備局立野ダム工事事務所

国土交通省九州地方整備局緑川ダム管理所

気象庁　熊本地方気象台

熊本県　知事公室

熊本県　土木部

熊本県　警察本部

熊本市

宇土市

甲佐町

御船町

嘉島町

美里町

陸上自衛隊　第8師団司令部

西日本電信電話株式会社　熊本支店

日本放送協会　熊本放送局

九州旅客鉄道株式会社　熊本支社

九州電力送配電株式会社　熊本支社

一般財団法人　河川情報センター　福岡センター

一般財団法人　日本気象協会　九州支社
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別表-2

　役　員　名 機関及び団体 　幹　 事　 長 国土交通省熊本河川国道事務所　技術副所長（河川）
　会　　　 長 国土交通省熊本河川国道事務所長 　副 幹 事 長 気象庁　熊本地方気象台　気象台次長
　副　会　長 気象庁熊本地方気象台長 　幹         事 国土交通省　熊本河川国道事務所　事業対策官

〃 熊本県土木部長 〃       〃　                   〃　        　 　 地域防災調整官
〃       〃　                   〃　        　 　 流域治水課長

　委　　　員  国土交通省立野ダム工事事務所長 〃       〃　                   〃　        　　  工務第一課長
〃 国土交通省緑川ダム管理所長 〃       〃　                   〃　        　 　 河川管理課長
〃 熊本県　河川課長 〃       〃　                   〃　           　 白川出張所長
〃 　 〃      危機管理防災課長 〃       〃　                   〃　          　  緑川上流出張所長
〃    〃      県央広域本部　土木部長 〃       〃　                   〃　     　　     緑川下流出張所長
〃    〃      県央広域本部　上益城地域振興局長 〃        〃　      立野ダム工事事務所　工務課長
〃    〃      県央広域本部　宇城地域振興局長 〃       〃　      緑川ダム管理所　専門調査官
〃    〃      警察本部　警備第二課長 〃 気象庁　熊本地方気象台　観測予報管理官
〃    〃      熊本中央警察署長 〃     〃　   熊本地方気象台　防災管理官
〃    〃      熊本南警察署長 〃 熊本県　河川課　審議員　
〃    〃      熊本東警察署長 〃     〃　   危機管理防災課　主幹
〃    〃      御船警察署長 〃     〃　   県央広域本部土木部　工務管理課長
〃    〃      宇城警察署長 〃     〃　   上益城地域振興局　土木部長
〃 熊本市長 〃     〃　   宇城地域振興局　土木部長
〃 宇土市長 〃     〃　   警察本部　警備第二課　危機管理室長補佐（災害警備）
〃 甲佐町長 〃     〃　   熊本中央警察署　警備課長
〃 御船町長 〃     〃　   熊本南警察署　警備課長
〃 嘉島町長 〃     〃　   熊本東警察署　警備課長
〃 美里町長 〃     〃　   御船警察署　警備係長
〃 陸上自衛隊　第8師団司令部　第2部長 〃     〃　   宇城警察署　警備課長
〃 西日本電信電話株式会社　熊本支店長 〃 熊本市　政策局　危機管理防災部　危機管理課長
〃 日本放送協会　熊本放送局長 〃     〃 　  消防局　警防部　警防課長
〃 九州旅客鉄道株式会社　熊本支社長 〃 宇土市　土木課長
〃 九州電力送配電株式会社　熊本支社　熊本支社長 〃 甲佐町　建設課長
〃 一般財団法人　河川情報センター　福岡センター所長 〃 御船町　建設課長
〃 一般財団法人　日本気象協会　九州支社長 〃 嘉島町　建設課長

〃 美里町　建設課長
〃 陸上自衛隊　第8師団司令部　第2部地誌幹部
〃 陸上自衛隊　第8師団　第42即応機動連隊第2科長
〃 西日本電信電話株式会社　熊本支店　設備部　災害対策担当課長
〃 日本放送協会　熊本放送局　コンテンツセンター長
〃 九州旅客鉄道株式会社　熊本支社　工務課長
〃 九州電力送配電株式会社　熊本支社　企画管理グループ長
〃 一般財団法人　河川情報センター　福岡センター参事役
〃 一般財団法人　日本気象協会　九州支社　事業サービス課　グループリーダー

オブザーバー 九州防災エキスパート会
〃 株式会社　パスート24
〃 株式会社　鶴屋百貨店
〃 テトリアくまもと管理事務所
〃 株式会社　熊日会館

白川・緑川洪水予報連絡会　委員名簿 白川・緑川洪水予報連絡会　幹事名簿
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流域治⽔の取組について

議事２）

24



熊本河川国道事務所
流域治水の背景

2040～2050年頃

⽔災害の
激甚化・頻発化
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熊本河川国道事務所
流域治水 River Basin Disaster Resilience and Sustainability by All

施設能力を超過する洪水が発生することを前提
あらゆる関係者が協力して水害対策に取り組む考え方

26



熊本河川国道事務所
流域治水 River Basin Disaster Resilience and Sustainability by All

１．河川区域での整備（行政）

気候変動による降雨量の増加を踏まえた、計画に見直し

２．集水域や氾濫域の対策（行政、住民、企業、団体）

気候変動
シナリオ

降雨量
（河川整備の基本とする洪水規模）

２℃上昇 約1.1倍

計画規模を上回る洪水や整備途上において施設の能力を上回る洪水が発生した場合においても、
人命・資産・社会経済の被害を可能な限り軽減

27



熊本河川国道事務所
流域治水の取り組みの効果イメージ

流域治水
人的・施設被害
企業撤退、地域の雇用 等々

氾濫を防ぐ・減らす

・河川整備、砂防堰堤等河川区域
・雨水貯留機能向上集水域
・校庭貯留施設整備集水域
・田んぼダム集水域 等

被害対象を減らす

・立地適正化計画の見直し氾濫域
・災害危険区域の指定の検討氾濫域
・家屋嵩上げ、移転氾濫域 等

被害の軽減・早期復旧・
復興

・広域避難の促進氾濫域
・自治体や企業のBCP氾濫域 等

・人命が失われたり、経済が回復できないようなダメージを回避し、速やかに復旧・復興以前よりも強
い地域づくり
・将来にわたり、継続的に対策に取り組み、社会や経済を発展させる

流域治水
あり

流域治水
なし

流域治水

28



校庭貯留

凡 例
気候変動考慮時の浸水深0.5m以上
のエリア
大臣管理区間

砂防堰堤整備
砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

○ S28.6洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、白川水系においても以下の取り組みを一層推進していくものとし、国管理区間においては、
気候変動（２℃上昇）下でも目標とする治水安全度を維持するため、河川整備計画規模である年超過確率1/60の規模に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪
水を安全に流下させることを目指す。

○ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進するとともに、気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化という新たな課題や、流域の土地利用の変遷に伴う保水・遊水地域の
減少等をふまえ、将来にわたって安全な流域を実現するため、流出抑制対策の検討や防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、護岸整備、橋梁架替、堰改築、
阿蘇立野ダム、河床掘削
・調整池の整備
・住宅等における雨水浸透施設の設置補助
・一定規模以上の開発行為に対する雨水地下浸透の指導
・流域の雨水貯留施設の設置補助
・雨水浸透桝の設置
・校庭貯留施設整備
・森林の整備・保全、治山施設の整備
・ため池の補強・有効活用
・草原の保全・再生（流域自治体、環境省）
・砂防堰堤整備
・流域流木対策（林野部局との連携強化）
・水田の貯留機能向上 等

⽩川

熊本県

⼤分県

福岡県

宮崎県

⿅児島県

佐賀県

⻑崎県

位置図

※ 具体的な対策内容については、今後の調
査・検討等により変更となる場合がある。

■被害対象を減少させるための対策
・災害危険区域の指定
・立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）
・中心市街地における老朽建築物の建替え促進による防災機能の強化
・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による防災機能の強化
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し

熊本市

堤防整備

横断工作物の対策
（固定堰の改築等）

流下能力向上対策
地域住民等の合意
を得た上で実施

河道掘削

横断工作物の対策
（固定堰群及び橋梁の改築等）

井
樋
⼭
堰

⼗
⼋
⼝
堰

薄
場
橋

三
本
松
堰

⽩
川
橋
梁

渡
⿅
堰

白川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～上流から河⼝まで⼀本でつながる治⽔対策及び流域が⼀体となった防災・減災対策～

河道掘削、堰改築 等

立地適正化計画の策定
（防災指針の追加を含む）

中心市街地における老
朽建築物の建替え促進
による防災機能の強化

調整池の整備

河川防災ステー
ションの整備

中心市街地における老朽建築物の建替え促進による
防災機能の強化

防災士育成の様子（防災セミナー）

R6.3更新（2.0策定）

河道掘削・護岸整備

大津町

西原村

南阿蘇村

高森町

阿蘇市

白川

菊陽町

・森林の整備・保全
・治山施設の整備

水田の貯留機能向上

・土砂災害特別警戒区域からの移転促進
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災
害リスク情報の充実

・ハザードマップの作成
・水位監視カメラ設置
・ため池ハザードマップ作成

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

・ハザードマップの周知
・防災無線による情報発信

河床掘削

・ハザードマップの配布
・浸水想定区域の周知

白川左岸の
避難場所確保

白川（陣内）水位
予測システムよる
情報把握

河道掘削

遊水地の整備

・防災マップ、避難所マニュアル等防災無線
の多言語化等の検討
・地区公民館に対する補強工事補助による
防災機能の強化

調整池の整備

堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築 等

阿蘇立野ダム

砂防堰堤整備

・防災教育、自主防災組織の活動の推進
・防災ハザードマップの作成

・総合防災マップの作成
・ため池ハザードマップの作成

ため池の補強・有効活用

・防災訓練
・消防団員防災士の育成
・自主防災組織の活動推進

災害危険区域の指定

内外水一体型のリスクマップを踏
まえた立地適正化計画の見直し

校庭貯留
施設整備

調整池の整備
雨水浸透桝の設置

洪水・土砂災害ハザードマップづくり

水田の貯留機能向上
草原の保全・再生（流域自治体、環境省）

・流域の雨水貯水施設の設置補助

・VR・ＡＲを活用した体験型の防災訓練の実施
・キキクルの普及等ITCを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進
・防災無線の多言語化の検討

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位監視カメラの設置（国、県、高森町、西原村）
○県・市町村
・広域避難の促進・実施（県、流域内の全市町村）
・マイタイムライン普及、避難訓練の促進（県・菊陽町）

・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性
確保（県・菊陽町）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計の公開
・洪水予測の高度化
・阿蘇ジオパーク推進協議会と連携した流域治水の情報発信
・阿蘇立野ダムインフラツアーと連携した流域治水の情報発信

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの作成・更新（阿蘇市、西原村、大津町）
・ため池ハザードマップの作成（西原村）
・消防団防災士の育成、防災訓練の実施（南阿蘇村）
・防災教育、自主防災組織の活動の推進（阿蘇市、西原村、南阿蘇村）
・白川左岸の避難場所確保（大津町）
・ハザードマップの配布、浸水想定区域の周知（南阿蘇村）
・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・白川（陣内）水位予測システムによる情報把握（大津町）
・VR・ARを活用した体験型の防災訓練の実施（菊陽町）
・キキクルの普及等ITCを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・防災無線の多言語化の検討（菊陽町）
・防災無線による情報発信（菊陽町）
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）（熊本市）

※ 流域治水プロジェクト2.0で新たに追加し
た対策については、今後河川整備計画の過
程でより具体的な対策内容を検討する。

・まるごとまちごとハザードマップの作成
（想定最大規模）

流域流木対策
（林野部局との連携強化）
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気候変動に伴う水害リスクの増大

■気候変動に伴う水害リスクの増大

■水害リスクを踏まえた各主体の主な対策と目標

＜現状＞ ＜気候変動考慮（1.1倍）＞ ＜対策後＞

現況

浸水世帯数
約30,000世帯

リスク
増大

対策後

気候変動

種別 実施主体 目的・効果 追加対策 期間

氾濫を防ぐ・
減らす

国
約52,000世帯の
浸水被害を解消

河道掘削、護岸整備、橋梁改築等
概ね
30年

国・県 河川への土砂流出抑制 砂防堰堤整備 －

【目標】気候変動による降雨量増加後の河川整備計画規模の洪水（1/60規模降雨量の1.1倍）に対する安全の確保

○気候変動による降雨量増加後の河川整備計画規模の洪水（1/60規模降雨量の1.1倍）が発生した場合、白川流域では浸水世帯数が約52,000世帯（現況

の約1.7倍）になると想定され、事業の実施により、浸水被害が解消される。

浸水世帯数
約52,000世帯

浸水解消

【目標】
KPI：浸水世帯数

約52,000世帯
⇒0世帯

種別 実施主体 目的・効果 追加対策 期間

被害対象を
減らす

県 防災まちづくり
土砂災害警戒区域等の指定による

土砂災害リスク情報の充実
－

市町村
（熊本市）

防災まちづくり
内外水一体型のリスクマップを踏まえた

立地適正化計画の見直し
概ね
5年

流域内の
全市町村

防災まちづくり 土砂災害特別警戒区域からの移転促進 －

被害の軽減・
早期復旧・復

興

国 住民避難の促進 洪水予測の高度化
概ね
5年

県・流域内の
全市町村

避難体制等の強化 広域避難の促進 －

 上図は、白川の洪水予報区間について、河川整備計画規模及び気候変動考慮後の外力により浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 上図は、白川における現況の河道・洪水調節施設の整備状況及び流域治水プロジェクト2.0に位置付けている国が実施する氾濫を防ぐ・減らす対策を実施後の状況を勘案した上で、氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
 なお、このシミュレーションの実施にあたって、国管理区間以外の区間においては、決壊、溢水・越水による氾濫は考慮していません。また、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。

※国管理区間における外水氾濫によるリスク

白川
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

熊本市

宇土市

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

西原村

菊陽町

美里町

宇城市

山都町

大津町

高潮堤防整備

堤防整備

河道掘削

堤防整備

河道掘削、樹木伐採

河道掘削、橋梁架替、
堰改築 等

下水道等の排水施設の整備

橋梁架替

緑川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

災害危険区域の指定

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（熊本市）

高潮堤防整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

船津ダム

緑川ダム

天君ダム

事前放流

既存調整池容量の拡充

砂防堰堤整備

調整池の整備

ため池の補強・有効活用

ため池の調査・補強・有効活用河道掘削、樹木伐採

立地適正化計画制度における
防災指針の作成（益城町）

遊水機能を有する
土地の保全

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堰改築

既存施設の有効活用

・ハザードマップの整備、避難訓練の実施（流域内の全市町村）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、
美里町、山都町）

凡例
浸⽔想定区域
⼤⾂管理区間
居住誘導区域

校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備

・用水路等の事前排水（宇土市、嘉島町、甲佐町）
・排水機場の事前排水（熊本市、宇土市、宇城市）

堤防整備

河道掘削
内田川

排水機場

上仲間
排水機場 古川

排水機場

鯰
排水機場

堤防整備

堤防整備

砂防堰堤整備

雨水貯留機能向上

河道掘削

雨水貯留機能向上

流木・塵芥捕捉

農業水利施設の整備

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上

・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備

⃝ S18.9洪水では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したこと等を踏まえ、以下の取り組みを一層推進する。国管理区間においては、気候変動（２℃上昇）下でも目標
とする治水安全度を維持するため、既往最大流量を記録したS18.9洪水に対し２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水を、安全に流下させることを目指す。

⃝ 堤防整備や河道掘削等の事前防災を引き続き推進し、洪水時の急激な水位上昇を抑制するために、遊水機能を有する土地や歴史的な治水対策の保全を図る。流出抑制対策の検討や特定都
市河川の指定に向けた検討、防災まちづくり等、流域市町村が一体となった防災・減災対策を図る。

海岸事業関係者との連携

・内外水一体型のリスクマップを踏まえた
立地適正化計画の見直し（熊本市）

R5. 8更新（2.0策定）

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後河川整備計画の過程で
より具体的な対策内容を検討する。

防災訓練の様子

下仲間
排水機場

下水道浸水対策
（バイパス管）

■被害対象を減少させるための対策
・内外水一体型のリスクマップを踏まえた立地適正化計画の見直し（熊本市）

・災害危険区域の指定（甲佐町、美里町）

・立地適正化計画制度における防災指針の作成（熊本市、益城町、宇城市）
・土砂災害特別警戒区域からの移転促進（流域内の全市町村）
・土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害リスク情報の充実

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○国・県・市町村
・水位・河川監視カメラの設置（国、県、宇土市、菊陽町、西原村、甲佐町）

○県・市町村
・広域避難の促進（県、宇土市）
・マイタイムラインの作成・更新・普及（県、菊陽町、美里町、山都町）
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保等
（県、菊陽町）

・避難訓練の実施（流域の全市町村）
○国
・内外水一体型のリスクマップの作成
・防災ステーションの整備 ・排水機場の遠隔化
・まるごとまちごとハザードマップの作成（想定最大規模）
・三次元管内図の整備
・危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラの公開
・洪水予測の高度化

○熊本県
・水害リスク空白域の解消
・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組

○市町村
・総合防災マップ、ハザードマップの整備（流域内の全市町村）
・ため池ハザードマップの作成、認知度向上
（大津町、西原村、宇土市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）

・防災無線・エリアメールの有効活用（大津町、菊陽町、嘉島町、御船町、
 甲佐町、益城町、山都町）
・HP・防災アプリ等を活用した情報伝達
（熊本市、大津町、菊陽町、甲佐町、益城町、山都町）

・熊本地方気象台との連携による避難指示等の遅延防止（菊陽町）
・キキクルの普及等ICTを活用した早めの自主避難の促進（菊陽町）
・外国人対応の防災マップ、避難所マニュアル等の整備（菊陽町）
・水防災教育の実施（熊本市、宇土市、甲佐町、美里町）
・防災士の育成（熊本市、御船町、甲佐町、益城町、美里町、山都町）
・自主防災組織の活動の推進（熊本市、西原村、御船町、甲佐町、益城町、
美里町、山都町）

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築、高潮堤防整備 等

・下水道等の排水施設の整備 ・既存調整池容量の拡充 ・調整池の整備
・雨水貯留機能向上 ・水田の貯留機能向上 ・ため池の調査・補強・有効活用
・農業水利施設の整備 ・森林の整備・保全、治山施設の整備
・排水機場や用水路等の事前排水 ・校庭貯留施設整備 ・小学校敷地内貯留施設整備
・利水ダム等ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、熊本県など）
・流木・塵芥の捕捉 ・既設施設の有効活用
・洪水調節施設の整備 ・遊水機能を有する土地の保全
・歴史的な治水対策の保全（轡塘）
・砂防堰堤整備 ・海岸事業関係者との連携

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堤防

轡塘（くつわども）

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

既存施設の有効活用

特定都市河川の指定に向けた検討

立地適正化計画制度
における防災指針の
作成（宇城市）

緑川水系河川整備計画の変更作業中
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＜対策後＞

気候変動に伴う水害リスク の増大

■気候変動に伴う水害リスクの増大

■水害リスクを踏まえた各主体の主な対策と目標

＜現状＞ ＜気候変動考慮（雨量1.1倍）＞

現況

リスク
増大

対策後

気候変動

【目標】気候変動による降雨量増加後のS18.9洪水に対する安全の確保

○既往最大流量を記録したS18.9洪水に対し、２℃上昇時の降雨量増加を考慮した雨量1.1倍となる規模の洪水が発生した場合、緑川流域では浸水世帯

数が約18,000世帯（現況の約1.2倍）になると想定され、事業の実施により、浸水被害が解消される。

浸水世帯数0世帯

【目標】KPI：浸水世帯数 約18,000世帯⇒0世帯

種別 実施主体 目的・効果 追加対策 期間

氾濫を防ぐ・
減らす

国 約18,000世帯の浸水被害を解消

堤防整備
河道掘削
堰改築

既存施設の有効活用
洪水調節施設の整備

概ね
30年

市町村
洪水時の急激な水位上昇を抑制

内水排除
遊水機能を有する土地の保全

概ね
20年

市町村
河川への流出抑制

市街地等の浸水の防止
校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備
概ね
20年

対策後

種別 実施主体 目的・効果 追加対策 期間

被害対象を
減らす

県 防災まちづくり
土砂災害警戒区域等の指定による

土砂災害リスク情報の充実
－

市町村（熊本市） 防災まちづくり
内外水一体型のリスクマップを踏まえた

立地適正化計画の見直し
概ね5年

市町村

防災まちづくり
土砂災害特別警戒区域

からの移転促進
－

新たな居住に対し、立地を規制する居
住者の人命を守る

災害危険区域の指定の検討 概ね5年

被害の軽減
・早期復旧・

復興

国

操作の確実性による
浸水被害の軽減

排水機場の遠隔操作・監視 概ね5年

災害対応や避難行動等の支援 洪水予測の高度化 概ね5年

県・市町村 避難体制等の強化 広域避難の促進 －

※

※国管理区間における外水氾濫によるリスク

 上図は、緑川、御船川、加勢川、浜戸川の洪水予報区間について、河川整備計画規模及び気候変動考慮後の外力により浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 上図は、緑川、御船川、加勢川、浜戸川における現況の河道・洪水調節施設の整備状況及び流域治水プロジェクト2.0に位置付けている国が実施する氾濫を防ぐ・減らす対策を実施後の状況を勘案したうえで、氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
 なお、このシミュレーションの実施にあたって、国管理区間以外の支川においては、決壊による氾濫は考慮しておらず、溢水・越水のみを考慮しています。また、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。

浸水世帯数約15,000世帯 浸水世帯数約18,000世帯

緑川
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流域治水プロジェクト×グリーンインフラ
熊本河川国道事務所
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流域治水プロジェクト×グリーンインフラ

流域治水プロジェクトの取り組みにグリーンインフラ

の取り組みを反映し、治水と環境の両立して取り組
む

熊本河川国道事務所

気候変動緩和の取り組みも流域治水
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凡 例

⽩川

熊本県

⼤分県

福岡県

宮崎県

⿅児島県

佐賀県

⻑崎県

位置図

※ 具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

大津町

西原村

熊本市

南阿蘇村 高森町

阿蘇市

河道掘削

井
樋
⼭
堰

⼗
⼋
⼝
堰

薄
場
橋

⽩
川
橋
梁

白川

堤防整備、河道掘削、橋梁架替、堰改築 等

阿蘇立野ダム

河道掘削、堰改築 等

調整地の整備

校庭貯留施設整備 調整池の整備
雨水浸透桝の整備

森林の整備・保全
治山施設の整備

ため池の補強・有効活用

水田の貯留機能向上

砂防堰堤整備

○上流域では、ほぼ全域が「阿蘇くじゅう国立公園」に指定され、雄大な火山・カルデラ景観、広大な草原景観、阿蘇北向谷原始林を中心とした渓谷景観、南郷谷を中心とした清浄な湧水
源、内牧温泉を中心とした温泉群など優れた観光資源を有し、中・下流域においては、金峰山県立自然公園の一部である立田山のヤエクチナシ自生地や熊本市街部の白川沿いの緑地など、
豊かな自然を有している。

○白川が流れる熊本市街部を「くまもとの顔」として活性化し、魅力ある都市空間づくり等を目指し、白川の河岸部を活用して自転車通行などを快適かつ円滑に行い、上下流の交流促進、
河川の利活用による地域活性化、河川景観の向上、河川利用者の安全性の向上を図るため今後概ね１０年間で、白川市街部かわまちづくりを進めるなど、自然環境が有する多様な機能を
活かすグリーンインフラの取り組みを推進する。

治水メニュー

大臣管理区間

気候変動考慮時の浸水深0.5m以上のエリア

流域界

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
・白川市街部かわまちづくり
・阿蘇立野ダム周辺かわまちづくり

●治水対策における多自然川づくり
・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・野鳥の生息場となっている河畔林や河道内樹木、植生群の保全
・魚類に配慮した縦断的連続性や避難場所の確保
・多様な生物の生息・生育環境の保全
・アユの産卵場の保全
・ツルヨシ等の水辺植生の復元

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・河川協力団体と連携した小中学校などにおける環境学習

【全域に掛かる取組】

・地域のニーズを踏まえた賑わいのある
水辺空間創出への連携支援

・多様な生物の生息・生育環境の保全

・多様な生物の生息・生育環境の保全

白川市街部
かわまちづくり

・野鳥の生息場となっている河畔林
や河道内樹木、植生群の保全

河道掘削

三
本
松
堰

横断工作物の対策
（固定堰の改築等）

遊水地の整備

環境学習

賑わい創出

魅力ある水辺空間

グリーンインフラメニュー

白川水系流域治水プロジェクト 【位置図】
～上流から河口まで一本でつながる治水対策及び流域が一体となった防災・減災対策 ～

●グリーンインフラの取り組み 『沿川住民や水際の動植物にとって安全で心地よい空間の創出』

ソフト施策メニュー

水循環モデルの構築

・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・魚類等に配慮した縦断的連続性や

避難場所の確保
・多様な生物の生息・生育環境の保全

横断工作物の対策
（固定堰群及び橋梁の改築等）

白川市街部地区かわまちづくり
魚類等に配慮した
横断工作物の改築

横断工作物（取水堰）

渡
⿅
堰

・河川協力団体と連携した
小中学校などにおける環境学習

・魚類等に配慮した水際の保全・整備
・魚類等に配慮した縦断的連続性や

避難場所の確保
・アユの産卵場の保全
・ツルヨシ等の水辺植生の復元

堤防整備
菊陽町

河道掘削・護岸整備

流下能力向上対策
地域住民等の合意
を得た上で実施

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

流域流木対策
（林野部局との連携強化）

砂防堰堤整備

河床掘削

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上
草原の保全・再生（流域自治体、環境省）

砂防堰堤整備

・流域の雨水貯水施設の設置補助

※ 流域治水プロジェクト2.0で新たに追加し
た対策については、今後河川整備計画の過
程でより具体的な対策内容を検討する。

R6.3更新

ダム周辺
かわまちづくり
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

熊本市

宇土市

嘉島町

御船町

甲佐町

益城町

西原村

菊陽町

美里町

宇城市

山都町

大津町

高潮堤防整備 堤防整備

河道掘削

堤防整備

河道掘削、橋梁架替、
堰改築 等

下水道等の排水施設の整備

橋梁架替

緑川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

森林の整備・保全
治山施設の整備

船津ダム

緑川ダム

天君ダム

事前放流

既存調整池容量の拡充

砂防堰堤整備

調整池の整備

ため池の補強・有効活用

ため池の調査・補強・有効活用

河道掘削、樹木伐採

遊水機能を有する
土地の保全

歴史的な治水対策の保全（轡塘）

堰改築

既存施設の有効活用

凡例
浸⽔想定区域
⼤⾂管理区間
居住誘導区域

校庭貯留施設整備

小学校敷地内貯留施設整備

・用水路等の事前排水（宇土市、嘉島町、甲佐町）
・排水機場の事前排水（熊本市、宇土市、宇城市）

堤防整備

河道掘削

堤防整備

堤防整備

砂防堰堤整備

雨水貯留機能向上

河道掘削

雨水貯留機能向上

流木・塵芥捕捉

農業水利施設の整備

砂防堰堤整備

水田の貯留機能向上

海岸事業関係者との連携

R6. 3更新

※流域治水プロジェクト2.0で新たに追加した対策については、今後河川整備計画の過程で
より具体的な対策内容を検討する。

砂防堰堤整備

砂防堰堤整備

既存施設の有効活用

○緑川は、「日本の重要湿地500」に指定され、重要な生物が生息・生育する河口干潟、中流部に形成された良好な瀬や淵、加勢川におけるコウホネ等の希少な生物の生
息・生育環境等、流域の至る所に多様な河川環境を有している。

○宇土走潟地区は、周辺に文化財・史跡が残り、旧河道部にはヨシ等が繁茂する豊かな地域資源を有し、主要道路に近接し交通アクセスも良いことから、今後９年間で安
心して水辺を利用できる環境、市境を越えた交流ができる賑わいのある水辺拠点を宇土走潟地区かわまちづくりにおいて宇土市と整備を行うことで、自然環境が有する
多様な機能を活かすグリーンインフラの取り組みを推進する。

●魅力ある水辺空間・賑わい創出
・宇土走潟地区かわまちづくり
・甲佐地区かわまちづくり

●治水対策における多自然川づくり
・干潟・ヨシ原の保全
・瀬・淵、砂礫河原、河畔林の保全・再生
・魚類等の移動からみた河川の連続性の維持・回復
・良好な河川景観の形成
・外来種対策及び在来種の保全

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み
・小中学校などにおける環境学習
・水源地域（ダム）活性化のための活動支援

・干潟・ヨシ原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性
の維持・回復
・良好な河川景観の形成

宇土走潟地区
かわまちづくり

・干潟・ヨシ原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性の
維持・回復

・良好な河川景観の形成

・瀬・淵、河畔林、砂礫河原の保全
・魚類等の移動からみた河川の連続性の

維持・回復
・良好な河川景観の形成

甲佐地区
かわまちづくり

・水源地域（ダム）活性化のための
活動支援

・小中学校などにおける
環境学習

・魚類等の移動からみた河川の連続性の
維持・回復

・良好な河川景観の形成
・外来種対策及び在来種の保全

環境学習

凡 例

治水メニュー

大臣管理区間

想定浸水範囲（戦後最大のS28.6洪水規模）

流域界

グリーンインフラメニュー

【全域に掛かる取組】

・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携支援

宇土走潟地区かわまちづくり 甲佐地区かわまちづくり 河口部に広がるアシ原

河道掘削、樹木伐採

●グリーンインフラの取り組み 『生態系の保全と再生と固有の文化・歴史に学び、良好な景観の保全』

36



 2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には降雨量が約1.1倍、
流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算
現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り

グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応
インフラDX等の技術の進展

○ 気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域治水の取組を加速
化・深化させる。このために必要な取組を反映し『流域治水プロジェクト2.0』に更新する。

現状・課題 必要な対応

流量

期間

目標とする
完了時期

現在

気候変動下においても、目標とする治水安全度を
現行の計画と同じ完了時期までに達成する

あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、
対策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関
係者間で共有する。

必要な対応のイメージ

気候変動
シナリオ

降雨量
（河川整備の基本とする洪水規模）

２℃上昇 約1.1倍

全国の平均的な
傾向【試算結果】

流量

約1.2倍

降雨量が約1.1倍となった場合

様々な手法の活用イメージ

同じ治水安全度を確保するためには、
目標流量を1.2倍に引き上げる必要

同じ治水安全度

＝

＜気候変動に対応し
た計画＞
6000トン

（50年に一度の洪水）

＜現行計画＞
5000トン

（50年に一度の洪水）

◆治水施設の多面的機能の活用
・平時における遊水地内の利活用
・MIZBEステーションの整備
（防災×賑わい創出）

◆溢れることも考慮した減災対策の推進
・粘り強い河川堤防の整備
・貯留機能保全地域における、
家屋のかさ上げ・移転

◆インフラDX等の新技術の活用
・洪水予測の高度化
・浸水センサの導入
・ドローンによる河川管理の
高度化・効率化

◆治水施設の多面的機能の活用
・ハイブリッドダムの取組推進

※現行の計画と同じ完了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、
様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要

流域治水プロジェクト2.0
～流域治水の加速化・深化～

⇒現在の河川整備計画に基づく対策や流域における各取組を推進するとともに、気候変動を踏まえて追加で必要となる
対策案の詳細については、更に議論を深めていく。

（参考）
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白川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～上流から河⼝まで⼀本でつながる治⽔対策及び流域が⼀体となった防災・減災対策～

被害対象を減少させるための対策

老朽建築物の建替え等を促すとともに、
空地を生み出すことで災害時の避難・活
動空間を確保するなど、災害に強い上質
な都市空間を創出。
また水害時でも建物の機能が確保される
よう電気設備等の浸水対策※を図ること
を条件とし、財政支援に取り組んでいる。
※浸水想定深以上に、電気設備を配置

すること等。

【中心市街地における老朽建築物の建替
え促進による防災機能の強化】
（熊本市）

農地・農業⽤施設の活⽤ 流出抑制対策の実施 ⽴地適正化計画における
防災指針の作成

避難のための
ハザード情報の整備

（概ね５か年後）

⾼齢者等避難の
実効性の確保

⼭地の保⽔機能向上および
⼟砂・流⽊災害対策

戦後最⼤洪⽔等に対応した
河川の整備（⾒込）

整備率：５５％
（令和５年度末時点）

１市町村
（令和４年度実施分）

３施設
（令和５年度実施分）

１箇所

（令和５年度完成分）
※施工中 １４施設

６施設

治山対策等の
実施箇所

砂防関係施設の
整備数

（令和５年７月末時点）

１市町村 （令和５年９月末時点）

１６河川

（令和５年９月末時点）

０団体

洪水浸水想定
区域

個別避難計画

（令和５年９月末時点）

101施設

（令和５年1月1日時点）

７市町村

避難確保
計画

1198施設
土砂

洪水

内水浸水想定
区域

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

インフラツアーのチラシ（暫定版）

南阿蘇村認定ダムガイド（国交省による
研修修了者）による流域治水の広報を組
み合わせた阿蘇立野ダムのインフラツアー
を企画。
阿蘇の自然や阿蘇立野ダムの目的や機

能、流域治水の考え方や取組を説明をす
ることで、上下流域の流域治水の理解促
進を図る。

【阿蘇立野ダムインフラツアーと連携した
流域治水の情報発信】

（(一社)みなみあそ観光局）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

阿蘇立野ダムの状況（令和６年２月）
（下流側より望む）

白川沿川の洪水被害の防止又は軽減、ま
た避難時間の確保を目的とした流水型ダ
ムが令和６年２月に完成。

【阿蘇立野ダム建設】（国土交通省）

【草原の保全再生】（流域自治体・環境省）

野焼き等により草原の保全を図ることで、
雨水を土の中で貯え、ゆっくりと河川に
送り出し、また渇水時期でも水を放出し
続ける水源涵養機能を守る。

（参考）白川
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緑川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】
～歴史的な治水対策の保全及び未来に向けて流域が一体となった防災・減災対策～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 被害対象を減少させるための対策 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

農地・農業⽤施設の活⽤ 流出抑制対策の実施 ⽴地適正化計画における
防災指針の作成

避難のための
ハザード情報の整備

（概ね５か年後）

⾼齢者等避難の
実効性の確保

⼭地の保⽔機能向上および
⼟砂・流⽊災害対策

戦後最⼤洪⽔等に対応した
河川の整備（⾒込）

整備率：６３％
（令和５年度末時点）

６市町村
（令和４年度実施分）

３施設 （令和５年度実施分）

５箇所

（令和５年度完成分）
※施行中 ０施設

３施設

治山対策等の
実施箇所

砂防関連施設の
整備数 （令和５年７月末時点）

３市町村 （令和５年９月末時点）

５５河川

（令和５年９月末時点）

１団体

洪水浸水想定
区域

個別避難計画

（令和５年９月末時点）

118施設

（令和５年１月１日時点）

12市町村

避難確保
計画

1498施設
土砂

洪水

内水浸水想定
区域

【マイタイムラインの普及】（熊本県、菊陽町、美里
町、山都町）

子どもから家庭への防災意識の浸透を図るため、
学校等と連携した防災教育支援を実施。
テレビやラジオ、県からのたより等、県政広報媒
体等での作成の呼びかけを実施。

【立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含
む）】（熊本市、益城町、宇城市）

立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）
により、災害リスクを考慮した安全なまちづくりを進
める。
災害リスク情報（浸水想定区域等）を活用した居住
誘導区域の検討や居住誘導区域内では、「防災指
針」に基づく、防災・減災対策を検討。

【高潮堤防整備】（国土交通省）

高潮堤防整備状況
（緑川下流左岸：TP 6.0対応）

緑川平木橋下流、浜戸川太郎兵衛橋下流の高潮
区間において、平成11年9月の高潮規模の対応と
なるT.P.4.50mの堤防整備が令和４年度に完成。
引き続き、既往最大規模のT.P.6.00mの堤防整備
を実施中。

立地適正化計画の策定（益城町）

＜高潮堤防整備（網津地区）着手前＞

＜高潮堤防整備（網津地区）完成＞

←防災教育モデル授業の
様子

県からのたより
[令和５年６月号] →

マイタイムラインの普及（熊本県）

（参考）緑川
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令和５年度の取り組み

資料２－２
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県

●特定都市河川の取り組み

○県内で初となる「竜野川の特定都市河川への指定（令和６年度末目標）」を目指す。

■令和5年度時点の取組進捗状況
・国、県、町合同で特定都市河川に関する勉強会を実施（２回）。
・緑川竜野川内水対策会議を実施（特定都市河川指定へ取り組むことを確認）。

【参考】特定都市河川について
気候変動により頻発する水災害に対し、河川のハード

整備に限らず、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、
国・県・市長村・企業等のあらゆる関係者の協働による
水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくりを進めると
ともに、流域における貯留・浸透機能の向上を図るもの。

〇主な取組み内容
・河川改修事業の加速化［予算の重点配分等］
・排水機場等のハード整備の加速化
・雨水浸透貯留施設の整備、民間開発等（1000m2
～）における雨水浸透阻害行為の許可

甲佐町 浸水状況位置図

竜野川（県）

H28.6豪雨の浸水区域

竜野川越水状況

R2.7豪雨

浸水状況

R2.7豪雨

浸水状況

R5.7豪雨

特定都市河川について
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県

●遊水地の整備

○白川水系河川整備計画に基づき、浸水被害解消のため黒川遊水地群の整備を実施中。

■令和5年度時点の取組進捗状況

位置図

現地状況

・跡ケ瀬遊水地において関係機関との調整を図りながら、用地買収等を継続実施中（取得率８０％）。

遊水地計画地

・跡ケ瀬遊水地において用地取得及び埋蔵文化財等の調整が完了した箇所から工事に着手（排水樋管工事が完
了。護岸工事、河道工事を進行中。）。

跡ケ瀬遊水地
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県

●白川河川改修に伴う橋梁架替

○白川に架かる弓削橋の架け替えを実施

■令和5年度時点の取組進捗状況

・道路管理者である熊本市と整備に係る基本協定および実施協定を締結
・第1期工事としてＰ１橋脚工事を施工中（Ｒ６．１現場着手）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○白川水系河川整備計画に基づき、浸水被害解消のため堤防整備に向けた用地買収に着手。

熊本県

●堤防整備の実施

■令和5年度時点の取組進捗状況

位置図

現地状況

・最下流工区について用地買収に着手。また、併せて馬場楠堰改修の概略設計を実施中。

遊水地計画地

菊陽町・大津町区間

樋門詳細設計

用地買収
L=2.3km

みらい大橋
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県

●河川バイパス区間の整備

○緑川水系潤川河川整備計画に基づき、140m3/sの流量を安全に流下させることを目標に、河川バイパス区間の河道整備を実施。

■令和５年度時点の取組進捗状況

位置図

・河川バイパス区間における河道掘削や護岸整備、県道宇土甲佐線の橋梁架橋を実施。

↑熊本市

↓宇土市

潤川
（現河道）

令和５年２月時点

河川バイパス区間

令和5年9月 現況写真(潤川バイパス区間)
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県

●天明新川河川改修

○天明新川に架かるＪＲ橋架替箇所の護岸拡幅整備

■令和5年度時点の取組進捗状況

・ＪＲ九州との鉄道橋架替協定工事について、Ｒ５．１１に完了
・継続工事として上流側取付護岸工事に着手
・竜野川、潤川、天明新川を含めた緑川水系河川整備計画を国と共同して検討中。

白川

白川

現弓削橋

現弓削橋

位置図
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○豪雨による山腹崩壊や土石流等に起因する災害から住民の命とくらしを守るため、人家等に対する直接的な土砂災害防止及び下
流河川の河床上昇に伴う洪水被害の防止を図ることを目的として砂防事業を実施中。

（熊本県）

●砂防堰堤整備等による土砂洪水氾濫対策

■令和５年度時点の取組進捗状況

・砂防堰堤８箇所の事業を推進。令和６年３月末時点で３箇所完成済、２箇所工事に着手、３箇所設計に着手。
・令和６年度以降も、継続して砂防堰堤の整備及び新規整備箇所の調査を実施

金山川砂防堰堤（H14完成）
上益城郡益城町

事業の進捗状況 砂防堰堤の効果事例

土石流となって流れ出てくる
土砂や流木を砂防堰堤で
しっかりと受け止めることで、
下流の民家等に被害が出る
のを防ぎます。

位置図（令和５年度）

⼟砂・流⽊
被害を防⽌

R5.7月豪雨にて
土砂・流木を捕捉

■砂防堰堤整備

杉の下川

緑川ダム

緑川流域

山下川

五老ヶ谷中園川

赤井川

藤木川

黒谷川

布田川

凡例

砂防堰堤整備箇所

R4完成：坂本川砂防堰堤（甲佐町）

R5完成：中園川砂防堰堤（美里町）

R5完成：五老ヶ谷砂防堰堤（美里町）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県、熊本森林管理署

●治山事業による土砂や流木の流出対策

○令和２年７月豪雨等により発生した林地崩壊や渓流荒廃を踏まえ、下流への土砂・倒木の流出を抑止するため、緊急的な治山施
設等の整備を実施
○山地災害が発生した箇所又はおそれのある箇所（山地災害危険地区）等を対象として、土砂の流出抑止や被害箇所の森林への復
旧のため、流木捕捉式治山ダムを設置するなど流木対策を推進

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

○渓流荒廃箇所の復旧 ○山腹崩壊箇所の復旧

○山地災害が発生した箇所について、谷止工や山腹工等の復旧工事を実施。

・流木の発生や渓岸が浸食された渓流において、谷止工及び既設谷止工の嵩上げを実施し、土砂等
の流出を防ぐ取組を実施

・林地が崩壊した箇所において、山腹工を施
工し森林へ復旧する取組を実施

・市町村 ：南阿蘇村

・工事内容：谷止工

・市町村 ：阿蘇市

・工事内容：山腹工

・市町村 ：阿蘇市

・工事内容：谷止工
（嵩上げ）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●治山事業による土砂や流木の流出対策

熊本県、熊本森林管理署

○令和２年７月豪雨等により発生した林地崩壊や渓流荒廃を踏まえ、下流への土砂・流木の流出を抑止するため、緊急的な治山施
設等の整備を実施
○山地災害が発生した箇所又はおそれのある箇所（山地災害危険地区）等を対象として、土砂の流出抑止や被害箇所の森林への復
旧のため、流木捕捉式治山ダムを設置するなど流木対策を推進

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

○山腹崩壊箇所の復旧

○山地災害が発生した箇所又は恐れのある箇所について、谷止工や山腹工等の復旧工事を実施。

・林地が崩壊した箇所において、山腹工を施
工し森林へ復旧する取組を実施

・市町村 ：美里町

・工事内容：山腹工

・市町村 ：山都町

・工事内容：谷止工
（スリット）

・市町村 ：御船町

・工事内容：谷止工

○渓流荒廃箇所の復旧
・流木の発生や渓岸が浸食された渓流において、谷止工及び流木捕捉式治山ダムを施工し、土砂等

の流出を防ぐ取組を実施
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

熊本県、熊本森林管理署、森林整備
センター熊本水源林整備事務所

●森林の有する公益的機能の発揮に向けた森林整備・保全

○森林の有する山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能の適切な発揮に向け、山地災害危険地区や白川上流域の森林を主
体として、引き続き、間伐等の森林整備を推進。

○また、森林整備を効率的・効果的に進めるため、森林経営管理制度の活用や施業技術の実証・普及等を併せて実施。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

○白川上流域の森林において、間伐や再造林、鳥獣被害対策の取組みを支援した。
○市町村での森林経営管理制度の活用の促進に向け、市町村職員を対象とした研修の開催や巡回指導による技術支援等を実施した。
○造林作業等の省力化・低コスト化に向け、エリートツリー等の普及のための説明会を開催した。

○造林作業等の省力化・低コスト化に
向けた、新たな技術等の実証・普及

エリートツリー等普及のための説明会を開催

○森林経営管理制度を活用した、適切な経営
管理が行われてこなかった森林の集約

森林経営管理制度を活用した森林の集約化下刈りの実施状況

○白川・緑川上流域の森林整備を主体
とした間伐等の森林整備の実施等
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○森林の有する山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能の適切な発揮に向け、山地災害危険地区や緑川上流域の森林を主
体として、引き続き、間伐等の森林整備を推進。

○また、森林整備を効率的・効果的に進めるため、森林経営管理制度の活用や施業技術の実証・普及等を併せて実施。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

○緑川上流域の森林において、間伐や再造林、鳥獣被害対策の取組みを支援した。
○市町村での森林経営管理制度の活用の促進に向け、市町村職員を対象とした研修の開催や巡回指導による技術支援等を実施した。
○造林作業等の省力化・低コスト化に向け、エリートツリー等の普及のための説明会を開催した。

○造林作業等の省力化・低コスト化に
向けた、新たな技術等の実証・普及

○森林経営管理制度を活用した、適切な経営
管理が行われてこなかった森林の集約

森林経営管理制度を活用した森林の集約化シカ防護柵の設置状況

○白川・緑川上流域の森林整備を主体
とした間伐等の森林整備の実施等

エリートツリー等普及のための説明会を開催

熊本県、熊本森林管理署、森林整備
センター熊本水源林整備事務所

●森林の有する公益的機能の発揮に向けた森林整備・保全
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

■令和５年度の取り組み

●県内全市町村を対象とした豪雨対応訓練の実施

熊本県

○令和２年７月豪雨を受け、令和３年１月より豪雨対応訓練を実施。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・令和５年１月から５月までに計７回の訓練を実施し、県内全市町村が参加。
・令和６年１月から４巡目となる訓練を開始。（令和５年度中に３回訓練を実施）
・訓練内容は、市町村の初動対応能力向上を図るため、消防・警察・自衛隊・海保等の関係機関からLOを派遣しても
らい、情報伝達訓練を中心に実施。一部の市町村では住民も訓練に参加し、より実践的な訓練としている。

遊水地計画地

位置図や現地状況、
取組状況写真等

位置図や現地状況、
取組状況写真等

訓練風景
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

■令和５年度の取り組み

●広域避難の体制強化

熊本県

○県内市町村を対象に、広域避難に関する理解促進等を目的とした研修会及びワークショップを実施。

■令和5年度時点の取組進捗状況
・大規模水害時における広域避難実施に向けた研修会（８月）

遊水地計画地

・大規模水害時における広域避難実施に向けたワークショップ（１月）

大規模水害時における
広域避難実施に向けた研修会

大規模水害時における
広域避難実施に向けたワークショップ

○ 熊本大学から「熊本地域の風水害の特徴」に関する講
義や「都市水害の仕組みと防災対策」に関するデモンスト
レーションを実施。

○ 福岡管区気象台から「段階的に発表する防災気象情報」
について説明。

○ 令和４年度に熊本県が作成した「大規模水害時における
広域避難計画作成モデル」の概要を説明。

○ 県内を４ブロック（県北・県央・県南・天草）に分け、
計４回ワークショップを開催。

○ 各市町村において、要避難者数や避難所の収容力を算出し、
広域避難の必要性について検討。

○ 広域避難が必要な市町村は、広域避難実施に向けた検討を
行い、広域避難の必要がない市町村は、広域避難者の受入に
向けた検討を実施。
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

■令和５年度の取り組み

●マイタイムラインの普及

熊本県

学校等と連携した防災教育支援事業や県政広報媒体等でのマイタイムライン作成呼びかけ等を実施

■令和5年度時点の取組進捗状況

・ 学校等と連携して子どもから家庭への防災意識の浸透を図るため、小・中学校（計２０校）に防災士や気象予報
士等を講師として派遣し、防災教育モデル授業を実施。また、教職員を対象としたマイタイムラインに関する研修会
等を行うことで、教職員が自身でマイタイムラインを活用した防災教育を実施できるよう支援。
・ テレビやラジオ、県からのたより等、県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に実施。

遊水地計画地

←防災教育モデル授業の
様子

県からのたより
[令和５年６月号] →

地域 学校名 地域 学校名

宇城
宇土市立花園小学校
宇城市立松橋小学校

阿蘇
南阿蘇村立南阿蘇西小学校
南小国町立南小国中学校

上益城
甲佐町立龍野小学校
山都町立蘇陽中学校

八代
氷川町立宮原小学校
八代市立日奈久中学校

菊池
菊陽町立菊陽南小学校
大津町立大津南小学校

芦北
芦北町立内野小学校
水俣市立水俣第二中学校

玉名
荒尾市立荒尾第一小学校
玉名市立岱明中学校

球磨
相良村立相良北小学校
水上村立水上学園

山鹿
山鹿市立大道小学校
山鹿市立鹿本中学校

天草
天草市立栖本小学校
天草市立栖本中学校

◆防災教育モデル授業実施校
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●水防団、河川管理者による水防資機材の情報共有

令和５年度熊本県水防計画書（抜粋）

○毎年修正する「熊本県水防計画書」に、最新の水防資機材の状況を掲載（令和５年度は６月に修正）
○水防区本部（地域振興局）ごとに開催する水防連絡会において、水防計画書の内容を水防管理者
（市町村）等へ説明

■令和５年度の取り組み 熊本県

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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●要配慮者利用施設の避難確保計画の作成・避難訓練の実施・支援

【全県的な取組み】
○県内全ての要配慮者利用施設が早期に避難確保計画を作成するよう、施設管理者を対象に以下の取組
を実施。その結果、本県（白川・緑川流域）の計画作成率（洪水）は、2.9％（H31.3月）から95.0％
（R5.9月）に向上

① 避難確保計画作成講習会の開催
② 講習会に参加できなかった施設に向けて、計画作成支援動画を作成し、Youtubeで公開
③ 施設が容易に自施設の浸水深を確認できるよう、県ホームページ（防災情報くまもと）を改修

県ホームページ（防災情報くまもと）の改修内容 YouTubeで動画公開

地点をクリックすれば、浸水の原因と
なる河川ごとの浸水深が確認可能

■令和５年度の取り組み 熊本県

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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●地域の防災に関する情報の広報誌、ホームページ、大型ビジョン、庁舎掲示板、観光案内所等
への掲載促進

○一人ひとりの避難行動を時系列にまとめた防災行動計画「マイタイムライン」専用WEBサイトを拡充し、
市町村における出前講座、学校での防災授業等で活用するマイタイムライン作成支援動画を掲載

○ 「命を守る」ためには、確実に「避難する」ことが何よ
りも重要であり、住民の「自分の命は自分で守る」という
意識を醸成し、避難行動につなげる「マイタイムライン」
の普及促進に引き続き取組んだ。

〇マイタイムラインガイドブックの制作及びマイタイムラ
インを手軽に作成できる専用WEBサイトを開設(令和3年
9月)。

〇専用WEBサイトでの公開や市町村における出前講座、
学校での防災授業等で活用する作成支援動画を制作
（令和4年10月）。

マイタイムライン専用WEBサイト

マイタイムライン作成支援動画

マイタイムラインガイドブック

【マイタイムライン専用WEBサイト】
ガイドブック・作成支援動画等を掲載

■令和５年度の取り組み 熊本県

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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●出水時の河川巡視情報等の共有

氾濫発生情報様式

○県が管理する水位周知河川において氾濫が発生した際は、確認後、水防管理者（市町村）や報道等へ
氾濫発生情報として発表
（避難判断水位や氾濫危険水位を超過した際も、水防警報や水位超過情報として発表）

【主文】

　　〔問い合わせ先〕

○○地域振興局（広域本部）　土木部　

電話　　００００－００－００００

ＦＡＸ　　００００－００－００００

○○川 氾濫発生情報

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

○ ○ 時 ○ ○ 分 発 表

○ ○ 地 域 振 興 局 （ 広 域 本 部 ）

【警戒レベル５相当情報［洪水］】
　 ○○川では、○○市○○地区（△△岸）付近より（堤防決壊
による）氾濫が発生しました。
　 直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安
全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

水位超過情報様式（報道機関向け）

■令和５年度の取り組み 熊本県

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●雨水流出抑制

熊本市

5,000㎡以上の開発行為に対する
調整池の設置例

○一定規模以上 (5000㎡)の開発行為に対する雨水貯 留施設(調整池)の 設置を推進
○一定規模以上 (1000㎡)の開発行為に対する雨水浸 透ます設置を推進

○透水性舗装を推進

■熊本市での設置例

開発行為申請に対し雨水流出抑制指導を行っている。

■令和５年度時点の取組進捗状況

1,000㎡以上の開発行為に対する
新設道路内、雨水浸透桝の設置例

■ 開発区域の面積5,000㎡以上 ■ 開発区域の面積5,000㎡未満 ■ 敷地内からの雨水流出抑制対策
透水性舗装等を推進

駐車場内の透水性舗装施工例
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●住宅等における雨水浸透施設の設置補助

熊本市

○地下水の涵養対策、節水対策及び雨水の流出抑制による水害軽減を図るため、雨水浸透ますや雨水貯留タンクの設置を推進する。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況
※熊本市域全域令和５年度においては、令和５年１２月末時点で、雨水浸透桝３基※の設置補助を実施した。

令和５年度においては、令和５年１２月末時点で、雨水貯留タンク１５基、浄化槽転用１基※の設置補助を実施した。

家庭用雨水貯留タンク雨水浸透ますチラシ

【雨水浸透ます】

・新築、増改築の場合は2基目、既存住宅の場合は1基目から

を補助対象として設定

・補助金は総額 200,000円を限度額とし、コンクリート製

：19,000円／基、塩化ビニル製：14,000円／基を補助

【雨水貯留タンク】

・雨水貯留タンク及び公共下水道の設置に伴い不要と

なった浄化槽の雨水貯留槽として転用の２種類を設定

・雨水貯留タンクは、設置費の1/2（上限35,000円）を補助

・浄化槽の転用は、工事費の1/2（上限70,000円）を補助
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

●河道拡幅、橋梁架替、既存調整池容量拡充、校庭貯留、河川浚渫等

熊本市

〇洪水による被害の防止・軽減を図るため、河道拡幅、橋梁架替、貯留施設の整備、河川の浚渫等を実施。

■取組内容の説明

改修を実施している主な河川の整備率は以下のとおり。
健軍川（約８２％）、藻器堀川（約７３％）、鶯川（約５６％）、旧天明新川（約２１％）。 ※令和５年３月時点

■令和５年度時点の取組進捗状況

【整備前】河道拡幅（旧天明新川） 【整備後】既存調整池容量拡充（鶯川調整池）【整備後】河道拡幅（旧天明新川）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

●雨水排水施設保全事業（雨水排水用及び農業用排水排水機場の改築更新等）

熊本市

○大雨時における浸水被害軽減を目的に野田排水機場のポンプ能力を現状の約1.5倍に増強を図る。（1.2㎥/s ⇒ 1.7㎥/s）
○老朽化した第一海路口排水機場の施設更新を行うとともに排水能力の増強を図る。（3.0㎥/s ⇒ 8.0㎥/s）

■取組内容の説明

・雨水排水用排水機場の改築更新等については、野田排水機場のポンプ増強において、令和５年度に整備が完了した。

・農業用排水機場の改築更新等については、第一海路口排水機場の更新を実施している。（平成２７年～令和８年）

■令和５年度時点の取組進捗状況

（野田排水機場ポンプ増強着手前）

（農業用排水機場ポンプ改築更新等）

（第一海路口排水機場更新）

排水機場更新

導水路更新
（農業用排水路整備）

（雨水排水用排水機場ポンプ改築更新等）

（野田地区浸水状況）
野田排水機場

ゲートポンプ新設
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

●浸水解消対策事業（下水道浸水対策事業、一般排水路整備、農業用排水路整備）

熊本市

・内水氾濫対策として浸水解消策事業の下水道浸水対策、一般排水路整備整備、農業用排水路整備を実施する。

・下水道浸水対策は、鶯川第２排水対区の管渠工事を実施、一般排水路整備は、杉島地区の排水路整備を実施、農業用排水路整備
は、内田沖田地区の排水路整備及び、海路口（第１期）地区の排水路整備を実施する。

○大雨時における浸水被害軽減を目的に下水道浸水対策、一般排水路整備、農業用排水路整備を実施する。
○市街化区域における内水対策として、熊本市下水道浸水対策計画に基づき浸水対策重点６地区の整備を実施。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

（未整備水路の改築更新）

（一般排水路整備） （農業用排水路整備）

（下水道浸水対策）

（バイパス管の例） （分水施設の例）

（対策前） （対策後）

（排水機場の老朽導水路更新）

腐食した鋼矢板

（対策前）

（対策後）

（未整備水路の改築更新）

（対策前） （対策後）
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■令和５年度の取り組み

被害対象を減少させるための対策
●立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）

熊本市

○立地適正化計画に防災指針を追加し、災害リスクに備えた多核連携都市を目指す。
○居住誘導区域を中心に防災部局等の保有するハザード情報と都市部局が保有する都市の情報を組み合わせ災害リスクを分析。
○各地区の防災上の課題を踏まえ、関係部局と連携し災害リスクの回避や低減を図るための取組を総合的に組み合わせ展開。

■取組内容の説明

令和３年３月の立地適正化計画改定により追加した“防災指針”を活用し、防災部局や市民部局などと連携した
災害リスクの周知や各種取組の推進を図る。

■令和５年度時点の取組進捗状況
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■令和５年度の取り組み

被害対象を減少させるための対策
●土砂災害特別警戒区域からの移転促進事業

熊本市

土砂移転チラシ

熊本県では土砂災害特別警戒区域（以下、レッドゾーン）内に居住する方々の安全な区域への住宅移転を促進する「土砂災害危険
住宅移転促進事業」を平成２７年に創設しており、本市においても「熊本市土砂災害危険住宅移転促進事業」を創設し、住宅移転
を促進している。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

●事業創設後、毎年数件の申請があり、市内の安全な区域へ移転
●対象者には移設費最高300万円の補助あり
●県内移転であれば、本事業の活用が可能である

（各市町村の土砂災害危険住宅移転促進事業を活用）

令和５年度において、令和５年１２月末時点で５件申請※があり、レッドゾーンから熊本市内に移転している。

※熊本市域全域
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■令和５年度の取り組み

被害対象を減少させるための対策
●がけ地近接等危険住宅移転事業

熊本市

〇がけ崩れ、土石流、地すべり等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等内に居住する人に対して、補助金
を交付し、危険住宅からの移転を促進する。

■令和５年度時点の取組進捗状況

次の（１）から（３）のいずれかの区域に存する既存不適格住宅又
は（１）から（５）のいずれかの区域に存する住宅のうち、災害等に
より市が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行ったも
ので、がけ地の崩壊等による危険が著しいもの。

■事業対象住宅（危険住宅）

（1） 災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域）

（2） がけ条例により建築を制限している区域

（3） 土砂災害特別警戒区域（通称レッドゾーン）

（4） 土砂災害特別警戒区域（通称レッドゾーン）に指定される
見込みのある区域

（5） 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた
区域

■補助金交付要件
これまで住んでいた住宅を除却し、跡地に住宅等を建築しないこと。

■補助対象経費・補助限度額

経費 経費の内容 補助限度額

除却
等費

危険住宅の撤去、動産の
移転、仮住居、跡地整備費
等に要する経費

１戸あたり９７万５千円

建物
助成
費

危険住宅に代わる住宅の
建設、購入及び改修をする
ために要する資金を金融機
関等から借り入れた場合に
おいて、当該借入金利子に
相当する額の経費

１戸当たり４２１万円
（建物325万円、土地96万
円）

※特殊土壌地帯
１戸当たり７３１万８千円
（建物465万円、土地206万
円、敷地造成60万8千円）

■取組内容の説明

令和５年度において、令和５年１２月末時点で、補助金交付：１件である。
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■令和５年度の取り組み

被害対象を減少させるための対策

●中心市街地における、老朽建築物の建替え促進による防災機能の強化

熊本市

〇まちなか再生プロジェクトは、容積率割増等の３つの取組により、老朽建築物の建替え等を促すとともに、
併せて、 空地を生み出すことで災害時の避難・活動空間を確保するなど、災害に強い上質な都市空間を創出。

〇財政支援の取組では、水害時でも建物の機能が確保されるよう電気設備等の浸水対策※を図ることを条件としている。
※浸水想定深以上に、電気設備を配置すること等。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

〇“まちなか”における建替え件数※1の目標として、10年※2間で100件※3を掲げている
※1：店舗(ホテル含む)・事務所を含む建築実績
※2：令和2年4月1日～令和12年3月31日
※3：熊本地震前の、まちなかの一定規模以上の建物の新築件数が年5件。これを、倍増させる。（5件×2×10年）

〇令和２年度から令和４年の度実績は、まちなか再生プロジェクトを活用したものが９件、その他が１３件。合計２２件。

〇令和２年度からのまちなか再生プロジェクトを活用実績は９件。

まちなか再生プロジェクト適用案件 ❶容積率の割増 ❷⾼さ基準の
特例承認 ❸財政⽀援

Shinsekai下通GATE ー ー 〇

TERRACE87（テラスハチナナ） ー 〇 〇

ダイワロイネットホテル熊本銀座通り ー ー 〇

相鉄グランドフレッサ熊本 ー ー 〇

（仮称）NTT⻄⽇本桜町ビル ー 〇 〇

⽇本⽣命熊本ビル 〇 〇 〇

（仮称）FWプロジェクト ー ー 〇

JR熊本春⽇北ビル ー ー 〇

（仮称）甲⽟堂 ー ー 〇
Shinsekai下通GATE
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
●熊本市ハザードマップ等を活用した情報発信

熊本市

出水期前に市政だより（6月号）で重点的に広報

〇熊本市ハザードマップのスマートフォン版を令和３年４月から本格運用、紙版については令和３年３月に全戸配布
〇熊本市防災情報ポータルを更新し、避難所の混雑状況や避難ルートも閲覧可能にしている
※上記システムの活用は、出水期前に本市広報誌及びマスメディアを活用して周知啓発

■取組内容の説明

・熊本市ハザードマップ（スマートフォン版、紙版）、熊本市防災情報ポータルの運用を行った。
・出水期前の積極的な周知啓発を実施した。

■令和５年度時点の取組進捗状況

スマートフォンで簡単に
確認できるように改良 混雑情報も分かるように改良
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
●くまもと「水」検定

熊本市

〇地下水の仕組みや水に関する歴史・文化などを楽しく学び、地下水保全を担う人材育成や「地下水都市熊本」の魅力づくりにつ
なげていくことを目的に「水」に関するご当地検定を実施。
〇流域治水の周知を図るため、令和５年度より流域治水の説明等を盛り込んだ問題を出題。

■取組内容の説明

・会場試験である１・２級試験について、１２月３日（日）に実施した。
・郵送及びＷｅｂによる通信試験である３級試験について、７月１日（土）～１０月３１日（火）に実施した。

■令和５年度時点の取組進捗状況

合格者には、認定証を送付公式テキストブック販売

・基本的な知識を学ぶ３級、より深い
知識が求められる１・２級を設定

・小・中学校を中心に、動画を活用し
た講座の開催

・３級試験では、ＷＥＢ受験も実施

流域治水関連問題
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

宇土市

●監視カメラの追加設置

○簡易型河川監視カメラを設置し、沿線居住者に対し河川状況をインターネットで公開することにより、自
主的避難の判断材料とする

河川監視カメラ

カメラ画像
宇土市内設置公共ライブカメラマップ 宇土市設置分

＜R5時点の進捗状況＞
・河川監視カメラ ２基追加設置（船場川 １基、網田川 １基）
・設置計１１基（飯塚川 ３基、網津川 ２基、潤川 １基、船場川 ２基、伊無田川 １基、曽畑川 １基、網田川 １基）
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■令和５年度の取り組み 宇土市

●【広域避難】多様な避難方法による確実な避難の実施

○県主催の「大規模水害時における広域避難実施に向けた研修会」へ参加
○県主催の「大規模水害時における広域避難実施に向けたワークショップ」へ参加

「大規模水害時における広域避難実施に向けた研修会」
・熊本地域の風水害とその特徴の把握
・都市水害の仕組みと防災対策に関するデモンストレーションの見学
・県作成の「大規模水害に関する広域避難計画モデル」について学習

「大規模水害時における広域避難実施に向けたワークショップ」
・要避難者数の把握
・大規模水害時に使用可能な指定避難所の把握
・大規模水害時における避難所収容力の算出

・宇城管内（宇土・宇城・美里）の避難所収容能力をもとに、広域避難の実施につい
て検討

※取組状況の写真・図等なし

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 宇土市

●水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施

土のう積み工法の様子①

○緑川水防演習にて宇土市水防団が水防工法である土のう積み工法を実施

土のう積み工法の様子②

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

宇城市

●堆積土浚渫

○緑川水系上流部にあたる支流において、周辺地域の水害の減少及び下流部（本流）への土砂流出防止を目的に、河川に堆積した
土砂の撤去を行う。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

流　　域

指定区間

準用・普通河川

出水期前後の河川パトロールを実施し土砂流出及び堆積が多い箇所の堆積土を撤去する。

土砂撤去箇所及び撤去状況

R3実施

R４実施箇所

R５施⼯箇所

R５河川点検結果

73



■令和５年度の取り組み 宇城市

●河川の定期的なパトロール

○河川の定期的なパトロール
河川のパトロールを実施し、変異箇所等の存在を早期に発見し処置する。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

河川パトロール（出水期前後）を実施

パトロール対象河川（一部） 点検写真 チェックシート点検箇所

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 宇城市

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

宇城市防災ポータルサイト

取組状況の写真・図等

令和４年度に導入した宇城市防災
ポータルサイトを用いた、各対策班
への避難所開設、避難者数の入力・
把握、河川水位情報等の閲覧方法等
の操作研修会を実施。

実際の災害を想定したポータルサイ
トの使用方法を各対策部に説明。ま
た、個人所有の携帯電話端末からの
操作方法についても研修を行った。
市民への情報提供を前提に、まずは職
員の防災意識の向上を図った。

○ 宇城市防災ポータルサイトの操作研修会の開催

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

自主防災組織研修会

令和５年度に、自主防災組織に対し、地区
の特性を踏まえた地区防災計画作成の研
修及び作成依頼を実施した。

現在結成している１１７団体の自主防災組
織の代表に参加してもらい、熊本県の支
援員、川本氏を講師に招き自主防災組織
の在り方や地区防災計画の作成のポイン
ト、作成要領などを説明いただき、今後の
地区防災計画の作成依頼を行った。

宇城市

●自主防災組織、地域住民が参加する洪水に対しリスクが高い区間の共同点検の実施及び避難訓
練の実施

○ 自主防災組織の育成・強化及び地区防災計画作成の作成依頼

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 宇城市

●備蓄している水防資機材等について現状を確認し、大規模氾濫時を想定した必要な資機材の量
や備蓄計画の策定

災害用マンホールトイレ

○ 災害用マンホールトイレの購入・備蓄

宇城市では令和５年度に、各防災拠点セ
ンターや小中学校に整備しているマンホー
ルに設置できるマンホールトイレを購入し
た。

災害時にトイレが使えなくなることを想定し、
避難所に指定している防災拠点センター
や小中学校に設置することで、ライフライ
ンが途絶した場合でも、安心した避難所生
活を送れるよう整備を行っている。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

阿蘇市

●防災教育、自主防災組織の活動の推進

○地区防災力向上のため、地区防災リーダーの養成等により自主防災組織活動の活性化を推進する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・自主防災組織のリーダー的役割を担うことができる方（区長・防災士など）への研修と各地区防災計画の作成を推進
した。

遊水地計画地

■取組内容の説明

阿蘇地域水防会議区長への研修会
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■令和５年度の取り組み 阿蘇市

●地域の防災に関する情報の広報誌、ホームページ、大型ビジョン、庁舎掲示板、観光案内所等
への掲載促進

広報あそ 令和5年6月号

○ 大雨への備えとして市広報誌による防災情報の啓発（全戸配布）

〇本格的な出水期を前に、広報あそ
6月号にて防災情報（災害から身を守
るための重要事項）を周知

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 合志市

●自治体の防災担当者間の連携促進

〇菊池市域（合志市・菊池市・大津町・菊陽町）合同防災士養成講座を開催

防災士養成講座の様子

・Ｒ５年度は大津町を主会場に開催
全体で７８人が受講、うち合志市１０人
（一般９人＋中学生１人）

・Ｒ６年度は菊池市、Ｒ７年度は合志市で開催予定

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 合志市

●毎年、出水期前に大規模な浸水の発生を前提とした演習の実施
出水期における初動対応能力の向上を図る

〇県との豪雨対応訓練に参加
〇気象状況及び被害状況に対する処置及び対応要領について訓練
〇住民参加型により区災害対策本部と市災害対策本部の情報収集・伝達訓練を併せて実施
〇住民からの情報は電話、地区災対本部から市災対本部への連絡はZOOMで実施

市災害対策本部室

地区対策本部表示画面

地区災害対策本部（区長）

市本部との連携画面

自主防災組織・避難所運営班（住民）

防災士連絡協議会役員研修

住民が被害状況（道
路冠水情報・河川増
水など）・安否情報・
避難者情報を地区
災害対策本部へ連
絡

地区対策本部から
の情報を受け情報
分析・災害応急対応
を決定

地区災害対策本部
を補佐するために防
災士を配置

避難者の情報収集・
受入れを実施し、地
区災害対策本部と
連携

※区長・自主防災組織・防災士・職員等と連携し、地区住民による現地災対本部設置・運営の訓練ができた

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

美里町

●防災マップづくり

防災マップを作成し、町内全戸に配布する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・令和５年３月にＬ２対応のリニューアルした防災マップが完成。令和５年５月に町内の全戸に配布済。
（今回のリニューアルの特徴）
・想定し得る最大規模の降雨による浸水想定区域の表示
・山地災害危険箇所を追加
・随時の情報更新に対応するため、同時にＷＥＢ版も作成

遊水地計画地
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

美里町

●WEB版ハザードマップ構築

WEB版ハザードマップを作成

■令和5年度時点の取組進捗状況

・令和５年３月にWEB版ハザードマップを作成が完成。令和５年４月からHPにて公開。

遊水地計画地

PC画面 スマートフォン画面
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

美里町

●自主防災組織の活動の推進

自主防災組織主体の防災訓練の実施・各家庭でのマイタイムライン作成支援

■令和5年度時点の取組進捗状況

・毎年６月第１日曜日に美里町総合防災訓練を実施。今年度は6月4日に実施し、役場から訓練用の避難情報を
防災無線で放送し、それに合わせて自主防災組織、各家庭での避難訓練を実施（23地区）。今回は、消防団幹部
が現地に向かい、自主防災組織の訓練を視察した。
・また、各地区を回り、各家庭を対象にマイタイムライン作成の説明会を実施中。令和6年2月時点で34地区の説
明会を実施済み。

遊水地計画地

自主防災組織主体の訓練 マイタイムライン作成説明会

84



■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

美里町

●防災士の育成

防災士資格取得の支援、防災士連絡協議会の設立。

■令和5年度時点の取組進捗状況

防災士育成補助金制度を実施中。
令和6年3月に防災士連絡協議会の設立を予定。

遊水地計画地

防災士による会議 作成予定のユニフォーム
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■令和５年度の取り組み 美里町

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

被災箇所の視察

○危険箇所調査の実施

毎年出水期を前に警察・消防・消防団で
町内の危険箇所調査を実施。

今年度は６月２２日に実施し、令和４年度
に道路決壊の被害が出た山出地区の災害
復旧状況や、平成１９年に土砂災害にあっ
た柏川地区を視察

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 美里町

●防災行政無線の情報伝達状況の検証及び新設・増設等の検討

○防災行政無線システム更新に向けた検討会を開催

○令和５年３月に「第１回美里町防災行政無線検討委員会」として開催
○令和５年度は第２回～第５回の検討委員会を開催

検討委員会の様子

【第２回、第３回検討委員会】

新システムの利用電波や重層化配信の方
向性を検討。
【第４回検討委員会】

第２回、第３回検討委員会での方向性検討
結果に基づいた新システムの方式の決定。
【先進地視察】

９月２０日に先進地視察として長崎県東彼
杵町を視察。
【第５回検討委員会】
検討委員会報告書の作成。
【答申】
令和５年１２月１９日に委員会答申。
令和６年度より整備開始。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大津町

●流域の雨水貯留機能向上

一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留施設設置指導及び雨水貯留施設の設置補助を行う。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・令和5年度の雨水浸透桝設置申請に対し、2件（7基）の補助を実施。

遊水地計画地
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

大津町

●避難体制等の強化

○洪水・土砂災害ハザードマップ、ため池ハザードマップの作成、防災マップづくり等

■取組内容の説明

・令和4年度に町管理河川の洪水浸水想定
区域を策定し、R5.4月に全戸配布を実施。災

害時において、町民の方々に利用してもらっ
ている。

■令和5年度時点の取組進捗状況
・令和4年度に策定した洪水浸水想定区域について全戸配布を実施。（R5.4）
・ハザードマップを活用して、各地域による危険個所の確認と防災訓練を実施予定。
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

大津町

●避難体制等の強化

○防災情報伝達の迅速化、多重化(防災行政無線における災害緊急情報の周知（ﾒｰﾙ・公式ﾗｲﾝ・ＨＰと連動）)

■取組内容の説明

・防災無線とホームページ及び登録制
メール、町公式ラインとの連携を開始

・水位予測システムによる情報を収集し
避難判断や災害予測に活用した

■令和5年度時点の取組進捗状況
・防災無線とホームページ及び登録制メール、町公式ラインとの連携を開始。
・防災無線情報を更に周知させる方法を検討予定。
・継続して水位予測システムを避難判断や災害予測に活用する。

水位予測システム（白川 地点：陣内）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

菊陽町

●水田湛水の推進

菊陽町、熊本市、大津町による湛水事業推進に関する協定締結

■令和5年度時点の取組進捗状況
・白川中流域の水田湛水に関する協定の締結２０２４．２．８

遊水地計画地

地下への浸透により洪水リスクを低減

菊陽町長（中央左）、熊本市長（中央）大津町長（中央右）
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■令和５年度の取り組み 菊陽町

●【広域避難】 多様な避難方法による確実な避難の実施

○水害からの広域避難に関する基本的な考え方（内閣府）に基づき広域避難計画作成に向け、
県主催の研修会及びワークショップに参加

〇大規模水害時に広域避難の実施を検討する市町村に該当するか確認

１ 大規模水害時における広域避難に関す
る研修会

（１） 時期
令和５年８月３１日

（２） 概要等
熊本大学松田教授等により熊本地

域の風水害の特徴についての説明を受
け、広域避難の考え方等について概要を
理解

２ 大規模水害時における広域避難実施に
向けたワークショップ

（１） 時期
令和６年１月１５日

（２） 町の災害リスク等から大規模水害時に
広域避難の実施が必要な市町村に該当
するか検討

大規模水害に関する広域避難計画
作成モデル

令和５年（２０２３年）３月
熊本県知事公室危機管理防災課

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 菊陽町

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

満水による試験湛水の状況

○ 立野ダム工事事務所との連携強化を図る為「立野ダム情報連絡協議会」に加盟
○ 立野ダム洪水対応演習に参加し、洪水期における放流通知の場合の連携について確認
○ 出水期前に白川流域区長を対象に立野ダム研修を実施、ダムによる洪水低減効果等について確認
〇 出水期の豪雨発生時においては、リアルタイムで貯水量等について情報共有

立野ダム試験湛水の状況 現地視察

１ 時期
令和６年２月３日１１：００～１２：３０

２ 参加者

𠮷本町長、建設課長、危機管理防災課
長、他２名

３ 視察内容等
現地現物により試験湛水の要領及び異

常の有無について確認し、ダムの有効性
及び不測事態発生時の通報要領等につい
て確認した。

取組状況の写真・図等

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 菊陽町

●（３－②）「誰にでもわかりやすく、正確かつ迅速な情報提供の発信」

広報「きくよう」６月号掲載状況

〇出水期前に防災特集「風水害から命を守る」と題し、早めの避難や、自ら判断するためのキキクルに
ついて紹介
〇正常性バイアスについて令和２年の豪雨災害の実例をあげて説明

〇キキクル等を日頃から活用し、防災気象
情報に関心を持ち、「自らの命は自らで守
る」意識を振作

〇避難の障害となる可能性のある「正常性
バイアス」について令和２年豪雨災害後の住
民アンケート結果により実例を示し注意喚起

〇激甚・頻発化する災害に対してはハード面
での対策だけでは、対応できない。一人一人
が意識を高め、自主防災組織や人のつなが
りなどソフト面の対策も必要

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

嘉島町

●住宅等における雨水浸透施設の設置補助

○地下水の涵養対策、節水対策及び雨水の流出抑制による水害の軽減を図るため、雨水浸透ますの設置を推進。
○地下水の保全及び水資源の有効利用の促進を目的に、住居等への雨水貯留タンクの設置を推進。

■取組内容の説明

実績
雨水浸透ます：2基

■令和5年度時点の取組進捗状況

○雨水浸透ます
・１基あたり１０，０００円または設置費のいずれか少ない額。（４基上限）

○雨水貯留タンク
（容量２００Ｌ以上）
・１基あたり設置費の全額、上限３５，０００円
（容量２００Ｌ未満）
・１基あたり設置費の２分の１、上限２４，０００円
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■令和５年度の取り組み 嘉島町

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

情報配信の多重化イメージ図

○デジタル防災行政無線更新工事の発注
〇情報配信の多重化

令和４年５月にデジタル防災行政無線更新の設計
業務を発注。情報配信の一本化・多重化を検討し、
操作卓での多様な情報システム（町公式LINEを新規
追加）へ一括配信及び個別受信機を対象世帯に無
償貸与をするなど、情報配信の多重化に取り組む。

令和４年１２月にデジタル防災行政無線更新工事を
公募型プロポーザル方式で発注。機能・操作性等の
更なる向上と、施設整備後における保守・故障対応
の費用抑制を目的に実施。

令和５年３月議会に仮契約の締結議案を提出。
令和６年３月に工事完了。

※令和６年度から本格運用開始。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 嘉島町

●水防団、河川管理者による水防資機材の情報共有

令和５年６月時の会議の様子

○例年、出水期前に開催している災害対策会議内で水防団（消防団）等に水防資機材の情報を含んだ本
町水防計画について情報共有を図っている。

〇会議室での災害対策会議を開催。水防計画書等の
情報共有を図っている。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 嘉島町

●水防団の人材不足の解消、水防協力団体の募集・指定の促進等の検討・実施

水防団（消防団）員募集広報

○地元水防団（消防団）による勧誘活動、地元企業の協力による水防団（消防団）員募集の広報。

○大型商業施設内のインフォメーションパネル内に
水防団（消防団）員募集の広報。町民を始め大型商業
施設の来店者に広く周知。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

益城町

●雨水浸透ますの設置補助

○地下水の涵養対策、節水対策及び雨水の流出抑制による水害軽減を図るため、雨水浸透ますの設置を推進。
〇一定規模以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置の指導

■令和５年度時点の取組進捗状況

申請なし。（０件０基）

■取組内容の説明
〇雨水浸透ます設置の補助額
・１基当たりの設置費の全額とし、10,000円を上限とする。（1,000円未満は切り捨て）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

益城町

●雨水ポンプ場の建設 ・ 仮設排水ポンプによる内水排水

竣工（福富地区）

○熊本地震で地盤が沈下し、出水期に内水被害が発生している３地区において、浸水被害を解消するため、益城町雨水管理総合計
画に基づき、雨水ポンプ場を建設中
○熊本地震で地盤が沈下し、出水期に内水被害が発生している地区に、仮設の排水ポンプを設置することで、内水被害を軽減

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

施工状況（安永地区） 仮設ポンプによる排水状況

３地区のうち２地区については、ポンプ場建設工事が完了した。残り１地区については、造成本体工事の契約を行っ
た。

電気室

ポンプゲート設備

100



■令和５年度の取り組み

被害対象を減少させるための対策

益城町

●立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）

○立地適正化計画の策定（防災指針の追加を含む）により、災害リスクを考慮した安全なまちづくりを進める。
○災害リスク情報（浸水想定区域等）を活用した居住誘導区域の検討。
○居住誘導区域内では、「防災指針」に基づく、防災・減災対策を検討。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

令和４年３月に立地適正化計画を策定した。 ※益城町では「防災指針」を作成し、適切に災害リスク分析を行い、災害リスクが高い地域を
原則居住誘導区域から除外するとともに、誘導区域に残存する災害リスクに対して防災・減災対策を進めている。

出典元：国土交通省「改正都市再生特別措置法について」
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

益城町

●洪水・土砂災害ハザードマップの作成

○ 水防法第１４条に基づく洪水浸水想定区域の変更に伴い、ハザードマップを改訂し、全戸配布を行う。
○ 災害時におけるマイタイムラインの掲載、気象情報の知識や避難路、避難場所の確認を行うことで、いざという時の迅速な

対応に役立ててもらう。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・中小河川における浸水想定区域や浸水深の変更を反映させた「益城町防災マップ」を作成、公表
・パソコンやスマートフォンから閲覧することができる「益城町防災マップ（Web版）」を公開

益城町防災マップ

【具体的な取組事項】
■益城町防災マップ
令和３年７月１５日に特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部が
施行されたことで、水位周知河川以外の中小河川についても浸水想定区域に指定された
ことに伴い、令和５年８月、ハザードマップの更新を行った。

■益城町防災マップ（Web版）
同年１２月には、住所検索や印刷、レイヤー機能などが使用でき、利便性の高いWeb版も
導入した。
Web版は、日本語、英語、中国語（簡体）、韓国語の４言語に対応している。

■掲載事項
浸水想定区域等、土砂災害警戒区域等、指定避難所、指定緊急避難場所、過去浸水箇所、
排水ポンプ場、河川カメラなど

102



■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

益城町

●ため池ハザードマップの作成

○ため池堤体の決壊が発生した場合を想定し、氾濫水の浸水想定区域・浸水深、避難場所や避難時の注意点などを掲載した
ため池ハザードマップを作成する。

○ため池災害時に備え、迅速な避難行動ができるように活用してもらう。

■取組内容の説明

■令和５年度時点の取組進捗状況

１５箇所のため池を６つのマップに分けて作成（令和３年３月）し、該当する地区に対して全戸配布を行なった。令和３年４月に町ホーム
ページに掲載した。令和５年８月に冊子版を改訂し、新たにWEB版を導入した。
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

益城町

●防災教育、防災士の養成、自主防災組織の活動の推進等

○ 地区住民や児童・生徒、教職員を対象にした防災講話への職員派遣
○ 防災士育成事業補助金制度の実施
○ 自主防災組織設立事業補助金や活動助成金制度の実施

■令和5年度時点の取組進捗状況

・防災士資格取得者・・・７人見込み（合否発表結果待ち）
・自主防災組織数・・・・・１４組織（うち新規設立２団体）

遊水地計画地

【具体的な取組事項】
■防災講話
指定避難所やハザードマップの説明、登録制メールの登録や家庭でのローリング
ストックを呼びかけている。
防災倉庫説明会では、収納物品の紹介や資器材の組み立て方法、使用方法の
説明を行っている。

■防災士育成事業補助金
教本代、受験料、登録料を全額補助する制度
（ただし、防災士資格取得後、益城町防災士連絡協議会への入会が条件。）

■自主防災組織設立事業補助金
設立事業補助金・・・設立時１回のみ、１組織50,000円上限（令和５年度実績２件）
活動助成金・・・・・・・１年間で１組織25,000円上限（令和５年度実績０件）

地区で実施した防災講話の様子
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益城町

● 防災担当職員の防災スキル向上に向けた研修や訓練の実施

熊本県豪雨対応訓練の様子

○職員緊急連絡メールを活用した送受信訓練
○新入職員への防災講話
○熊本県豪雨対応訓練への参加、コントローラ派遣

【具体的な取組事項】
■職員緊急連絡メールを活用した送受信訓練
職員緊急連絡メールを利用し、令和５年４月２５日、メー
ルの送受信訓練を行い、全職員の登録状況を確認した。

■新入職員への防災講話
令和５年５月２３日、新入職員に対し、災害対策本部体
制や発災時の初動対応について講話を行った。

■熊本県豪雨対応訓練への参加、コントローラ派遣
令和５年５月２６日と令和６年１月３１日、熊本県が実施
する豪雨対応訓練に参加した。
令和５年４月２６日、西原村にコントローラとして派遣し
た。

【今後の取組】
防災担当職員だけではなく、全職員の防災意識向上
を図る防災訓練を実施したい。

■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

● ハザードマップ、地域版ハザードマップ、水防避難マニュアル（仮）の普及・啓発

研修会の様子

○ハザードマップの全戸配布及び関係機関への配布
○介護支援専門員を対象にした防災講話の実施
○地区住民を対象にしたハザードマップ研修会の実施

【具体的な取組事項】
■ハザードマップの配布
・町内全戸配布
・公共施設、保育所、幼稚園、医療機関、介護サービス

事業所への配布

■介護支援専門員連絡会研修会での防災講話
町介護支援専門員の会及び町東部・西部包括支援セ
ンターからの依頼により、１１月１６日、BCP、ハザード
マップ、防災倉庫について講話を行った。

■地区のハザードマップ研修会への講師派遣
老人会からの依頼により、６月７日、ハザードマッ
プの見方等について講話を行った。

【今後の取組】
地区や自主防災組織等に対する研修会を通して、全
住民が理解できるような活動を実施したい。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

● 水防団、河川管理者による水防資機材の情報共有

令和５年度防災会議・水防協議会・
国民保護協議会の様子

○水防協議会の開催

【具体的な取組事項】
■水防協議会の開催
令和５年５月３０日に益城町防災会議及び国民保護
協議会と合同で水防協議会を開催した。
令和５年度水防計画書について説明し、町内に配置
している水防資器材等の情報共有を行った。

【今後の取組】
令和６年５月末から６月初めに水防協議会を開催す
る予定。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

●水防団の人材不足の解消、水防協力団体の募集・指定の促進等の検討・実施

○町が独自に作成した消防団入団促進に関するパンフレットの配布等を実施した。

益城町消防団入団促進パンフレット

【具体的な取組事項】
■消防団員数は、全国的にも減少傾向であり、本町で
も687人（平成２２年４月）から、496人（令和５年４月１
日）まで減少している。

■消防団入団を促進するため、令和4年度に作成した
パンフレットを関係機関、地域に配布し入団促進活動を
実施した。

【今後の取組】
■消防団入団促進を図るため、引き続き、パンフレット
を関係機関や地域などに配布し、町消防団の取組など
について周知を図り、新入団員の増加に取り組んでい
きたい。

■令和6年度は、消防団員が取得する免許等に係る費
用を助成する取組を実施予定。
※総務省消防庁「消防団の力向上プロジェクト」活用予
定

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

● 大規模氾濫時に防災拠点となる各市町庁舎や避難拠点となる学校等の機能維持及び機能向上
の検討・実施

複合施設イメージ図

○複合施設整備事業

【具体的な取組事項】
■複合施設整備事業
平成２８年熊本地震で被災した男女共同参画セン
ター、中央公民館、地域ふれあい交流館の３施設を
統合し、複合施設として整備するもの。
建設後は、町の基幹避難所に位置づけるため、次の
設備を設置予定である。
・非常用発電設備
・井戸
・防災倉庫
・公衆無線LAN
・非常用排水槽（災害時トイレ用）
・建物内での避難スペース、車中避難可能な駐車場

【今後の取組】
令和７年４月の会館に向けて詳細事項の打合せ等

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

● 小中学校教育委員会等と連携を図り、白川や緑川等についての学習・水防災教育等の実施や
出前講座等の実施・拡充

小学校での防災講話の様子

○児童・生徒や教職員を対象にした防災倉庫説明会や防災講話の実施

【具体的な取組事項】
■防災講話への講師派遣実績
・令和５年４月１４日 広安小学校 全校生徒
・令和５年６月２２日 中央小学校 ６年生
・令和５年６月２８日 飯野小学校 教職員
・令和５年９月５日 広安西小学校 ６年生

■講話内容
防災講話では、指定避難所やハザードマップの説明、
登録制メールの登録や家庭でのローリングストック
を呼びかけている。
防災倉庫説明会では、収納物品の紹介や資器材の組
み立て方法、使用方法の説明を行っている。

【今後の取組】
継続して実施していく。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

● 地域の防災に関する情報の広報誌、ホームページ、大型ビジョン、庁舎掲示板、観光案内所
等への掲載促進

広報ましき７月号

○出水期前に広報紙への防災情報の掲載

【具体的な取組事項】
■出水期前に広報紙への防災情報の掲載
例年、広報紙の６月号に防災情報を掲載しており、
避難所の事前確認、登録制メールの登録、非常時持
ち出し品の確認、早めの避難を呼びかけるとともに
雨水ポンプ場の整備状況についを掲載した。

【今後の取組】
防災・減災に関する内容、情報の質の向上を図り、
町全体の防災意識の向上に繋げていきたい。
自主防災組織等、防災関係機関と連携し、効果的な
情報提供の方法を検討していきたい。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 益城町

●出水時の河川巡視情報等の共有

○出水時における河川巡視情報等の共有は、SNS(LINE）により、被害状況の報告や状況写真を水防団
（消防団）から報告し、町・水防団（消防団）との情報共有を図っている。

【具体的な取組事項】
■出水時における河川巡視情報等の共有は、水防団
（消防団）LINEにより、報告している。当該LINEグループ
には、町消防団担当職員も加入しており、消防団からの
情報を即座に確認することができる。

【今後の取組】
■SNSによる情報共有にあっては、個人情報などの取
扱いに注意が必要であることから、SNSによる情報共有
を行う場合は、情報の取扱いに十分注意するよう、周知
していく。

■町職員が使用するビジネスチャットを水防団（消防
団）も活用することとし、情報共有の効率化に取り組む。

令和５年7月大雨時の消防団LINEの報告画面

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

甲佐町

●馬門川浸水対策

○甲佐町の船津地区・有安地区では過去の洪水において道路や家屋の浸水被害が発生しており、平成１９年７月豪雨では、馬門川
の水位上昇により浸水被害が発生している。浸水被害軽減対策として、河道拡幅や洪水調節施設の設置等、地域特性を最大限に活
かした対策を検討し工事を実施することで浸水被害の軽減を図る。

■取組内容の説明

■令和5年度時点の取組進捗状況
ため池の活用について検討及び概略設計を実施

１）過去の被害状況（H19.7豪雨）

２）浸水被害軽減対策の検討
様々な治水対策案を検討し、総合的に優れる
「調整池（ため池改修）」を採用。

馬門川

事業個所

貯水池の拡張

常用・非常用洪水吐の改良

堤体盛土、常用・非常用洪水吐の改良

ため池①

ため池②

ため池①
ため池②
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被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

■令和５年度の取り組み 甲佐町

●防災情報伝達の迅速化、多重化

○地域住民の早期避難や町で行う防災対策のため、監視カメラ、浸水センサの設置を行う。

■取組内容の説明

■令和5年度時点の取組進捗状況
作成済・配布済

・監視カメラ映像を一般公開して、河川や
道路の状況を確認できることで早期警戒・
早期避難へ繋げる。
・浸水センサを設置し、水位や浸水情報な
どを速やかに入手し、地域住民の早期避
難等へ繋げる。

監視カメラ

浸水センサ

整備イメージ

114



■令和５年度の取り組み 甲佐町

●【防災教育】 白川・緑川の素材を活かした防災教育のさらなる拡充

白旗小学校での防災避難訓練

○小学校での防災教室の実施

緑川流域の小学校において、防災
教室を開催し、学校教育における
防災知識の普及を図りました。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 甲佐町

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

町防災会議・水防会議・国民保護協議会の開催

○ 町防災会議・水防会議・国民保護協議会の合同開催

災害対策基本法の規定に基づき、
防災会議を実施しました。

併せて、水防会議、国民保護協議
会を開催し、関係機関との情報共有
を図りました。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 甲佐町

●水防団、自主防災組織、消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施

国土交通省からの防災講話

○ 自主防災組織と防災士協議会との合同研修会を実施しました

自主防災組織及び防災士の連携
強化による地域防災力の向上を図
りました。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 甲佐町

●市民向けの白川・緑川等の河川についての学習・水防災教育（市民講座、地域防災リーダー講
座等）の実施

地区防災計画作成勉強会

○ 地区防災計画作成勉強会の実施

地区防災計画ちく

町内47の自主防災組織に対し、地区

防災計画作成のための勉強会を実
施し、防災力の底上げを図りました

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 気象台

●【情報共有】 防災情報の共有の拡充

○市町村における地域防災支援のための気象解説について、Web会議を活用した定期的な気象解
説、および悪天時の常時接続等の実施により改善

●令和３年度より、⼤⾬や台⾵に対する危
機感を伝えるとともに市町村の防災対応（早
めの防災対応・体制検討・⼼構え・⾸⻑への
説明等）に役⽴てていただくため、web会議
システムを活⽤し、「⼤⾬についての解説」を実
施している。
令和5年度より新規取組として、平時からの

市町村との連携強化及び職員の解説能⼒向
上を⽬的に、定期的なWeb気象解説（6⽉
から10⽉の毎週⾦曜⽇）を開始した。悪天
時には気象台の危機感を伝えるとともに、防災
対応に役⽴てていただくために臨時のWeb気
象解説（悪天時常時接続）を実施している。

Web会議室での解説の様子

定期的なWeb気象解説
毎週⾦曜11:30〜

定期的なWeb気象解説
毎週⾦曜11:30〜

■当⽇の流れ

~10時 開催案内
~11時30分 資料送付
11時30分~ 定時気象解説
終了後YouTube動画を限定公開

臨時のWeb気象解説
（悪天時常時接続）

■解説内容
・季節に応じた天気の⾒通し
・要望に応じた気象知識
・地震⽕⼭に関する知識

■解説内容
・天気の⾒通し(現象のピーク等)
・警報等発表の⾒通し
・警報等解除の⾒通し

⾃治体、関係機関

危機感の共有

悪天時 常時接続

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 気象台

●実水害や水防避難訓練を踏まえた水害対応タイムラインの検証・見直し

○白川・緑川流域タイムライン策定に関する助言

令和5年度出⽔期からの運⽤開始となった
緑川・⽩川流域タイムラインに関して、気象
台側から助⾔等を⾏ってきた。

令和5年12⽉には、今年度出⽔期間中の
運⽤における課題、ブラッシュアップの参考と
なるべく意⾒のフィードバックを実施。

今後も更なるタイムラインの改善に向けて各
関連機関と協⼒しつつ助⾔等⾏っていく。

段階的に発表される防災気象情報と対応する⾏動
（気象庁ホームページより）

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 気象台

●報道機関を通じた避難情報等において確実な住民の行動を促すための情報提供の方法の検討・
実施

○毎年度、出水期に入る頃前までに報道機関を対象とした気象連絡会を実施
〇令和５年５月２５日に、１１機関１９名が参加

気象連絡会開催の様⼦

気象連絡会は、出⽔期前に例年通り開催、
今年度から対⾯形式を再開し、Web会議
形式を併⽤して、以下の内容に関して報道
機関に対して説明した。

●梅⾬から夏にかけての天候の⾒通し 
●防災気象情報の改善  
●阿蘇⼭の⽕⼭活動状況 
●熊本県の地震活動 
●意⾒交換

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 気象台

●毎年、出水期前に大規模な浸水の発生を前提とした演習の実施

○熊本県「令和６年豪雨対応訓練」への協力(毎年１月～５月，予定を含む）
－令和2年7⽉豪⾬の教訓を反映した対応訓練の実施－

熊本県では、県庁職員および県内各市町村
の防災対応能⼒の維持・向上を図ることを⽬
的に、今年（令和６年）も1⽉〜5⽉の期
間内において、市町村を７つのブロックに分け
て豪⾬対応訓練を実施している。

＜当訓練への気象台の対応＞
●事前に各市町村に対して令和2年7⽉豪
⾬時の気象状況に類似した訓練シナリオ（気
象状況の付与カード）を作成して県へ提供。
●訓練当⽇はコントローラーとして参加
→参加機関に対して訓練シナリオが記された
気象状況の付与カードの配布、並びに発表さ
れた気象情報の解説などに協⼒。

令和６年1⽉31⽇ 豪⾬対応訓練実施時の場⾯
（第１回⽬）

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み 気象台

●地域の気象と防災に精通した方に「気象防災アドバイザー」を委嘱し、自治体での防災対応に
おいて活用いただく取り組み

○気象防災アドバイザーは、⾃治体からの要請に基づき、平時の普及啓発活動や市町村職員の⼈材育成、緊急時の
防災対応⽀援などの取り組みを通じ、地元の気象台と連携し、地域の防災⼒向上に貢献することが期待される

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●既存ダムの洪水調節機能の強化

国土交通省（緑川ダム）

大雨により流入してきた流木塵芥の捕捉回収および貯水池内の堆積土砂の撤去を実施。

■令和5年度時点の取組進捗状況
・令和５年７月３日の線状降水帯を伴う大雨により、緑川ダムには例年の約１．５倍程度となる１，５００ｍ３の流木や塵芥が流入してき
ましたが、それらを捕捉し回収することで、下流河川への流下を防いでいます。
・また貯水池内に堆積した土砂を撤去することで、洪水調節容量の確保に努めています。

遊水地計画地

流木塵芥捕捉状況（令和5年7月4日）

緑川ダム

回収後、流木集積状況

貯水池内土砂掘削状況（令和6年1月）
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●砂防堰堤整備等による土砂洪水氾濫対策

国交省 阿蘇砂防事務所 熊本県

事業の進捗状況

○豪雨による山腹崩壊や土石流等に起因する災害から住民の命とくらしを守るため、人家等に対する直接的な土砂災害防止及び下
流河川の河床上昇に伴う洪水被害の防止を図ることを目的として砂防事業を実施中。

■砂防堰堤整備

■令和５年度時点の取組進捗状況
・砂防堰堤３３箇所の事業を推進。令和６年３月末時点で９箇所完成予定、１４箇所工事に着手、１０箇所設計及び用地買収に着手。
・豪雨時には、整備済みの砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、下流人家等への被害を防止した。

事業箇所図（令和５年度）

土石流となって流れ出てくる土砂
や流木を砂防堰堤でしっかりと受
け止めることで、下流の民家等に
被害が出るのを防ぎます。

砂防堰堤のはたらき

⼟砂・流⽊
被害を防⽌

⼟砂・流⽊を捕捉（H24.7）

阿蘇市

砂防堰堤整備
１箇所

大津町

高森町

南阿蘇村

砂防堰堤整備 等
（阿蘇カルデラ内）

３２箇所

西原村

■取組内容の説明

坂梨（阿蘇市）
【令和5年度完成】

⻄湯浦川１（阿蘇市）
【令和５年度完成】
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●阿蘇立野ダムの建設

熊本河川国道事務所

○阿蘇立野ダム建設を実施。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・令和５年７月の出水では、基準地点代継橋地点（熊本市中央区）にて、ダムの貯水効果により、河川水位を約11㎝
低下させ、はん濫危険水位（5.00m）超過を回避したと推測しています。

・令和６年１月１５日～２月上旬で試験湛水を実施し、２月１７日に阿蘇立野ダム完成式を開催しました。
・令和５年度の出水期よりダム仮運用を開始したため、出水期前にダム情報連絡協議会を開催し、関係機関へ情報

提供を行いました。

遊水地計画地

◆貯留状況写真

126



■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●横断工作物の対策

熊本河川国道事務所

○白川水系河川整備計画に基づき、 2,400m3/sの流量が安全に流下できる河道とすることを目標に、白川直轄管理区間にある固
定堰（井樋山堰、十八口堰、三本松堰、渡鹿堰）及び薄場橋、JR白川橋梁の改築等を実施する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

白川水系河川整備計画では直轄管理区間において固定堰（井樋山堰、十八口堰、三本松堰、渡鹿堰）及び薄場
橋、JR白川橋梁の改築等が位置づけられており、令和5年度は調査検討等を実施した。

遊水地計画地

■取組内容の説明■取組内容の説明
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●堤防整備

熊本河川国道事務所

○白川水系河川整備計画に基づき、 2,400m3/sの流量が安全に流下できる河道とすることを目標に、堤防高・幅が不足している
地区において堤防整備を実施する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

白川水系河川整備計画では直轄管理区間において小島橋下流、大甲橋～明午橋、子飼橋上流の堤防整備が位
置づけられており、令和5年度は大甲橋～明午橋、小島橋下流の一部を実施した。

遊水地計画地

■取組内容の説明■取組内容の説明

堤防整備概要図
（小島橋下流）

R5堤防整備範囲

白
川

小島橋
明午橋

大甲橋

R5堤防整備範囲
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●高潮堤防整備

熊本河川国道事務所

○緑川水系河川整備計画に基づき、高潮区間（緑川平木橋下流、浜戸川太郎兵衛橋下流）においてまず平成11年9月の高潮規模に
対応できるようT.P.4.50mの堤防を整備し、その後、既往最大規模のT.P.6.00mの堤防を整備する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

緑川水系河川整備計画では緑川本川平木橋下流及び浜戸川太郎兵衛橋下流の高潮堤防整備が位置づけられ
ており、令和５年度は本川右岸2.4km～3.2km付近のT.P.6.00m整備及び本川、浜戸川の左岸下流より順次
T.P.6.00mの整備を実施。

遊水地計画地

■取組内容の説明

白
川

小島橋
明午橋

大甲橋

令和５年度時点の高潮堤防整備状況

（将来）

■当面（T.P.4.5m：H32年度完成予定）
※平成11年台風18号規模対応の整備

■整備計画（T.P.6.0m）
※既往最大規模（昭和2年9月）対応の整備

【施工前】

【施工後】
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●堤防整備

熊本河川国道事務所

○緑川水系河川整備計画に基づき、既往最大である昭和18年9月洪水と同規模の洪水が再度発生した場合でも、浸水被害の防止又
は軽減が図られることを目標に、堤防高・幅が不足している地区において堤防整備を実施する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

緑川水系河川整備計画では宇土市、熊本市、嘉島町、御船町、甲佐町内において堤防高・幅が不足している箇所
の堤防整備が位置づけられており、令和５年度は本川右岸の熊本市南区美登里町において堤防整備を実施。

■取組内容の説明

小島橋
小島橋

堤防整備イメージ

緑川の堤防整備状況

緑川
緑川
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■令和５年度の取り組み

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
●河道掘削、樹木伐採

熊本河川国道事務所

○緑川水系河川整備計画に基づき、既往最大である昭和18年9月洪水と同規模の洪水が再度発生した場合でも、浸水被害の防止又
は軽減が図られることを目標に、河積が不足している地区において河道掘削及び樹木伐採を実施する。

■令和5年度時点の取組進捗状況

緑川水系河川整備計画では熊本市、嘉島町、甲佐町内において河積が不足している河道掘削及び樹木伐採が位
置づけられており、令和５年度は加勢川下流部の熊本市南区美登里町等において河道掘削を実施。

■取組内容の説明

小島橋
小島橋

河道掘削・樹木伐採イメージ

加勢川の河道掘削の実施状況
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■令和５年度の取り組み

●防災ステーション等の整備

熊本河川国道事務所

○緑川下流部（浜戸川）にある既存の防災ステーションに加え、緑川中上流部において新たに防災ステーションや水防拠点を整
備することで、災害時において水系全体で円滑かつ効果的な河川管理施設保全活動及び緊急復旧活動が可能となる。

■令和5年度時点の取組進捗状況

緑川上流部における船津地区河川防災ステーションについては、引き続き基盤整備として盛土整備を実施中。既
設の浜戸川防災ステーション（緑川）については必要に応じて備蓄資材の整備等を実施していく。

■取組内容の説明

【既設】浜戸川防災ステーション

【実施中】船津地区
河川防災ステーション

水防センター

ヘリポート

水防資材船津地区防災ステーション
イメージパース

緑川

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
●流域治水の自分事化に向けた支援

熊本河川国道事務所

○NPO法人天明水の会と連携した森林整備

・環境面で山と海をつなぐことを目的に30年以上、緑川流域の森林整備に取り組むNPO法人天明水の会と連携。天明中学校の学生に
NPO法人天明水の会から森林整備、事務所からは流域治水について講義を実施し、その後上流の山都町で森林整備を実施。

遊水地計画地

下草刈り状況 植樹状況事前講義の状況

■令和5年度時点の取組進捗状況

133



■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
●流域治水の自分事化に向けた広報

熊本河川国道事務所

○イベント等における流域治水の広報

■令和5年度時点の取組進捗状況
・防災イベントにおいて、流域治水に関するパネルでの広報を実施。また、イベント前後における流域治水に対する意識の変化につい
てアンケート調査を実施。
・浸水ドアや降雨体験機を使用した出前講座を実施。
・熊本市水保全課主催の「水」について学ぶイベントにおいて、流域治水のパネル展示を実施。

「1.非常にそう思う」～
「5.まったくそう思わな
い」の５段階評価

流域治水に関するアンケート結果

まな防災（PTA主催の防災イベント）

Q1「流域治水」について
知っていましたか？

Q2 今回のイベントに参加する前と比べて、
流域対に対する意識は高まりましたか？

降⾬体験機浸⽔ドア

出前講座

まちなか防災2023
（白川の河川協力団体主催の防災イベント）

水の学び舎
（熊本市水保全課主催の水に関するイベント）
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■令和５年度の取り組み

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策●流域治水の自分事化に向けた支援

熊本河川国道事務所

○白川大水害から70年を契機にし、河川改修の進捗や阿蘇立野ダム完成で治水能力が向上する中でも、油断せず水害に備えるため、大江校区
防災連絡会、小学校と連携した地域の子供たちを守るための水防災学習教材作成の取り組み。

■令和5年度時点の取組進捗状況

・水害の恐ろしさを伝える自分事化のARを作成中。
・被災者体験談をVTRにした教材を作成中。
・令和6年度に教材を活用した試行授業を実施予定。

被災体験談VTR教材
※S28.6.26白川大水害の被災経験談を
後世に残すためにVTR教材として作成。

白川大水害経験者の方が体験した
風景や音、恐ろしさを伝える水害自
分事化のAR（作成中）

試作したARツールを使用して、白川

大水害の被災者含む大江校区自
主防災クラブの方々と町内を見て
回り、意見を徴収。
地域の意見も取り入れながらAR
ツールの改良を実施。
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新たな流域治水の取り組み

資料２－３
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被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策 くまもと「水」検定 熊本市

〇地下水の仕組みや水に関する歴史・文化などを楽しく学び、地下水保全を担う人材育成や「地下水都市熊本」の魅力
づくりにつなげていくことを目的に、「水」に関するご当地検定として『くまもと「水」検定』を実施している。
○「流域治水」の周知を図るため、令和5年度から流域治水の説明等を盛り込んだ問題を出題している。

■取組内容の説明

・平成20年度から開始した全国初の「水」に関するご当地検定

・1～3級を設定し、誰でも受験することが可能（受験料無料）

・合格者には1～3級に応じた色の認定証を交付

・令和5年度までに1～3級を約65千人が受験し、約54千人が合格

・小・中・高等学校を中心に出前講座や団体受検の推奨も実施

【級】 【 1級 】 【 2級 】 【 3級 】

難易度 専門的な知識が必要な内容 3級より深い知識が必要な内容
入門的な知識のやさしい内容
（小学生でもチャレンジ可能）

出題範囲
公式テキストブック第2次改訂版 など
（テキストブック以外からも出題）

公式テキストブック
第2次改訂版

出題数
選択式：10問（5択）
記述式：23問（論述：3問）

選択式：50問（5択） 選択式：30問（3択）

合格基準 80点以上 70点以上 70点以上

実施方法 会場試験 郵送及びWebによる通信試験

■検定の概要 ※第15回（令和5年度）

※１

※２

※１ 認定証（1級ゴールド、２級：シルバー、３級：ブルー）

※２ 公式テキストブック
販売中（1,100円）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ワンコインセンサ

実証実験

令和６年度

被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策 ワンコイン浸水センサ 熊本市

〇大雨による浸水被害が頻発するなか、迅速な災害対応を行うため、周辺地域における浸水の状況を速やかに把握す
ることが求められている。
○国では、こうしたニーズに対応するため、小型、長寿命かつ低コストで、多数の設置が可能なワンコイン浸水センサの
実証実験を進めている。
〇熊本市は、令和6年度からワンコイン浸水センサの実証実験に参加。これまで職員で浸水調査を実施してきたが、ワ
ンコイン浸水センサを活用することで、浸水情報の効率的な把握に努めていく。

■取組内容の説明

・本市では、令和5年度に「熊本市下水道浸水対策計画2023」

を策定。内水氾濫が多発する重点対策地区において、ハード

整備とソフト対策が一体となった浸水対策事業を進めている。

・令和6年度の実証実験では、重点対策地区である「木部川

第6排水区」、「木部川第9排水区」において、ワンコイン浸水

センサを約20箇所設置し、浸水状況の把握を行う。

■今後のスケジュール（案）

設置予定の浸水センサ

出展：国土交通省HP

職員の浸水調査状況

・浸水センサは、水路沿いのガード

レール等に設置。浸水を感知する

とアプリ上で表示される仕組み。

実験検証

実証実験

下水道浸水対策事業の重点対策地区

木部川第6排水区

木部川第9排水区
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被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策 まるごとまちごとハザードマップ 熊本市

○災害リスクの周知啓発および適切な避難行動につなげることを目的に、熊本市ハザードマップに掲載している
洪水による想定最大規模の浸水想定深を実感できるよう、電柱等に浸水標識を設置している。
○浸水標識設置に係る地域への説明において、合意形成及び災害リスク、避難行動の周知・啓発を併せて行う。

■取組内容の説明

・令和５年度から事業実施（対象は、浸水深が３ｍ以上となるエリア）

・設置箇所は、電柱（ＮＴＴ）、道路標識等一定の視野性が確保可能な箇所

・人の目線の高さに標識を設置し、実際の深さをマーキングにて表示

・令和５年度は、浸水深５ｍ以上となるエリアを対象に１０か所設置

・令和６年度以降は、浸水深３ｍ以上を対象に１３５箇所の設置を想定

設置箇所 R5 R6 R7
洪水浸水深５ｍ以上
（市内１８箇所）

18箇所

（実施10箇所）

水浸水深３ｍ以上
（市内１３５箇所）

65箇所 70箇所

継続

浸水標識設置計画

浸水標識
熊本県リアルハザードマップ

を参考に校正

熊本市防災基本条例制定に向けた市民アンケートより

市民アンケートによれば、約４割は、自宅や職場などの
災害リスクを把握していないと回答

設置状況

道路標識 電柱（NTT）

マーキング

マーキング（拡大）

浸水標識
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流域内の企業の水防災意識向上を目的に、モデルケースとしてコストコホールセール熊本御船倉庫店（従
業員数約400名、来客者数１日約１万人）、熊本河川国道事務所と連携し、水害対応版企業BCP策定に向
けた取り組みを実施中。

新たな流域治水の取り組み（企業版BCP策定支援）

水害リスク・流域治水・企業BCP勉強会（令和6年2月26日）
水害リスクの説明 流域治水の説明 企業BCPの説明

コストコホールセール熊本御船倉庫店
緑川水系洪水浸水想定区域図

（想定最大規模）

5～10mの浸水

御船町
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← 大井手川

甲佐町役場40
m

25
m

32
m

52
m

35
m

41
m

32
m

30
m

33
m

35
m

35
m

38
m

100m

甲佐高校

ため池防災
機能強化

益
城
橋

かわまちづくり（町・国）

内田川橋梁改築

28k000

貯留機能保全
区域の指定

施策メニュー枠の凡例
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害対象を減少させるための対策
かわまちづくり
避難路道路、徒歩避難路

赤

ピンク
黄

甲佐小学校

ため池防災
機能強化

河川防災
ステーション

ため池防災機能強化のイメージ

災害危険区域

記号凡例

防災拠点・避難所
監視カメラ（既設・新設予定）
浸水センサー（新設予定）
排水機場（既設・新設予定）
樋管の無動力化（フラップゲート）

・防災拠点、避難所、
防災公園（陣ノ内城跡）

・避難道路
・徒歩避難路（遊歩道）

宅地嵩上げ（国）
（整備済み）

高台への避難路、
避難個所の確保

道路拡幅（避難路）

南谷川
放水路

竜野川堤防の
嵩上げ（県）

湯田川
遊水地

浸透型雨水
貯留施設大井手川改修

（河床掘削）

竜野川合流点
周辺浸水対策

平地部の浸水対策

防災拠点・避難所
（龍野小学校）
（甲佐中学校）

河岸掘削・
樹木伐採（国）

新たな流域治水の取り組み（甲佐町防災まちづくり構想（案））
防災拠点イメージ

緑川→

防災拠点

陣ノ内城跡

避難道路

浸水センサーの設置イメージ

ワンコイン浸水センサー実証実験の活用

監視カメラの設置イメージ

デジタル田園都市国家
構想交付金の活用

かわまちづくりイメージ

緩傾斜スロープ

かわまちづくりイメージ

道路拡幅・
緩傾斜化
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○「阿蘇・立野峡谷」ツーリズム推進協議会（会長 吉良南阿蘇村村長）の取り組みの一つである阿蘇立野ダムインフラツアーに
おいて、流域治水の推進を図るため、 (一社)みなみあそ観光局が主体となり阿蘇立野ダムのインフラツアーに流域治水、SDGｓ
を組み合わせたツアーを企画、令和5年度末から販売開始。【熊本河川国道事務所・熊本市教育委員会を通じて小学校へ周知】

白川水系流域治水プロジェクト 【流域治水対策内容のフォローアップ】

■令和5年度時点の取組進捗状況

被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

流域治水、SDGsを組み合わせた阿蘇立野ダムのインフラツアー 南阿蘇村

対策内容 実施内容
取組工程の進捗状況

短期 中期 中長期

自助力の強化
流域治水、SDGsを組み合わせ阿蘇立
野ダムのインフラツアーの実施

・阿蘇立野ダムのインフラツアーに流域治水、SDGｓを組み合わせたツアーを企画、令和5年度末から販売開始。

目標R5時点

※インフラツアーのチラシ（（⼀社）みなみあそ観光局）

○阿蘇ジオパークガイドでもある南阿蘇村
認定ダムガイド（国交省による研修修者）
の方より、阿蘇の自然や阿蘇立野ダムの目
的や機能、流域治水の考え方や取り組みに
ついて説明して頂くことで、上下流域の流
域治水の理解促進を図る。

流域治水の勉強会（ダムガイド）
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Minamiaso.vill.南阿蘇地域の水収支 下津昌司先生（熊大） 1988年

①降水量＝②+③＋④

①降水量 雨量×流域面積

3億8700万トン（100％）

④地下水帯への涵養量

②蒸発散量

⑤河道流出量（③＋④）
③直接流出量

1億1610万トン（30％）

1億9350万トン（50％）

7740万トン（20％）

2億7090万トン（70％）

⑥地下水流出量（ほぼゼロ）

④湧水
湧水＝涵養量

※⑥は近年の調査によると1500万トン
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白川の特徴

●降水量と流量が連動している

●雨期の雨が海へ流れ出ている

阿蘇草原再生フォーラム2011での市川先生発表の資料より

●降水量と流量に差がある

●乾期の流量が降水量より多い

白川は雨期の雨を上流域で貯めており、流量が一年を通じ安定している

川辺川 白川

Minamiaso.vill.

降水量 降水量

流量流量
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近年の傾向 南郷谷妙見橋付近

降水量は増加しているが、流量は減少傾向にある

流量の減少は河川のみならず、海の生態系にも影響が及ぶ

Minamiaso.vill.

国土交通省データを基に作成
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水環境保全・水害軽減・水循環システム維持

Minamiaso.vill.傾向と対策

①降水量

④地下水帯への涵養量

②蒸発散量

⑤河道流出量（③＋④）
③直接流出量

④湧水
湧水＝涵養量

②が減れば⑤が増える → 白川の年間流量が増加 → 生態系保全

④が増えれば③が減る → 雨期の流量が減少 → 治水効果あり

②を減らし、④を増やす取り組みが重要
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Minamiaso.vill.

← かやぶき屋根状態、雨は流れ下る

涵養量を増やす方策 その１

野焼き
未実施

野焼き
実施

保安林

４月下旬の風景

小 ← 涵養量 → 大
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Minamiaso.vill.

雨水湛水事業（高森町でも実施）

涵養量を増やす方策 その２

農家：6月～8月の60日間 排水板の高さを通常より5cm高くする

水深を深くして稲作を行うわけではない、雨水を多く貯めることが目的

大学：事業効果と南阿蘇地域の水収支を調査

企業：企業版ふるさと納税で事業を支援（高森町はふるさと納税を活用）
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阿蘇草原の保全・再生の概要

写真提供：（株）阿蘇アースライブラリー 長野良市

環境省阿蘇くじゅう国立公園管理事務所
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阿蘇草原が白川の流域治水に果たす役割について

ススキは蒸発散量が小さく、ススキ草原は森林と同様に、水資源の涵養機能が大き

い。この水源涵養機能によって、白川・黒川の基底流量を安定化することに貢献。
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阿蘇の草原の存続に関する今後の予測

「10年以上野焼き等の維持管理作業が継続可能」と答えた牧野以外
は、30年後に管理放棄されると仮定（面積比で約６割減少）
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30年後の目標（第３期阿蘇草原再生全体構想より）

･生物多様性に配慮した営農への支援

･観光利用の草原維持への還元

･多様な関わりによる草原管理の推進

･野草資源の多様な利活用の促進

･草原環境学習の実施
･情報発信の強化
･情報の蓄積・活用の基盤づくり
･機能に関する科学的データの収集
･活動基盤の安定化

･農畜産業への支援の強化

･牧野管理作業の軽減

･支援ボランティアの拡充

・阿蘇草原再生協議会の共通認識である「全体構想」を、R３年度に改訂。
・第３期では、30年後の目標として「今と変わらない規模の阿蘇草原を残

す」と設定。また、目標達成に向けた維持管理に必要な財源・労力を確
保するために、取組の基本的な考え方を、以下の通り整理。
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2006年から開始した事業で、これま
でに、40の牧野で整備済

→R5年度から、従前（2-3牧野/年）
の約２倍にペースアップを予定

左：急峻な輪地切り箇所
右：作業道を兼ねた恒久防火帯を整備

保険会社 公益財団法⼈
阿蘇グリーンストック

環境省・熊本県
阿蘇郡市６市町村
（１２４牧野）

契
約
締
結

商品開発の検討を依頼

感謝状贈呈式（R5.3.14）

＜野焼きに関する賠償責任保険の造成＞

・R5.2野焼きに関する賠償責任保険を創設
・弁護士による示談交渉の代理、補償を充実させた

傷害保険の造成など、さらなる仕組みづくりを推進

＜恒久防火帯、牧野管理道等整備事業の加速化（環境省事業）＞

安心して野焼きできる仕組みづくりの推進にかかるトピック
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公益的機能に着目した受益者を巻き込む仕組みづくり

阿蘇カルデラから熊本地域の地下水に供給される
水量は8,500万㎥（※）で、熊本地域の地下水帯

に供給される全水量の約15%に相当。外輪山西
側の山林・草原からの浸透水から供給される約

1.3億㎥を加えると約38.3％が阿蘇地域から供給

されていると評価できる。

(※)立野火口瀬を流れる地下水量＋白川中流域で、阿蘇カルデラから流れ
る白川の水を使うことで地下に涵養される量＝1,500万m3/年＋7,000
万m3/年

「水」「脱炭素」「生物多様性」を
キーワードとして、企業が草原再生
プロジェクトに参画する価値のリ・
ブランディングを実施

営業チラシや動画の作成、HP改修
等の情報発信の取り組みを実施

草原再生募金や熊本県の企業版ふる
さと納税の獲得強化、また、熊本県
の地下水政策との連動性強化につい
ても、検討中。

＜価値を活用するフェーズへ＞

※この取組の一環で、今後「熊本河川国道事務所と連携した流域治水面での草原機能の広報」も実施予定。
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日本ジオパークネットワークでの流域治水の紹介について 

阿蘇ジオパーク推進協議会 事務局長 永田紘樹 

２０２４．０３．１５ 

１．ジオパークとは 

地質・地形から地球の過去を知り、未来を考えて、活動する場所であり、国際連

合教育科学文化機関（ユネスコ）の正式なプログラムです。気候変動や災害など

地球規模の社会課題を世界とつながりながら持続可能な社会を目指しています

（大地や地球規模、時間スケールの SDGｓの実施エリアのようなイメージ）。そ

のため、単に地球科学的意義のあるサイトや景観が保護されるだけでなく、教

育、持続可能な開発のすべてを含んだ総合的な考え方によって管理された、１つ

にまとまったエリアです。 
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２．日本国内での広がり 

 

 

 

日本の自治体約１０％以上が、本プログラムに関係している。また各ジオパーク

が国内で連携するためのプラットフォームが「日本ジオパークネットワーク」で

あり、活発な意見交換が行われている。 
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 阿蘇ジオパークは、ユネスコ世界ジオパークの認定地域であり、日本ジオパー

クネットワークの役員地域でもある。令和５年度より、熊本河川国道事務所 流

域治水課様と意見交換を行っており、その取り組みを他のジオパーク地域へ伝え

るため、日本ジオパークネットワークの役員地域事務局長会議やユネスコ世界ジ

オパーク地域事務局長会議で流域治水のHPや資料を共有させていただいた。 
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 阿蘇地域の草原に降った雨の一部は涵養（地中に浸み込む）され，熊本地域の豊かな地下水源を形
成します。草原が失われると熊本の地下水源にも影響を及ぼす可能性があります。

 阿蘇地域の草原の保全を図ることで、雨水を土の中で貯え、ゆっくりと河川に送り出しています。
阿蘇の草原を保全することは流域治水にも貢献すると考えられます。

阿蘇地域の自然環境の保全について～地下水涵養・流域治水の観点から～阿蘇地域の自然環境の保全について～地下水涵養・流域治水の観点から～

： 阿蘇地域に降った雨水の流れ

Point

阿蘇地域の草原に降った雨の一部
は涵養（水が地面に浸み込む）され
地下水として地中に留まります

Point

阿蘇地域の草原に降った雨の一部
は涵養（水が地面に浸み込む）され
地下水として地中に留まります

Point

阿蘇地域の草原から涵養した地下
水は，長い時間をかけて下流へと
移動し，熊本地域の豊富な地下水
源を形成します

Point

阿蘇地域の草原から涵養した地下
水は，長い時間をかけて下流へと
移動し，熊本地域の豊富な地下水
源を形成します

Point

阿蘇地域の草原に降った雨の一部
は黒川・白川上流を経て白川の中
下流へと注ぎ込みます

Point

阿蘇地域の草原に降った雨の一部
は黒川・白川上流を経て白川の中
下流へと注ぎ込みます

阿蘇地域の草原に降る雨水の流れ【現在のようす】

： 阿蘇地域に降った雨水の流れ

Point

草原が失われると，地中に涵養される
水の量が減少してしまいます

Point

草原が失われると，地中に涵養される
水の量が減少してしまいます

Point

阿蘇地域の地下水が減少すると，下流へ移動する
水も減少するため，熊本地域の豊富な地下水源が
損なわれる可能性があります

Point

阿蘇地域の地下水が減少すると，下流へ移動する
水も減少するため，熊本地域の豊富な地下水源が
損なわれる可能性があります

Point

草原が失われると，雨水を土の中で貯え
る量が減少し、河川へ流れ出る水の量が
増加し，水害リスクが高まる可能性があ
ります

Point

草原が失われると，雨水を土の中で貯え
る量が減少し、河川へ流れ出る水の量が
増加し，水害リスクが高まる可能性があ
ります

阿蘇地域の草原に降る雨水の流れ【草原が保全されないと…】

阿蘇地域

阿蘇地域黒川

白川

黒川

熊本地域

熊本地域

湧水

湧水

Point

外輪山に降った雨の一部は地中を
つたって湧水となり，黒川・白川の
水源となります

Point

外輪山に降った雨の一部は地中を
つたって湧水となり，黒川・白川の
水源となります

白川

湧水

湧水
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＜取組内容＞
・阿蘇地域では、昭和28年熊本⼤⽔害、平成2年豪⾬災害、平成24年九州北部豪⾬災害、平成28年熊本地震など、甚⼤な⼟砂災
害がたびたび発⽣している。

・近年の⼟砂災害では、流⽊による家屋の被災や橋梁の閉塞に伴う氾濫被害も発⽣しており、流⽊対策の必要性が増している。
・より効率的かつ効果的な流⽊対策を進めるべく、砂防部局と治⼭部局が連携し、流⽊対策に係る勉強会と現場視察を開催した。

国⼟交通省 九州地⽅整備局（河川計画課、地域河川課、阿蘇砂防事務所、川辺川ダム砂防事務所）、林野庁 九州森林管理局（熊本森林管理署）
熊本県（砂防課、森林保全課、阿蘇地域振興局 農林部林務課、阿蘇地域振興局 ⼟⽊部⼯務課）、森林研究･整備機構 森林整備センター（熊本⽔源林整備事務所） 計22名

参加
機関

勉強会 現場視察

治⼭事業（熊本県）実施箇所

直轄砂防事業実施箇所

・熊本地震での斜⾯崩壊による、⼭腹荒廃と渓流内不安定⼟砂
への対策施設を⾒学

・阿蘇カルデラの景観への配慮、施設の配置計画、⼟砂および
流⽊の効果量の⾒込み⽅、除⽯や管理⽤道路などの維持管理
計画の考え⽅などについて意⾒交換を実施

国⼟交通省 阿蘇砂防事務所 作成資料

熊本県 森林保全課・阿蘇地域振興局 林務課 作成資料

・各機関で作成した資料を持ち寄り、勉強会を開催
・流⽊対策における各機関の指針や技術基準、他地域での流域
流⽊対策の先進事例、各機関の事業内容や事業箇所について
の勉強と意⾒交換を実施

・将来の計画⽴案に向けた、継続的な勉強会の実施を確認

国⼟交通省 阿蘇砂防事務所 作成資料

阿蘇砂防事務所
情報共有と課題発掘ができたの

で、引き続き連携強化を進め、阿
蘇地域での流⽊対策を推進したい。

熊本県森林保全課
県内で先⾏する万江川流域での

取り組み等も参考に、今後も阿蘇
地域での連携強化を進めたい。

【九州】 阿蘇地域における流域流⽊対策 〜連携の強化〜
阿蘇砂防事務所
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●広域避難検討の対象自治体の選定

○自治体レベルでの広域避難に関する検討

広域避難に関する検討概要

• 白川・緑川流域の中で、自治体の枠を超えた広域避難の実施が必要と考えられる“浸水リスクが大きい”自治体を検討

対象候補に選定する予定。

国・県の洪水浸水想定区域図（想定最大規模）と避難所の重ね合わせ図

★広域避難の推進に向けた自治体の支援を実施します！

●広域避難実施に向けたモデル作成

• 広域避難を実施する上で必要な諸条件およ

び課題を整理し、熊本県が別途作成してい

る「広域避難ガイドライン」に沿った形で実際

の広域避難を想定したシミュレーションを行

う。

• 実施したシミュレーション結果をとりまとめて、

選定自治体における広域避難実施モデル事

例を作成。

• 作成したモデル事例を参考に、各自治体の

広域避難実施に向けた取組を加速させる。

資料２－４
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#1 熊本河川国道事務所
自分事化に向けた取組計画

流域治水・・・流域みんなで協働する水害対策

鉄道の計画運休、道路の予防的な通⾏⽌め、学校の休校、店舗の休業等

→被災する前に社会経済活動を少しスローダウンし、災害に備える
→仮に被災しても被害を最⼩限にとどめて復旧の早期化を図る

⽔災害は全国各地で毎年発⽣・・・メディアでも広く報道

○いざ⾃分のリスクが⾼まった際でもその事象が「⾃分事化」されないことにより、
避難⾏動などの的確な⾏動に繋がらない → 最悪の場合は犠牲者の発⽣、⼤規模な被害

○店舗浸⽔・・・撤退、地域の雇⽤

⾃分事化に向けた取り組み
住⺠や企業などが⾃らの⽔害リスクを認識し、⾃分事として捉え主体的に⾏動する

近年の⽔災害での対応

⽔害に対して主体的に取り組む担い⼿を増やす必要
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89020197
長方形

89020197
タイプライターテキスト
資料２－５



#2
自分事化に向けた取組計画

熊本河川国道事務所
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#3

住⺠や企業などが⾃らの⽔災害リスクを認識
し、⾃分事として捉え主体的に⾏動する。

流域治水の自分事化検討会 報告書
熊本河川国道事務所
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#4
流域治水の自分事化検討会 報告書

熊本河川国道事務所
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#5

⽔害対策 ⾃分のため 社会のため、みんなのため

避難 ⾃分を守る 逃げ遅れの場合の救助する側の⼿間やリスク減

⾮常⾷の備蓄 ⾃分を守る ・他者はスーパーで物資⼊⼿しやすい
・⽀援の⼒を要配慮者⽀援に充てることが可能

⽔災害が発⽣した際に流域全体でどのような対応がなされているのかを認識した上で、あらか
じめ⾃⾝はもちろんのこと社会全体の被害軽減のためにどのように⾏動するべきかを考え、的
確なタイミングで⾏動できる社会を形成

自分事化に向けた取組計画

流域治⽔のメカニズム（⼈と⼈、社会、流域とのつながり）を理解する⼈が増え、⾏動につなげる

例 防災教育、地域の防災講座
⽔害対策をする、地域、流域に貢献する

例 上流の防災対策（遊⽔地、ダム、砂防ダム等）を知る ＋ 地域を知る
→流域の視点→環境や地下⽔保全等の取り組みへの参加（グリーンインフラ）

熊本河川国道事務所
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#6

⽔災害のリスクや、流域治⽔について
知る機会を増やしていく。

①知る機会を増やす ②自分事と捉えることを促す ③行動を誘発する
⽔災害のリスクが⾃分事と捉えられ、流域に視野が広がる
きっかけを提供し、⾏動に向かう状況を創出する。

流
域
に
も
視
野
を
広
げ
る
（
自
分
の
た
め
に
も
、
み
ん
な
の
た
め
に
も
）

⽔災害対策や、流域治⽔に関して実際に取り組みが⾏わ
れるよう、個⼈、企業・団体の⾏動を誘発していく。

流域治⽔に取り組む
主体が増える

自分事化に向けた取組計画（令和６年度）

白川・緑川水系流域治水協議会

様式3

連携活動

教育活動

流域治水の広報
リスク情報等の提供

計画策定

訓練活動
水災害対策の支援

○各種ハザードマップの
作成・更新（熊本県、熊
本市、菊陽町、宇土市、
御船町、益城町）

○土砂災害危険住宅移転促進

事業による住宅移転の促進

（熊本市）

○補助金の交付による危険住

宅からの移転促進（熊本市）

〇大型商業施設（コストコ）
の水害対応版企業BCP
策定に向けた取り組みを
実施（御船町、熊本河川
国道）

〇河川協力団体と連携した森林整備と流域治水の
講義及び森林整備を実施

流域治水に貢献

森林整備講義

企業BCPの説明

〇水害リスクを踏まえた防災ま
ちづくりワークショップを実施
（甲佐町、熊本河川国道）

ワークショップ

〇全市町村を対象に豪雨対
応訓練をブラインド型で実
施（熊本県）

訓練

〇地域防災連絡会及び学校と連携し、水害VR（白
川大水害体験者監修）等の防災教育教材の作成

〇自主防災組織の代表者を集めた研修会（阿蘇市、
御船町）

〇マイタイムライン作成の説明会を実施（美里町）

説明会

〇広報媒体等での作成の呼びかけ
を継続的に実施（熊本県、流域
自治体等）

○様々な分野と連携したイベントで
の広報（熊本河川国道、流域自
治体等）

○SDGｓに取り組む企業との意見
交換によるSDGｓと流域治水の関
連づけ（熊本河川国道）

〇くまもと水検定に流域
治水に関する問題を作
成し出題（熊本市水保
全課と連携）

○流域流木対策（林野部局との連携強化）
（阿蘇砂防事務所）

〇校区防災連絡会等結成促進、地域の防災
組織等との連携（熊本市）

〇自然環境（草原）保全と流域治水に関する
パネルを設置（阿蘇ジオパーク推進協議
会、熊本河川国道）

〇流域治水、SDGsを組み合わせたインフラ
ツアーを実施（みなみあそ観光局）

勉強会

〇ハザードマップの多
言語化（菊陽町）

○監視カメラ等の設置（甲佐町）

○浸水センサの設置

（熊本市、御船町、甲佐町）

〇令和６年度に竜野川流域
を特定都市河川指定（熊
本県、甲佐町）

⾃分事化に向け①〜③のどの段階にあるのか、⽬的と狙いを意識した取
り組みを実施
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#7

「安全、安⼼分野」での広報が主体 様々な分野での各機関が主体となった広報
（⼈と⼈、⾃然、⽔循環等とのつながり）

更なる流域治⽔の⾃分事化を推進
←関連イベントの調査依頼中
（関係⾃治体）

熊本河川国道事務所

様々な分野と連携したイベントでの広報（熊本河川国道事務所、流域自治体等）
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#8

・現在、SDGs に関する企業の取り組みが進んでおり、SDGｓを通じて流域治⽔の考えを
認識してもらい、企業の流域治⽔の取り組みを広める

・流域治⽔の考え⽅とSDGｓの考え⽅とは親和性が⾼い

【地域への参画】
・自治活動や福祉活動、防災活動や寄付、ボランティアなど社会貢献活動に積極的に取り組んでいる。
【防災、減災、レジリエンス（自助）】
・過去の地震や水害などの災害を教訓に、事業への被害を防止・軽減するため、ハザードマップを確認し、避難行動計画や事
前防災対策を進めている。
【防災関連商品の開発・販売】
・防災関連商品の開発・販売を促進している。 等

登録数 2,233社（2024年2⽉15⽇時点）

うち、「気候変動に具体的な対策を」等に取り組む企業

⽩川流域 約1,100社
緑川流域 約 600社

ＳＤＧｓ企業との連携（熊本河川国道事務所）
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#9

⽔災害のリスクや、流域治⽔について
知る機会を増やしていく。

①知る機会を増やす ②自分事と捉えることを促す
⽔災害対策や、流域治⽔に関して実際に取り組みが⾏わ
れるよう、個⼈、企業・団体の⾏動を誘発していく。

③行動を誘発する 流域治⽔に取り組む
主体が増える

⽔災害のリスクが⾃分事と捉えられ、流域に視野が広がる
きっかけを提供し、⾏動に向かう状況を創出する。

自分事化に向けた取組計画（令和６年度）

流
域
に
も
視
野
を
広
げ
る
（
自
分
の
た
め
に
も
、
み
ん
な
の
た
め
に
も
）

白川・緑川水系流域治水協議会

教育活動

リスク情報等の提供 計画策定

水災害対策の支援訓練活動

○出水期前にダム情報連絡協議会を開催し、関係機関

へ情報提供（熊本河川国道事務所）

○監視カメラ等の設置（甲佐町）

○浸水センサの設置（熊本市、御船町、甲佐町）

○各種ハザードマップの作成・更新・周知（菊陽町、嘉島

町）

連携活動

流域治水の広報

○地域防災連絡会及び学校と連携し、水

害VR（白川大水害体験者監修）等の防

災教育教材の作成

○施設管理者向けの避難確保計画作成講

習会（熊本県）

○小学生を対象とした防災啓発動画作成・

提供（熊本市）

○防災士の育成（熊本市、高森町、

○全市町村を対象に広域避難に関する研

修等を実施（熊本県）

○全市町村を対象に豪雨対応訓練を

ブラインド型で実施（熊本県）

○大学研究所と連携したシナリオ作

成（熊本県）

○ハザードマップの全戸配布、Web版

の公開等（南阿蘇村、嘉島町）

○VR・ARを活用した体験型の防災訓

練の実施（菊陽町）

○各地域の危険箇所確認及び防災

訓練を実施（大津町）

○土砂災害危険住宅移転促進事

業により住宅移転を促進（熊本

市）

○補助金の交付による危険住宅

からの移転促進（熊本市）

○要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避

難の実効性確保（熊本県）

○立地適正化計画の策定等（熊本市）

○マイタイムラインの作成・更新・普及（熊本県、菊陽町）

○地区防災計画の策定・推進（南阿蘇村）

〇大型商業施設（コストコ）の水害対応版企業BCP策定に向け

た取り組みを実施（御船町、熊本河川国道事務所）

〇水害リスクを踏まえた防災まちづくりワークショップを実施

（甲佐町）

〇令和６年度に竜野川流域を特定都市河川指定（熊本県、甲

佐町、熊本河川国道事務所）

○流域市町村を対象に流域治水の勉強会を実施（熊

本河川国道事務所）

○校区防災連絡会等結成促進、地域の防災組織等と

の連携（熊本市）

○流域治水、SDGsを組み合わせたインフラツアーを

実施（みなみあそ観光局）

○自然環境（草原）保全と流域治水に関するパネルを

設置（阿蘇ジオパーク推進協議会、熊本河川国道

事務所）

○県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に

実施（熊本県）

○出水期前に本市広報誌及びマスメディアを活用し

た防災情報ポータルの周知（熊本市）

○「くまもと水検定」に流域治水に関する問題を出題

（熊本市水保全課と連携）

○様々な分野と連携したイベントでの広報（熊本河川

国道事務所、流域自治体等）

○SDGｓに取り組む企業との意見交換によるSDGｓと

流域治水の関連づけ（熊本河川）

〇河川協力団体と連携した森林整備

と流域治水の講義及び森林整備を

実施（熊本河川国道事務所）

流域治水に貢献
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#10

①
知
る
機
会
を
増
や
す

取り組み・主対象

◎水災害、流域治水の広報

｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

③
行
動
を
誘
発
す
る

◎連携活動
｜地域｜個⼈｜

◎リスク情報等の提供

｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

◎教育活動

｜地域｜個⼈｜

②
自
分
事
と
捉
え
る
こ
と
を
促
す

◎訓練活動
｜地域｜個⼈｜

◎計画策定

｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

◎水災害対策の支援
｜個⼈｜

◎流域治水に貢献
｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

令和６年度：自分事化に向けた取組のロードマップ

県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に実施県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に実施

出⽔期前にダム情報連絡協議会を開催し、関係機関へ情報提供出⽔期前にダム情報連絡協議会を開催し、関係機関へ情報提供

河川カメラ・浸⽔センサ等の設置

各種ハザードマップの作成・更新・周知

⼩学⽣を対象とした防災啓発動画の作成・提供⼩学⽣を対象とした防災啓発動画の作成・提供

ハザードマップの配布、Web版の公開ハザードマップの配布、Web版の公開

要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保

防災情報ポータルの周知防災情報ポータルの周知

流域市町村を対象に流域治⽔の勉強会を実施流域市町村を対象に流域治⽔の勉強会を実施

防災⼠の育成防災⼠の育成

⽴地適正化計画や地区防災計画の策定⽴地適正化計画や地区防災計画の策定

令和６年度に⻯野川流域を特定都市河川指定令和６年度に⻯野川流域を特定都市河川指定

⼟砂災害危険住宅移転促進事業により住宅移転を促進⼟砂災害危険住宅移転促進事業により住宅移転を促進

補助⾦の交付による危険住宅からの移転促進補助⾦の交付による危険住宅からの移転促進

流域治⽔、SDGsを組み合わせたインフラツアーを実施

⾃然環境（草原）保全と流域治⽔に関するパネルを設置⾃然環境（草原）保全と流域治⽔に関するパネルを設置

豪⾬対応訓練（ブラインド型）の実施（全市町村）豪⾬対応訓練（ブラインド型）の実施（全市町村）

地域防災連絡会及び学校と連携し、⽔害VR（⽩川⼤⽔害体験者監修）等の防災教育教材の作成地域防災連絡会及び学校と連携し、⽔害VR（⽩川⼤⽔害体験者監修）等の防災教育教材の作成

「くまもと⽔検定」に流域治⽔に関する問題を作成し出題「くまもと⽔検定」に流域治⽔に関する問題を作成し出題

河川協⼒団体と連携した森林整備と流域治⽔の講義及び森林整備を実施河川協⼒団体と連携した森林整備と流域治⽔の講義及び森林整備を実施
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#11

⽔災害のリスクや、流域治⽔について
知る機会を増やしていく。

①知る機会を増やす ②自分事と捉えることを促す
⽔災害対策や、流域治⽔に関して実際に取り組みが⾏わ
れるよう、個⼈、企業・団体の⾏動を誘発していく。

③行動を誘発する 流域治⽔に取り組む
主体が増える

⽔災害のリスクが⾃分事と捉えられ、流域に視野が広がる
きっかけを提供し、⾏動に向かう状況を創出する。

自分事化に向けた取組計画（令和５年度）

流
域
に
も
視
野
を
広
げ
る
（
自
分
の
た
め
に
も
、
み
ん
な
の
た
め
に
も
）

白川・緑川水系流域治水協議会

様式1

教育活動

リスク情報等の提供

計画策定

水災害対策の支援訓練活動

〇各市町の実務担当者で構成する広域避難作業部

会の発足（熊本河川国道事務所）

〇流域市町村を対象に流域治水の勉強会を実施（熊

本河川国道事務所）

○流域流木対策（林野部局との連携強化）（阿蘇砂防

事務所）

〇校区防災連絡会等結成促進、地域の防災組織等と

の連携（熊本市）

○阿蘇立野ダム建設の理解促進のためのインフラツ

アーを実施

〇流域治水、SDGsを組み合わせたインフラツアーを

企画（みなみあそ観光局）

〇自然環境（草原）保全と流域治水に関するパネルを

協働作成（阿蘇ジオパーク推進協議会、熊本河川

国道事務所）

○監視カメラの設置（宇土市）

○各種ハザードマップの作成・更新（熊本県、熊本市、菊

陽町、宇土市、御船町、益城町）

○防災無線やメール、SNSによる防災情報の発信（熊本市、

大津市、高森町、甲佐町、益城町）

〇ハザードマップの多言語化（菊陽町）

連携活動

流域治水の広報

○県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に

実施（熊本県）

〇出水期前に本市広報誌及びマスメディアを活用し

た防災情報ポータルの周知（熊本市）

〇「くまもと水検定」に流域治水に関する問題を作成

し出題（熊本市水保全課と連携）

〇熊本市水保全課主催の節水イベントと連携し流域

治水を広報

〇地域防災連絡会及び学校と連携し、水

害VR（白川大水害体験者監修）等の防

災教育教材の作成

○施設管理者向けの避難確保計画作成講

習会（熊本県）

○小学生を対象とした防災啓発動画作成・

提供（熊本市）

○防災士の育成（熊本市、阿蘇市、高森町、

南阿蘇村、御船町、甲佐町、益城町、美

里町）

〇町内小学校において出前講座を実施

（甲佐町）

〇自主防災組織の代表者を集めた研修会

（阿蘇市、御船町）

〇マイタイムライン作成の説明会を実施

（美里町）

〇全市町村を対象に豪雨対応訓練を

ブラインド型で実施（熊本県）

〇ハザードマップの全戸配布、Web版

の公開等（熊本市、大津町、菊陽町、

南阿蘇村、嘉島町、御船町、甲佐

町、益城町、美里町、宇城市）

〇VR・ARを活用した体験型の防災訓

練の実施（菊陽町）

〇消防・警察・自衛隊・消防団・病院・

住民と連携した総合防災訓練の実

施（美里町）

〇要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避

難の実効性確保（熊本県）

〇大規模風水害等からの広域避難の手引きの作成（熊本県）

〇立地適正化計画の策定等（熊本市、益城町）

〇マイタイムラインの作成・更新・普及（熊本県、菊陽町、美里

町）

〇地区防災計画の策定・推進（阿蘇市、南阿蘇村、御船町）

〇大型商業施設（コストコ）の水害対応版企業BCP策定に向け

た取り組みを実施（御船町、熊本河川国道事務所）

〇水害リスクを踏まえた防災まちづくりワークショップを実施

（甲佐町）

〇土砂災害危険住宅移転促進事

業により住宅移転を促進（熊本

市）

〇補助金の交付による危険住宅

からの移転促進（熊本市）

〇河川協力団体と連携した森林整備

と流域治水の講義及び森林整備を

実施（熊本河川国道事務所）

流域治水に貢献
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#12

①
知
る
機
会
を
増
や
す

取り組み・主対象

③
行
動
を
誘
発
す
る

②
自
分
事
と
捉
え
る
こ
と
を
促
す

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

令和５年度：自分事化に向けた取組のロードマップ

県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に実施県政広報媒体等での作成の呼びかけを継続的に実施

河川監視カメラの設置河川監視カメラの設置

防災無線やメール、SNSによる防災情報の発信
各種ハザードマップの作成・更新

◎リスク情報等の提供
｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

◎水災害、流域治水の広報
｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

⼩学⽣を対象とした防災啓発動画の作成・提供⼩学⽣を対象とした防災啓発動画の作成・提供
◎教育活動

｜地域｜個⼈｜

◎訓練活動
｜地域｜個⼈｜ ハザードマップの配布、Web版の公開ハザードマップの配布、Web版の公開

◎計画策定

｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

◎水災害対策の支援
｜個⼈｜

◎流域治水に貢献
｜地域｜個⼈｜企業・団体｜

⽔害リスクを踏まえた防災まちづくりワークショップを実施

河川協⼒団体と連携した森林整備と流域治⽔の講義及び森林整備を実施河川協⼒団体と連携した森林整備と流域治⽔の講義及び森林整備を実施

◎連携活動
｜地域｜個⼈｜

「くまもと⽔検定」に流域治⽔に関する問題を作成し出題「くまもと⽔検定」に流域治⽔に関する問題を作成し出題

防災講和 防災講和啓発チラシの配布

広域避難作業部会の発⾜ 学校へのマイタイムライン作成要請
流域市町村を対象に流域治⽔の勉強会を実施流域市町村を対象に流域治⽔の勉強会を実施

出前講座

防災⼠の育成防災⼠の育成

出前講座防災組織代表研修会

防災訓練 防災訓練

⽴地適正化計画や地区防災計画の策定⽴地適正化計画や地区防災計画の策定

⼤型商業施設（コストコ）の⽔害対応版企業BCP策定に向けた取り組みを実施⼤型商業施設（コストコ）の⽔害対応版企業BCP策定に向けた取り組みを実施

⼟砂災害危険住宅移転促進事業により住宅移転を促進⼟砂災害危険住宅移転促進事業により住宅移転を促進

補助⾦の交付による危険住宅からの移転促進補助⾦の交付による危険住宅からの移転促進

阿蘇⽴野ダム建設の理解促進のためのインフラツアーを実施

広報活動（熊本市）

流域流⽊対策の勉強会

⾃然環境（草原）保全と流域治⽔に関するパネルを協働作成⾃然環境（草原）保全と流域治⽔に関するパネルを協働作成
流域治⽔、SDGｓを組み合わせた阿蘇⽴野ダムインフラツアーを企画

地域防災連絡会及び学校と連携し、⽔害VR（⽩川⼤⽔害体験者監修）等の防災教育教材の作成地域防災連絡会及び学校と連携し、⽔害VR（⽩川⼤⽔害体験者監修）等の防災教育教材の作成
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気象・防災情報の共有について

議事３）
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

・ 今年の梅⾬の⾒通し
・ 線状降⽔帯に関する取り組み

熊本地⽅気象台

「第5回⽩川・緑川⽔系流域治⽔協議会」
「第2回熊本県央地域⽔防災意識社会再構築協議会」

「令和6年度⽩川・緑川⽔防連絡会」
「令和6年度⽩川・緑川洪⽔予報連絡会」

令和6年4⽉25⽇
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

九州北部地⽅の平年の梅⾬⼊り⽇、梅⾬明け⽇等

九州北部地⽅の梅⾬⼊り、梅⾬明け⽇
【平年値】梅⾬⼊り︓6⽉４⽇頃、梅⾬明け︓7⽉19⽇頃

※九州北部地⽅︓⼭⼝県、福岡県、⼤分県、⻑崎県、佐賀県、熊本県

平年値
かなり多い 多い 平年並 少ない かなり少ない

熊本県内主要４地点における梅⾬時期(6〜7⽉)の合計降⽔量(2014年以降)
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

616.5

1003.5 1033.0
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853.0
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353.0
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

梅⾬時期の降⽔量と
年降⽔量の⽐率分布

(平年値）

熊本県内の年間降⽔量は、九州⼭地⻄側の球磨地⽅や阿蘇地⽅で特に多い。
また、年間降⽔量に占める梅⾬時期の降⽔量の割合が⽐較的⼤きいのが熊本県の特徴。
たとえば、熊本では年間降⽔量2000ミリ前後に対し、6〜7⽉の梅⾬時期の降⽔量は800ミリ程度で、
年間降⽔量の約４割を占める。

（参考）熊本の梅⾬の特徴

年降⽔量
（平年値）

梅⾬時期の降⽔量
（6,7⽉平年値の合計）

平年値（1991〜2020年）による、年間降⽔量に
占める梅⾬時期（６〜７⽉）の降⽔量の割合

平年降⽔量（ｍｍ）
梅⾬期間 年間

熊本 835.2 2007.0 42
阿蘇⼄姫 1250.5 3009.6 42
⼈吉 1051.9 2534.9 41
⽜深 758.5 2109.8 36
下関 563.0 1712.3 33
福岡 548.7 1686.9 33
佐賀 693.8 1951.3 36
⻑崎 628.6 1894.7 33
⼤分 574.9 1727.0 33
宮崎 855.6 2625.5 33
⿅児島 935.1 2434.7 38

⽐率
％観測地点

梅雨時期

176



熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

今年の梅⾬の⾒通し（向こう３か⽉の天候の⾒通し）

九州北部地⽅ 向うか３か⽉の予報のポイント（4/23発表）
暖かい空気に覆われやすいため、気温は⾼い。
前線や湿った空気の影響を受けやすいため、降⽔量は平年並か多い。
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

線状降⽔帯に関する取り組み

線状降⽔帯に関する取り組み

178



熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

線状降⽔帯の予測精度向上に向けた取り組み
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

令和6年から開始する府県単位での呼びかけ
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熊本地方気象台
Kumamoto Meteorological Office

これまでの呼びかけによる適中率・⾒逃し率の実績

線状降⽔帯の発⽣をお知らせする「顕著な⼤⾬に関する気象情報」は、現在、10分先、20分先、30分先のいずれ
かにおいて、以下の基準をすべて満たす場合に発表します。（令和5年5⽉25⽇以降）
① 前３時間積算降⽔量（5kmメッシュ）が100mm以上の分布域の⾯積が500km2以上
② ①の形状が線状（⻑軸・短軸⽐2.5以上）
③ ①の領域内の前３時間積算降⽔量最⼤値が150mm以上
④ ①の領域内の⼟砂キキクル（⼤⾬警報(⼟砂災害)の危険度分布）において⼟砂災害警戒情報の基準を超過

（かつ⼤⾬特別警報の⼟壌⾬量指数基準値への到達割合8割以上）⼜は洪⽔キキクル（洪⽔警報の危険度
分布）において警報基準を⼤きく超過した基準を超過

令和５年度
運⽤開始前の想定
（令和元年〜３年の データから

検証）

全国
（九州）

線状降⽔帯発⽣の呼びかけ「あり」
のうち

線状降⽔帯の発⽣「あり」
４回に１回程度 9回/22回

（3回/6回）

線状降⽔帯の発⽣「あり」
のうち

線状降⽔帯発⽣の呼びかけ「なし」
３回に２回程度 14回/23回

（7回/10回）

⾒逃し

適中

令和4年度出⽔期 運⽤開始前の想定
（過去３年の データから検証）

全国
（九州）

線状降⽔帯発⽣の呼びかけ「あり」
のうち

線状降⽔帯の発⽣「あり」
４回に１回程度 3回/13回

（3回/7回）

線状降⽔帯の発⽣「あり」
のうち

線状降⽔帯発⽣の呼びかけ「なし」
３回に２回程度 8回/11回

（1回/4回）

適中以外に

３時間降⽔量が
150mm以上の

事例が
３回

適中以外に

３時間降⽔量が
150mm以上の

事例が
2回

３時間降⽔量が
140〜150mm
の事例が
2回

適中

⾒逃し

線状降⽔帯発⽣の呼び
かけがなくても⼤⾬︕︕
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気象・防災情報の提供について

 白川・緑川水系防災情報等の伝達、白川・緑川水
系重要水防箇所、河川防災情報提供に対する国土
交通省の取り組み

資料３－２

182



●令和5年度 出水実績 資料－①－１－１

　熊本河川国道事務所災害対策支部

・体制発令状況

注意 警戒 非常 解除

2023/6/30 11:20 19:40 代継橋 4.94 7月3日 11:20

2023/7/1 10:00 城南 5.37 7月3日 14:20

2023/7/3 2:40 中甲橋 4.57 7月3日 13:00

2023/7/3 18:10 大六橋 4.06 7月3日 9:40

2023/7/5 16:45 御船 4.23 7月3日 8:40

2023/7/12 16:00 御船 2.78 7月12日 16:30

20:00

2023/7/24 15:39

18:06

2023/8/6 3:50

2023/8/10 12:00

2024/3/24 4:25 中甲橋 2.11 3月24日 11:50

2024/3/24 14:40

7 2 0 5

・水防警報発令状況

待機 （待機） 準備 出動 警戒 解除

1 2023/6/30 白川 代継橋 18:20 18:50

2023/7/1 白川 代継橋 10:20

2023/7/2 御船川 御船 2:50

2023/7/3 御船川 御船 3:00 18:10

2023/7/3 緑川 城南 9:30 10:40 18:10

2023/7/3 白川 代継橋 6:30 7:30 16:10

2023/7/3 加勢川 大六橋 3:10 3:20 7:00 18:10

2023/7/3 緑川 中甲橋 9:30 9:40 12:00 18:10

20 6 3 5 0 6

・洪水予報発令状況

発生情報 解除

白川 代継橋 14:00 7:30 16:10

御船川 御船 3:20 7:20

加勢川 大六橋 14:50 7:20 18:10

御船川 御船 7:50 8:20 11:50

緑川 城南 11:50 18:10

緑川 中甲橋 11:50 18:10

6

水　　　防　　　警　　　報　　　発　　　令　　　状　　　況

合計 3 2 4

対象水位
観測所

洪水予警報発令状況

はん濫注意情報
はん濫注意情報
(警戒情報解除）

はん濫警戒情報 はん濫危険情報

合　　　計

日　付 発令河川

1 2023/7/3

合計

日　付 発令河川
対象水位
観測所

9

10

7

8

5 前線
水防団待機水位

6

3 梅雨

4 台風

1 梅雨

避難判断水位

避難判断水位

2 梅雨
水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位

避難判断水位

日　付 原因
体　　　制　　　発　　　令　　　状　　　況 対象

観測所
ピーク
水位

 ピーク時間
水位
種別
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白川・緑川水系における既往洪水の出水状況（最高水位）

水系
河川名
観測所名
はん濫危険水位
避難判断水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
順位 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日

１位 6.32 H24.7.12 7.59 H24.7.12 8.17 H24.7.12 ※ H24.7.12
２位 5.88 S55.8.30 6.84 H2.7.2 7.66 S55.8.30 5.48 S55.8.30
３位 5.78 H2.7.2 6.47 S55.8.30 7.24 S57.7.24 5.38 H28.6.21
４位 5.52 S52.6.16 6.42 S57.7.24 6.93 H28.6.21 4.82 S52.6.16
５位 5.43 S46.7.22 5.82 H28.6.21 6.91 H2.7.2 4.81 R2.7.8
６位 5.4 S47.7.6 5.70 S47.7.6 6.72 S37.8.10 4.73 R5.7.3
７位 5.4 S57.7.24 5.68 S52.6.12 6.51 S52.6.16 4.69 H19.7.7
８位 5.22 S50.6.25 5.56 H5.6.18 6.30 S50.6.25 4.58 S57.7.24
９位 4.95 S55.7.30 5.53 H9.7.10 6.28 S55.7.30 4.52 H13.6.29
１０位 4.94 R5.7.3 5.50 S46.7.22 6.20 S46.7.22 4.50 H5.6.18

※H24.7.12の立野については、欠測のために記録なし

水系
河川名
観測所名
はん濫危険水位
避難判断水位
はん濫注意水位
水防団待機水位
順位 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日 ｍ 年月日

１位 6.55 S47.7.6 5.07 H19.7.6 4.96 S63.5.3 6.46 S63.5.4
２位 6.05 S57.7.24 4.57 R5.7.3 4.96 H9.7.10 5.74 S49.7.16
３位 5.84 H19.7.6 4.39 H28.6.21 4.87 S57.7.24 4.32 H28.6.21
４位 5.62 H28.6.21 4.10 S47.7.6 4.86 H2.7.2 4.23 R5.7.3
５位 5.37 S63.5.3 4.02 H18.6.24 4.59 H3.7.1 4.20 S52.8.9
６位 5.32 S40.6.30 3.91 S39.8.24 4.46 S62.7.18 4.15 S55.8.30
７位 5.30 S39.8.24 3.86 S40.6.30 4.44 H7.7.4 4.02 R3.5.17
８位 5.19 H18.6.24 3.83 H17.9.6 4.32 S47.7.6 3.99 S50.6.25
９位 5.00 H7.7.4 3.81 S37.7.6 4.32 H5.6.18 3.97 S50.6.21
１０位 4.94 R2.7.11 3.64 S57.7.24 4.12 S60.7.9 3.86 H19.7.6

白川
白川

代継橋 子飼橋 陣内 立野
5.0m － － －
4.7m － － －

－
2.5m － － －
3.7m － －

緑川
緑川 加勢川 御船川

城南 中甲橋 大六橋 御船
6.2m 4.6m 4.4m 4.3m
5.8m 4.1m 3.9m 3.6m
4.3m 3.0m 3.2m 3.0m
3.3m 2.0m 2.5m 2.0m
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白川・緑川水系 基準水位観測所諸元

1  

5

4
（
危
険

）

2
（
注
意

）

3
（
警
戒

）

氾濫危険水位

氾濫のおそれがあり避難
行動を行う目安となる水位
です。

避難判断水位

避難行動の準備を行う目
安となる水位です。

氾濫注意水位

水防団が水防活動を行う
目安となる水位です。

水防団待機水位

水防団が水防活動を行う
ために待機する水位です。

事務所
体制

水防警報 洪水予報

事務所
非常体制

事務所
注意体制

事務所
警戒体制

水防警報
警戒

水防警報
出動

水防警報
準備

水防警報
待機

氾濫
危険情報

氾濫
警戒情報

氾濫
注意情報

熊本河川国道事務所 市町村

水位危険度レベルに応じた各機関の主な行動

※1

ホットライン
所長－市町長

※1 状況に応じて実施。

※2 内閣府 避難情報に関するガイドライン（令和3年5月20日から運用）

ホットライン
所長－市町長

※1

※1

ホットライン
所長－市町長

ホットライン

水防時の防災情報発令について

氾濫
発生情報

（災害発生）

令和３年５月２０日から運用

※2

（災害発生又は切迫）

緊急安全確保

※2

避難指示

※2

高齢者等避難堤

防

氾濫の発生
レベル5

～～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～～

水
防
団
に
よ
る
水
防
活
動
の
実
施
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洪水予報の流れ

熊本県

【流域市町】
熊本市
宇土市
宇城市
嘉島町
甲佐町
御船町
美里町

報道関係機関
（ＮＨＫ、ＲＫＫ、ＫＡＢ、ＫＫＴ、ＴＫＵ）

自衛隊

一般住民

共同発表

関係機関

雨量情報水位情報

熊本地方気象台

雨量予測

地下街等
高齢者等利用施設

大規模工場等

⽔位の上昇に応じて、関係機関へ情報（洪⽔予報）を発表します。（⽔防法第10条）

熊本河川国道事務所

水位予測
※発令基準に到達

水防警報の流れ

熊本河川国道
事務所

熊本県

【流域市町】
熊本市
宇土市
宇城市
嘉島町
甲佐町
御船町
美里町

水防団

自衛隊

防災関係機関

水位情報
※発令基準に到達

⽔位の上昇に応じて、防災関係機関へ情報（⽔防警報）を発表します。（⽔防法第１６条）
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白川水系雨量及び水位観測所位置図

洪水予報実施区間

代継橋

陣内

湯ノ谷（国）

南阿蘇（気）

高森（気）

阿蘇乙姫（気）

緑川水系雨量及び水位観測所位置図

洪水予報実施区間

城南

中甲橋

山都（気）

宇土（気）

益城（気）

御船

大六橋

津森（国）

島木（国）

甲佐（気）

稲生野（国）
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 平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害を受け、市町村や住民
等による災害発生の恐れの高まりに応じた避難勧告等の発令や
避難行動の支援を目的に、５段階の警戒レベルとの関係が明確
に伝わる通知文に変更しています。（令和元年５月２９日から）

洪水予報の通知文について

○○川氾濫危険情報
○○川洪⽔予報第○号

洪⽔警報
令和００年０⽉０⽇００時００分
○○河川事務所・○○地⽅気象台共同発表

（⾒出し）
【警戒レベル４相当情報［洪⽔］】○○川では、氾濫危険⽔位に到達し、氾濫のおそれあり

（主⽂）
【警戒レベル４相当】これは、避難指⽰の発令⽬安です。○○川の○○⽔位観測所（○○市○○）では、「氾濫危険⽔
位」に到達しました。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、○○市、○○町では、浸⽔するおそれが
あります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各⾃安全確保を図るなど、適切な防災⾏動をとってください。

記載例

※令和３年６月１日より見出し・主文の変更あり

 令和３年６月より、大雨特別警報の警報等への切替時における洪水予報
（臨時）の発表が新たに追加となっています。

洪水予報（臨時）の通知文について
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洪水予報（臨時）の通知文について

追
加

洪水予報の通知文の変更について
令和４年６月１日運用開始

３時間先までの予測水位が、「氾濫する可能性がある水位」に到達した場合に氾濫危険情報（警戒レベル４相当）を発表

これにより、氾濫危険水位の設定時に考慮した条件を上回る急激な水位上昇に対応し、これまでの運用より早い段階から警戒を呼びか
ける事が可能になる。

これまでは「氾濫危険水位」に到達した場合に
氾濫危険情報（警戒レベル４相当）を発表
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水防法（国の機関が行う洪水予報等）

（国の機関が⾏う洪⽔予報等）
第⼗条 気象庁⻑官は、気象等の状況により洪⽔、津波⼜は⾼潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国⼟交通⼤⾂
及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」とい
う。）の協⼒を求めて、これを⼀般に周知させなければならない。
２ 国⼟交通⼤⾂は、⼆以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域⾯積が⼤きい河川で洪⽔により国⺠経済上重⼤な損害を
⽣ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁⻑官と共同して、洪⽔のおそれがあると認められるときは⽔位⼜
は流量を、はん濫した後においては⽔位若しくは流量⼜ははん濫により浸⽔する区域及びその⽔深を⽰して当該河川の状況を関
係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協⼒を求めて、これを⼀般に周知させなければならない。
３ 都道府県知事は、前⼆項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の⽔防計画で定める⽔防管理者及び量
⽔標管理者（量⽔標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量⽔標管理者にあつては、洪⽔⼜は⾼潮
に係る事項に限る。）を通知しなければならない。

（⽔防警報）
第⼗六条 国⼟交通⼤⾂は、洪⽔、津波⼜は⾼潮により国⺠経済上重⼤な損害を⽣ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖
沼⼜は海岸について、都道府県知事は、国⼟交通⼤⾂が指定した河川、湖沼⼜は海岸以外の河川、湖沼⼜は海岸で洪⽔、津波⼜
は⾼潮により相当な損害を⽣ずるおそれがあると認めて指定したものについて、⽔防警報をしなければならない。
２ 国⼟交通⼤⾂は、前項の規定により⽔防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければなら
ない。
３ 都道府県知事は、第⼀項の規定により⽔防警報をしたとき、⼜は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の⽔防計
画で定めるところにより、直ちにその警報事項⼜はその受けた通知に係る事項を関係⽔防管理者その他⽔防に関係のある機関に
通知しなければならない。
４ 国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事は、第⼀項の規定により河川、湖沼⼜は海岸を指定したときは、その旨を公⽰しなければな
らない。 190



河川防災情報提供に関する

国土交通省・熊本県の取り組み

下記のページについては、データをお渡しすることが可能ですので広報紙等での掲載を
お願い致します。

・河川の防災情報の提供の取り組み（事務所ホームページ：雨量・水位情報の提供）
・ 〃 （事務所ホームページ：カメラ）
・ 〃 （ＮＨＫ地上デジタル放送による河川防災情報の提供）
・ 〃 （川の防災情報・アラームメール）
・川の防災情報における県管理河川カメラ画像の追加
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河川の防災情報提供の取り組み（事務所ホームページ：雨量・水位情報の提供）

【熊本河川国道事務所HP】

毎正時又は１０分毎の水位が確認できる。
各水位レベルに応じて数値の色が変化。

毎正時又は１０分毎の雨量、累加雨量が確認できる。

地図又は表から
雨量観測所をクリック

地図又は表から
水位観測所をクリック

防災情報を
クリック

白川・緑川の水位を
クリック

白川・緑川流域の雨量を
クリック

水位観測所の位置
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河川の防災情報提供の取り組み（事務所ホームページ：カメラ）

【熊本河川国道事務所HP】

白川ライブカメラを
クリック

地図又は画像から
見たいカメラをクリック

白川水系に設置してある２０箇所のカメラが見ることができます。

※緑川ライブカメラをクリックすれば、緑川水系に設置してある３４箇所の
カメラも同様に見ることができます。 193



河川の防災情報提供の取り組み（NHK地上デジタル放送による河川防災情報の提供）

河川水位・雨量

ＴＶ画面
河川水位・雨量

ＴＶ画面 フォーカスがあたっている
河川名と観測所名と詳細
情報を表示。

水位レベルに応じて▼が
移動。

観測ポイントごとの水位を「正常」「氾濫注意」「避難判断」「氾濫危険」の５段階と、「欠測」の６種類のアイコンで表示。
アイコンの波や色の高さは、水位レベルに応じて変化する。
「氾濫注意水位」以上の場合、観測所名が黄色に変化、フォーカスを当てると観測所名が赤く変化する。

雨量は強さに
応じて４段階
の青の濃淡で
表示。

●３０～

●１５～

●４～

●0.1～

水位観測所。フォーカスがあたっている観測所はハイライトで表示。
アイコンの色は、水位レベルに応じて【水色・青・黄・桃・赤】に変化する。

 河川防災情報を住民にお知らせする取り組みの一つとして、「地上デジタル放送」のデータ放送用
情報提供システムを構築し、運用。（現在放送メディア：NHKデジタル総合テレビ データ放送）

 取り扱うデータは、九州内の国土交通省・各県等の所有する観測所の水位・雨量データで、ほぼリ
アルタイムで伝達することが可能。（現状（NHK）では１０分更新データを採用）
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河川の防災情報提供の取り組み（川の防災情報・アラームメール）

https://www.river.go.jp/
https://www.river.go.jp/s/
https://www.river.go.jp/e/

川の防災情報

川の防災情報とは、国土交通省が、インターネット等
により提供しているサービスであり、各観測局におけ
る雨量や水位のリアルタイムのデータをパソコンや
スマートフォンを通じて取得できます。

河川情報アラームメール

河川情報アラームメールは九州管内の一級水系
に配置した雨量・水位観測所の中から、利用者
が必要とする観測所を選んで登録すると、基準
値を超過した観測所のデータが配信される仕組
みになっています。
また、配信するタイミングについても、利用者が
利用目的に応じて個別に設定できるようになって
います。

QRコード

河川情報アラームメール（携帯端末）
qsr-kasenalarm-entry@kp.mlit.go.jp 195



河川の防災情報提供の取り組み（川の防災情報）

6時間先までの予測水位

発表されている「洪水予報等」をクリック

「洪水予報文等の本文」をクリック

■国管理河川において洪水予報等を発表した場合には、6時間先までの予測水位を確認できるようになりました。

※6時間先の予測水位については、洪水予報発表時の

予測水位ですので、時間が経過している場合、実際との
乖離が大きくなっていることがあるのでご注意ください。196



河川の防災情報提供の取り組み（川の水位情報）

川の水位情報

川の水位情報とは、２０１８年から設置を進めている危機管理型水位計の水位情報をイン
ターネットやスマートフォンで提供しているサービスです。
また、川の防災情報で提供している水位情報と河川カメラを統合表示しています。
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河川の防災情報提供の取り組み（水害リスクライン）

◆水害リスクラインは、左右岸別・概ね200m毎に上下流連続的に洪水危険度を表示（見
える化）し、災害の切迫感をわかりやすく伝えるため開発したシステム。

①左右岸別・概ね２００ｍごとに計算した水位と堤防の高さや危険水位を比較することで
その区間の洪水の危険度（越水による氾濫や危険水位の超過）を表示する。

②河川CCTVカメラ映像
③破堤点ごとの浸水想定
④観測所上流の流域平均雨量＋水位観測所における現況水位

観測所水位
（ポップアップ） 浸水想定区域図

（スクロール拡大）

カメラ画像
（ポップアップ）

観測所水位
（ポップアップ）

https://frl.river.go.jp/
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緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信（全国的な取組）

平成30年５月１日から、国が管理する白川、緑川で、川が氾濫する可能性が高まった時に、対象
の地域にいる人に氾濫の危険をお知らせする情報が自動で発信されるようになりました。

河川管理者（国）
・気象庁

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

住民の皆様

携帯電話会社
（NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））

洪水情報
緊急速報
メール

•河川氾濫のおそれ

•警戒レベル４相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○（○○市）付近で水
位が上昇し、避難指示の目安となる氾濫危
険水位に到達しました。

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、各自安全確保を図るなど
適切な防災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

•河川氾濫発生

•警戒レベル5相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で堤防が壊れ、河川の水が大量
に溢れ出ています

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、命を守るための適切な防
災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

•緊急速報

•警戒レベル5相当

•こちらは国土交通省九州地方整備局です

•内容：○○川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で河川の水が堤防を越えて流れ
出ています

•行動要請：防災無線、テレビ等で自治体
の情報を確認し、命を守るための適切な防
災行動をとってください

•本通知は、浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺でも受信する
場合があります

！ ×緊急速報

②-ⅱ 河川氾濫発生
（堤防が壊れ、河川の水が大量に溢れ出し
ている時）

②-ⅰ 河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ出ている時）①河川氾濫のおそれ

対象水系：河川 基準観測所 配信エリア

白川水系：白川 代継橋水位観測所（熊本県熊本市） 熊本市

緑川水系：緑川、浜戸川
城南水位観測所 （熊本県熊本市）
中甲橋水位観測所（熊本県下益城郡美里町）

熊本市、宇土市、宇城市、嘉島町、
御船町、甲佐町、美里町

緑川水系：加勢川 大六橋水位観測所（熊本県上益城郡嘉島町） 熊本市、嘉島町、御船町

緑川水系：御船川 御船水位観測所 （熊本県上益城郡御船町） 熊本市、嘉島町、御船町

対象河川と観測所及び配信エリア

氾濫危険水位超過時（レベル４）と氾濫発生時（レベル５）に「緊急速報メール」として、住民へ配信。氾濫危険水位超過時（レベル４）と氾濫発生時（レベル５）に「緊急速報メール」として、住民へ配信。
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地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）

システム概要
国土交通省が提供する浸水シミュレーションシステム。国土交通省の各地方整備局

や都道府県の公表する浸水想定区域図を基に、地理院地図上に浸水域などを表示
することができます。

・自宅や事業所などが浸水するおそれがあるか
・氾濫が生じた場合の浸水範囲や浸水の変化
・CGアニメーションでどの程度の浸水深があるか
・浸水到達時間や浸水継続時間
・水位観測地点から現在の河川の水位情報
・３Ｄ表示で地形と浸水との関係性が直感的に

◇浸水ナビからわかること https://suiboumap.gsi.go.jp/

「浸水ナビ」で検索
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高密度水位計・危機管理型水位計設置による防災情報強化【国土交通省】

【凡例 】
●危機管理型水位計設置箇所
●基準水位観測所
●水位観測所

みどりかわ
危機管理型水位計
(御船町滝川地先）

県管理区間設置箇所国管理区間設置箇所

川の水位情報
：https://k.river.go.jp/

←白川

代継橋

白川河口 小島

子飼橋

白川左岸９／６００
熊本市十禅寺地先

白川中央１３／２００
大甲橋

（H30設置）

白川左岸１６／５００
熊本市渡鹿地先

（H30設置）

（R1設置）

←加勢川

←浜戸川

←緑川

中甲橋

城南

大六橋

御船

網津

（H30設置）

上揚

御船川左岸４／２００
御船町滝川地先

御船川右岸３／２００
御船町小坂地先

御船川左岸３／２００
御船町小坂地先御船川左岸０／６００

嘉島町上島地先

緑川右岸１５／６００
御船町豊秋地先

緑川左岸１２／６００
城南町永地先

加勢川右岸１０／６００
熊本市下無田地先

浜戸川左岸１／０００
宇土市新開町地先

緑川右岸７／７５０
熊本市野田地先

加勢川左岸４／０００
熊本市野田地先

加勢川左岸２／６００
熊本市野田地先

緑川右岸２８／１５０
甲佐町豊内地先

（H30設置）

緑川左岸２４／０００
甲佐町船津地先

（H30設置）

緑川右岸２２／２９０
甲佐町糸田地先

（H30設置）

緑川右岸１６／５００
熊本市出水地先

（H30設置）

緑川右岸１２／２００
嘉島町上仲間地先

御船川右岸５／１００
御船町滝川地先

（H30設置）

加勢川右岸７／６００
熊本市御幸木部地先

（H30設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

（R1設置）

←御船川

○熊本河川国道事務所では、河川に整備しているCCTVカメラで視認の出来ない危険箇所等において、危機管理
型水位計を設置。

○出水時に危険箇所実位置での水位観測（現状把握）を行うことにより、関係市町へ、より正確な防災情報を提供。
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黒川

中松

橋

川

木葉
玉東

鶴羽田橋

須屋

山室橋

吉原橋

高平橋

西里

鶴野橋

天満橋

坪井下流

池上
坪井 健軍川

藻器堀川

除川

千間江湖

南高江

県津森

赤井

網津川

潤川
県御船

浅川

五丁川

八間川

鏡川

立門

片角

河原川

旭志

泗水

第二大鞘橋

千 町北村

花原川

乙姫川

黒川

赤井川

岩戸川
木部川

五老ヶ滝川

竜野川

浜戸川

小川

白川

笹原川

上久具橋松崎橋

小熊野川

浜戸川

津留川

松本橋

黒川３
黒川２

釈迦院川

秋津川
秋津川(益城)

筒川

千滝川

木山川（阿蘇）

木山川（阿蘇）

神掛橋

落合橋
嘉島

大矢川

吉田川岩村川

岩原川
千田川

浦谷川

江田川

日平川

千田川

豊田川
浦田川

三蔵川

川

白木川

川

上生川
堀川

峠川

矢護川

明神川

長崎川

八枚戸川

八間川
鏡川

田川

危機管理型水位計設置による防災情報強化【熊本県】

○熊本県では、河川の監視体制や県民への情報提供を強化するため危機管理型水位計を設置。
【合計113ヵ所（うち白川緑川水系22ヵ所）。R5.3末時点】

○出水時に河川の監視や県民の早期避難につなげることを目的として、より正確な防災情報を提供。

【白川緑川水系】

従来型 危機管理型

１級水系 ３４ ７９

２級水系 ５９ ３４

川の水位情報：https://k.river.go.jp/

事務所 級 ⽔系 河川名
上益城 １級 緑川 ⻯野川
上益城 １級 緑川 五⽼滝川
上益城 １級 緑川 笹原川
上益城 １級 緑川 ⼤⽮川
宇城 １級 緑川 ⼩熊野川
宇城 ２級 ⻑崎川 ⻑崎川
宇城 ２級 郡浦川 郡浦川
宇城 ２級 ⼤野川 明神川
宇城 ２級 ⼋枚⼾川 ⼋枚⼾川
宇城 １級 緑川 浜⼾川
宇城 ２級 網⽥川 網⽥川
宇城 １級 緑川 津留川
宇城 １級 緑川 釈迦院川
宇城 １級 緑川 筒川
⼋代 ２級 流藻川 流藻川
⼋代 ２級 ⼆⾒川 下⼤野川
⼋代 ２級 ⼤鞘川 夜狩川
⼋代 １級 球磨川 油⾕川
⼋代 ２級 ⼋間川 ⼋間川
芦北 ２級 佐敷川 ⼄千屋川
芦北 １級 球磨川 吉尾川
芦北 ２級 湯の浦川 橋本川
球磨 １級 球磨川 銅⼭川
球磨 １級 球磨川 免⽥川
球磨 １級 球磨川 ⼩川
球磨 １級 球磨川 川内川
球磨 １級 球磨川 ⼭⽥川
球磨 １級 球磨川 出⽔川
球磨 １級 球磨川 ⽜繰川
球磨 １級 球磨川 ⼩椎川
球磨 １級 球磨川 柳橋川
球磨 １級 球磨川 万江川
⿅本 １級 菊池川 千⽥川
阿蘇 １級 筑後川 筑後川
阿蘇 １級 筑後川 志賀瀬川
阿蘇 １級 緑川 ⽊⼭川
⼋代 ２級 鏡川 鏡川
芦北 ２級 津奈⽊川 津奈⽊川
球磨 １級 球磨川 胸川
天草 ２級 町⼭⼝川 町⼭⼝川
球磨 １級 球磨川 万江川
球磨 １級 球磨川 万江川
球磨 １級 球磨川 免⽥川
球磨 １級 球磨川 免⽥川
球磨 １級 球磨川 ⼩さで川
球磨 １級 球磨川 都川
⼋代 １級 球磨川 百済⽊川
芦北 ２級 佐敷川 佐敷川
芦北 ２級 佐敷川 宮浦川
⽟名 ２級 関川 関川
球磨 １級 球磨川 川内川
球磨 １級 球磨川 鵜川
球磨 １級 球磨川 那良川
球磨 １級 球磨川 芋川
球磨 １級 球磨川 中園川
球磨 １級 球磨川 告川

事務所 級 ⽔系 河川名
菊池 １級 菊池川 峠川
菊池 ２級 坪井川 堀川
菊池 １級 菊池川 上⽣川
菊池 １級 ⽩川 ⽩川
菊池 １級 菊池川 ⽮護川
⿅本 １級 菊池川 上内⽥川
⿅本 １級 菊池川 ⽊野川
⿅本 １級 菊池川 岩原川
⿅本 １級 菊池川 岩村川
⿅本 １級 菊池川 岩野川
⿅本 １級 菊池川 吉⽥川
⿅本 １級 菊池川 千⽥川
⿅本 １級 菊池川 浦⽅川
阿蘇 １級 筑後川 志賀瀬川2
阿蘇 １級 筑後川 志賀瀬川1
阿蘇 １級 筑後川 筑後川
阿蘇 １級 筑後川 中原川
阿蘇 １級 ⼤野川 ⽟来川1
阿蘇 １級 ⼤野川 ⽟来川2
阿蘇 １級 ⽩川 ⿊川2
阿蘇 １級 ⽩川 ⿊川3
阿蘇 １級 ⽩川 ⿊川1
阿蘇 １級 ⽩川 花原川
阿蘇 １級 ⽩川 ⼄姫川
阿蘇 １級 緑川 ⽊⼭川
阿蘇 １級 ⼤野川 産⼭川
天草 ２級 合津川 合津川
天草 ２級 ⻲川 ⻲川
天草 ２級 ⾼浜川 ⾼浜川
天草 ２級 ⼤江川 ⼤江川
天草 ２級 ⼤宮地川 碇⽯川
天草 ２級 ⼀町⽥川 葛河内川

天草 ２級 ⼀町⽥川 ⽩⽊河内川
天草 ２級 上津浦川 上津浦川
天草 ２級 上津浦川 稗⽥川
天草 ２級 楠甫川 楠甫川
⽟名 １級 菊池川 三蔵川
⽟名 ２級 ⾏末川 友⽥川
⽟名 ２級 浦川 増永川
⽟名 １級 菊池川 ⽩⽊川
⽟名 １級 菊池川 浦⽥川
⽟名 １級 菊池川 江⽥川
⽟名 １級 菊池川 ⽇平川
⽟名 １級 菊池川 浦⾕川
⽟名 １級 菊池川 ⼗町川
⽟名 １級 菊池川 岩村川
⽟名 ２級 宮崎川 宮崎川
⽟名 １級 菊池川 内⽥川
⽟名 ２級 関川 琵琶瀬川
⽟名 ２級 唐⼈川 唐⼈川
⽟名 ２級 関川 関川
熊本 １級 緑川 ⽊部川
熊本 １級 緑川 秋津川
熊本 １級 菊池川 豊⽥川
上益城 １級 緑川 秋津川
上益城 １級 緑川 ⾚井川
上益城 １級 緑川 岩⼾川
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河川水位の予測情報提供

CCTVカメラ状況

白川・緑川防災情報提供システム（市町村向け）

ホットライン（防災情報提供）

トップ画面
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白川・緑川水系
重要水防箇所について
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所現行の重要水防箇所評定基準

種別 重要度A 重要度B 要注意区間

越水
（溢水）

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）が現況の堤防高を越える箇所。

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

堤体漏水

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の
生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴
（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えら
れる箇所。

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じ
ていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。
堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）はないが、堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じ
る堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられ
る箇所。

基礎地盤漏水

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそ
れがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状
の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと
考えられる箇所。

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の
機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が
集中している箇所。
堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状
況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の
機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考え
られる箇所。

水衝・洗掘

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工
の箇所。
橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が
洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。波浪による河岸
の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されてい
るが、その対策が未施工の箇所。

工作物

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管
その他の工作物の設置されている箇所。
橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕
高に満たない箇所。

工事施工
出水期間中に堤防を開削する工
事箇所又は仮締切等により本堤
に影響を及ぼす箇所。

新堤防・破堤跡・旧川跡
新堤防で築造後3年以内の箇所。
破堤跡又は旧川跡の箇所。

陸閘 陸閘が設置されている箇所。205



国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「堤体漏水」

排水不良による法すべり

「しぼり水」の例

堤体漏水は、河川
の水位が上昇する
ことで堤防内に水が
浸透し、法尻付近で
漏水が発生し法面
のすべり等により破
堤に至る
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所評定基準

「基礎地盤漏水」

基礎地盤漏水は、
河川の水位が上
昇することで堤防
下部の地層から
水みちが発生し、
川裏で漏水し、破
堤に至る

漏水による噴砂の例

漏水による噴砂の例
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所

○白川水系

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 34.454 7.101 16.644 2.314 26.059
Ｒ6年度 34.454 7.101 16.221 2.635 25.957
増減 0.000 0.000 -0.423 0.321 -0.102

○緑川水系

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 99.624 8.795 64.619 6.381 79.795
Ｒ6年度 99.624 8.795 64.430 4.184 77.409
増減 0.000 0.000 -0.189 -2.197 -2.386

緑川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 58.625 5.595 33.169 5.180 43.944
Ｒ6年度 58.625 5.595 32.980 3.073 41.648
増減 0.000 0.000 -0.189 -2.107 -2.296
加勢川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 20.553 2.600 15.800 0.000 18.400
Ｒ6年度 20.553 2.600 15.800 0.000 18.400
増減 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
御船川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 10.477 0.600 6.850 0.322 7.772
Ｒ6年度 10.477 0.600 6.850 0.322 7.772
増減 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
浜戸川

年度
国管理

区間延長
Ａ区間 Ｂ区間 要注意区間 合計

Ｒ5年度 9.969 0.000 8.800 0.879 9.679
Ｒ6年度 9.969 0.000 8.800 0.789 9.589
増減 0.000 0.000 0.000 -0.090 -0.090

重要水防箇所の変化（R6.3（新）版）

単位：km

白川水系・・・
重要水防Ｂランクが約420m減少し、要注意区間が320m
増加した。ランク変更要因として、高潮区間の堤防嵩上げ
によるものである。

緑川水系・・・
重要水防Bランクが約190m減少し、要注意区間が約
2,200m減少した。ランク変更要因として浜戸川（緑川合流
点付近）の築堤工事完了と工事から3年経過によるもので
ある。ランク変更箇所は緑川のみである。
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：

評価 (越水 B) 
→ 要注意

理由 工事完了による変更

評価 要注意
→ ランク外

理由 施工から3年経過

・工事完了による変更
・施工から3年経過による要注意削除

評価 (越水 B) (基礎地盤B)
→ （基礎地盤B）

理由 工事完了による変更

評価 (基礎地盤B) 
→(基礎地盤B) 要注意

理由 工事完了による変更
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：

・重要水防ランク変更なし
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

・施工から3年経過による要注意削除

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

・工事完了による変更
・施工から3年経過による要注意削除

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過

評価 要注意
→ ランク外

理由 施工から3年経過

評価 要注意
→ランク外

理由 施工から3年経過

評価 要注意
→ ランク外

理由 施工から3年経過

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過

評価 (越水 B) 要注意
→ (越水 B)

理由 施工から3年経過

評価 (越水 B)
→(越水 B) 要注意

理由 工事完了による変更

評価 (越水 B)
→(越水 B) 要注意

理由 工事完了による変更

評価 ランク外
→要注意

理由 工事完了による変更

評価 (越水 B)
→要注意

理由 工事完了による変更
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：・重要水防ランク変更なし
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

・重要水防ランク変更なし

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

・重要水防ランク変更なし

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：
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国土交通省 九州地方整備局
熊本河川国道事務所重要水防箇所の設定（R6.3（新）版）

・重要水防ランク変更なし

重要水防ランクアップ：
重要水防ランクダウン：
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緑川流域タイムライン（案）
(１) 流域タイムライン発動段階 （２）流域注意段階 （３） 流域警戒段階 （４） 早期避難段階 （５） 避難段階 （６） 避難完了段階 （７） 応急対応段階

３～２日前準備 １日前準備

気象情報

○3～2日後に台風が緑川流域に影響する恐れ
○3～2日後に大雨が予想され緑川流域に影響する恐れ
○早期注意情報（警報級の可能性）（中・高）
○府県気象情報

○1日後に台風が緑川流域に影響する恐れ
○1日後に大雨が予想され緑川流域に影響する恐れ
○大雨注意報
〇洪水注意報

○大雨警報（浸水害）
○大雨警報（土砂災害）
○梅雨期末期に大雨の可能性
○府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
〇洪水警報

○顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）が発表された
とき
○緑川流域内（管内）で土砂災害警戒情報発表
○記録的短時間大雨情報発表

○緑川流域内（管内）で、大雨特別警報発表 ○洪水による災害が発生
○土砂災害が発生

国管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
城南：3.30m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
中甲橋：2.00m（熊本、美里、御船、甲佐）
大六橋：2.50m（熊本、御船、嘉島）
御船：2.00m（熊本、御船、嘉島）

○氾濫注意水位超過
城南：4.30m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
中甲橋：3.00m（熊本、美里、御船、甲佐）
大六橋：3.20m（熊本、御船、嘉島）
御船：3.00m（熊本、御船、嘉島）

○避難判断水位超過
城南：5.80m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
中甲橋：4.10m（熊本、美里、御船、甲佐）
大六橋：3.90m（熊本、御船、嘉島）
御船：3.60m（熊本、御船、嘉島）

○氾濫危険水位超過
城南：6.20m（熊本、宇土、宇城、御船、嘉島、甲佐）
中甲橋：4.60m（熊本、美里、御船、甲佐）
大六橋：4.40m（熊本、御船、嘉島）
御船：4.30m（熊本、御船、嘉島）

県管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
天明新川（南高江）　：2.67m（熊本）

　浜戸川（浜戸川）　　　：2.09m（熊本）
　健軍川（健軍川）　　　：0.88m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.10m（熊本）
　潤川（潤川） ：1.96m（宇土）
　木山川（県津森）　　　：1.70m（益城）
　木山川（赤井） ：2.53m（益城）
　矢形川（落合橋）　　　：2.15m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：4.68m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　　　：2.17m（山都）
　御船川（県御船）　　　：3.03m（御船）

○氾濫注意水位超過
天明新川（南高江）　：2.84m（熊本）

　浜戸川（浜戸川）　 　：2.96m（熊本）
　健軍川（健軍川）　 　：1.45m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.76m（熊本）
　潤川（潤川） ：2.16m（宇土）
　木山川（県津森）　 　：2.28m（益城）
　木山川（赤井） ：3.63m（益城）
　矢形川（落合橋）　 　：3.38m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：5.75m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　 　：2.77m（山都）
　御船川（県御船）　 　：3.62m（御船）

○避難判断水位超過
天明新川（南高江）　：2.84m（熊本）

　浜戸川（浜戸川）　　　：2.96m（熊本）
　健軍川（健軍川）　　　：1.45m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：1.76m（熊本）
　潤川（潤川） ：2.16m（宇土）
　木山川（県津森）　　　：3.14m（益城）
　木山川（赤井） ：3.86m（益城）
　矢形川（落合橋）　　　：3.65m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：6.91m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　　　：2.77m（山都）
　御船川（県御船）　　　：3.62m（御船）

○氾濫危険水位超過
天明新川（南高江）　：3.12m（熊本）

　浜戸川（浜戸川）　　　：3.42m（熊本）
　健軍川（健軍川）　　　：1.99m（熊本）
　藻器堀川（藻器堀川）：2.02m（熊本）
　潤川（潤川） ：2.28m（宇土）
　木山川（県津森）　　　：3.35m（益城）
　木山川（赤井） ：4.39m（益城）
　矢形川（落合橋）　　　：3.76m（御船）
　矢形川（嘉島）　　 　：7.01m（嘉島）
　千滝川（千滝川）　　　：3.21m（山都）
　御船川（県御船）　　　：3.93m（御船）

その他
□流域タイムライン発動の内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報共有（開催された
場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□流域注意段階への移行を内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報共有（開催された
場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□流域警戒段階への移行を内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□早期避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□避難完了段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有 災

害
発
生

□避難対応段階への移行（災害発生）について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリストによる情報共有

□下記情報を提供
・早期注意情報［警報級の可能性］
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨注意報［浸水・土砂］
・洪水注意報
・土砂キキクル：黄色
・洪水キキクル：黄色
・浸水キキクル：黄色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨警報［浸水・土砂］
・大雨注意報［土砂：夜間～早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替

える可能性が高い注意報］
・洪水警報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：緑川氾濫注意情報
・土砂キキクル：赤色
・洪水キキクル：赤色
・浸水キキクル：赤色
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・土砂災害警戒情報
・洪水予報：緑川氾濫警戒情報
・土砂キキクル：赤色→紫色
・洪水キキクル：赤色→紫色
・浸水キキクル：赤色→紫色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）
・各種府県気象情報
・記録的短時間大雨情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・大雨特別警報［浸水・土砂］
・洪水予報：緑川氾濫危険情報
・土砂キキクル：紫色→黒色
・洪水キキクル：紫色→黒色
・浸水キキクル：紫色→黒色
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発生）
・記録的短時間大雨情報
・各種府県気象情報
・気象台ホットライン

□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
・洪水予報：緑川氾濫発生情報

 ・土砂キキクル：黒色
 ・洪水キキクル：黒色
 ・浸水キキクル：黒色
□合同記者発表（必要に応じて）
□管内市町村の対応状況の確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□事務所HP（防災情報）等にてリアルタイム情報を提供（以降継
続）
□気象・海象情報収集（降雨、台風進路、高潮情報の確認）　（以
降継続）
□施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認
□災害対策用資機材・復旧資機材等の確認及び確保
□リエゾン体制の確認
□協力機関の体制確認
□緑川ダムの予備、事前放流の可能性について確認
□船津ダム、天君ダムの予備、事前放流の可能性について確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場合、緑川ダムが事
前放流を行う場合）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）
□緑川ダムの予備、事前放流の可能性について確認
□船津ダム、天君ダムの予備、事前放流の可能性について確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□流域市町村の災害情報収集(以降継続）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場合、緑川ダムが洪
水調節を行う場合、水防団待機水位を超過した場合）
■水防警報（待機・準備）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供
□緑川ダム・船津ダム・天君ダム放流情報の把握（以後継続）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□警戒体制の発令（氾濫注意水位を超過した場合、緑川ダムが
洪水調節を行う場合）
■洪水予報（氾濫注意情報）を関係機関に周知
■水防警報（出動）
□ホットライン（氾濫注意水位到達）
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後継
続）
□応援体制の確認・必要に応じ要請（防災エキスパート等）
□市町村からの要請に基づきリエゾン派遣の調整

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
■洪水予報（氾濫警戒情報）を関係機関に周知
■水防警報（警戒）
□ホットライン（避難判断水位到達）
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□市町村からの要請に基づきリエゾンの派遣

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場合、緑川ダムの
放流量が計画最大放流量に達し、またはその恐れがある場合、
あるいは、ただし書き操作を行う場合）
■洪水予報（氾濫危険情報） を関係機関に周知
□ホットライン（氾濫危険水位到達）
□ホットライン（大雨特別警報発表時）
□ホットライン（連続（概ね３時間内）して、２回記録的短時間大雨
情報が発表された場合）
□堤防等の河川管理施設の被害、内水や市町村の避難・被害、
水防団の活動状況の情報収集(以降継続）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必要に応じて）
■洪水予報（氾濫発生情報）　関係機関に周知
□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け入れ
□排水機場運転調整（停止）指示
□ホットライン（氾濫発生・堤防決壊）
□TEC-FORCE受入れ
□緊急復旧

□気象情報の把握（以降継続）
■下記情報を発信
・緑川ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
放流や事前放流を行う場合）

■下記情報を発信
・緑川ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
放流や事前放流を行う場合）
□洪水警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
・緑川ダムの「放流開始」の通知や現在の状況や今後の予定等
□警戒体制移行の判断
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの「洪水調節開始」の通知や現在の状況や今後の予定
等

■下記情報を発信
・緑川ダムの「緊急放流開始３時間前・１時間前」の通知や現在の
状況等
□非常体制移行の判断
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの「緊急放流開始」の通知や現在の状況等
□サイレン等による警報の実施

■下記情報を発信
・緑川ダムの現在の状況や今後の予定等

県庁

□市町村へ住民の早期避難の呼びかけを依頼（必要に応じて）
□知事等から県民へ早期避難の呼びかけを実施（甚大な被害が
想定される場合）
□気象庁から気象情報を入手（以降継続）

□注意体制（梅雨期）
□被害状況等の確認
□市町村等への注意喚起

□災害警戒本部の設置
□避難指示の発令状況確認
□被害状況等の 把握確認
□九地整、自衛隊等ＬＯ派遣受入の検討・準備、市町村へのＬＯ
派遣の確認
□報道機関への避難判断水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□県災害対策本部の設置
□被害状況等の確認
□緊急安全確保の発令状況の確認
□災害の発生のおそれ段階での応援の検討（県内応援・緊急消
防援助隊）
□報道機関への氾濫危険水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□被害状況等の確認
□緊急消防援助隊の要請、自衛隊災害派遣要請の検討
□各種応援協定等に基づく応援要請検討
□報道機関への氾濫発生情報発表
□自衛隊へ災害派遣要請

宇城
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する避難所の開設場
所確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後継
続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間大雨情報が発
令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

○○
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する避難所の開設場
所確認
□消防局等関係機関との連携確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村へ連絡（以後継
続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避難状況も併せて
確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間大雨情報が発
令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水位到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

船津ダム
企業局

□気象情報の把握（以降継続）
■下記情報を発信
・船津ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
放流や事前放流を行う場合）

■下記情報を発信
・船津ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
放流や事前放流を行う場合）
□洪水警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
・船津ダムの「放流開始」の通知
□サイレンによる警報の実施。パトロールによる警戒の実施。

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□緑川ダムとの連携

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□緑川ダムとの連携

■下記情報を発信
・船津ダムの「洪水流量到達」等の通知
□非常体制移行の判断
□緑川ダムとの連携

□緑川ダムとの連携

天君ダム
 農村振興局
 （御船町）
御船町
上益城
地域振興局
県庁

□気象情報の把握（以降継続）
 ■下記情報を発信
 ・天君ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
 放流や事前放流を行う場合）

 □下記情報を発信
 ・天君ダムの予備放流や事前放流の現状や今後の予定等（予備
 放流や事前放流を行う場合）
■予備警戒体制の発令（注意報が発表された場合、洪水が予想
される場合）

■下記情報を発信
 ・天君ダムの「放流開始、洪水調節開始」の通知や現在の状況等
 の現状や今後の予定等
・天君ダムの「流入量が洪水量に達したとき、放流開始」等の通知
□サイレン・警報車等による警報の実施
■洪水警戒体制の発令（警報が発表された場合、洪水が予想さ
れる場合）

■下記情報を発信
 ・天君ダムの「洪水調節開始」の通知や現在の状況等の現状や今
 後の予定等
・天君ダムの「流入量が設計洪水量の５０％に達したとき、流入量
が設計洪水量に達したとき」等の通知

■下記情報を発信
 ・天君ダムの「緊急放流予告」の通知や現在の状況等
・天君ダムの「緊急放流開始３時間前・１時間前」の通知や現在の
状況等
□非常体制移行の判断
□サイレン・警報車等による警報の実施

■下記情報を発信
・天君ダムの「緊急放流開始」の通知や現在の状況等
 □非常体制移行の判断
□サイレン・警報車等による警報の実施

■下記情報を発信
 ・天君ダムの「緊急放流開始」の通知や現在の状況等
・天君ダムの現在の状況や今後の予定等

熊本市
□情報収集態勢
□（状況により）初動準備態勢

□初動準備態勢
□(状況により)高齢者等避難

□初動準備態勢（維持） □応急活動準備態勢
□高齢者等避難
□避難指示

□災害対応態勢
□避難指示
□緊急安全確保

□全庁総力態勢
□緊急安全確保

宇土市
□防災初期対応対策会議 □注意体制 □警報体制　□災対本部設置 □特別警戒水位

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位
□緊急安全確保

宇城市

□注意報発令態勢
□（状況により）警報待機態勢

□警報発令態勢　□第一次防災体制 □警報発令態勢（維持）　□第二次防災体制 □待機配備態勢　□第三次防災体制
□高齢者等避難
□一号配備態勢　□第四次防災体制
□避難指示

□災害対策本部体制
□緊急安全確保

美里町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

大津町
□通常体制 □職員　注意体制 □職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）

□避難所開設
□高齢者等避難検討

□職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）
□避難所開設
□高齢者等避難

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　災害対策本部設置
□避難所開設　災害対応
□緊急安全確保

菊陽町

 □水防警戒第一段階（待機） ・堤防警戒配置につく   □水防警戒第二段階（準備）　・器具・資材の整備　・出動準備 □水防警戒第三段階（出動）
・水防活動

□高齢者等避難

□避難指示

西原村
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

御船町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

嘉島町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

益城町
□注意体制 □注意体制 □警戒体制　　□高齢者等避難 □警戒体制 □高齢者等避難

□避難指示
□第１号配備体制　　□第２号配備体制
□災害警戒本部 □避難指示

□緊急安全確保　　□第３号配備体制
□災害対策本部

甲佐町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

山都町
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

【令和６年度　試行版（案）】

□警戒体制
□高齢者等避難の発令状況確認
□市町村避難所開設状況の確認
□被害状況等の確認

緑川流域模式図
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白川流域タイムライン（案）
(１) 流域タイムライン発動段階 （２）流域注意段階 （３） 流域警戒段階 （４） 早期避難段階 （５） 避難段階 （６） 避難完了段階 （７） 応急対応段階

３～２日前準備 １日前準備

気象情報

○3～2日後に台風が白川流域に影響する恐れ
○3～2日後に大雨が予想され白川流域に影響
する恐れ
○早期注意情報（警報級の可能性）（中・高）
○府県気象情報

○1日後に台風が白川流域に影響する恐れ
○1日後に大雨が予想され緑川流域に影響する
恐れ
○大雨注意報
〇洪水注意報

○大雨警報（浸水害）
○大雨警報（土砂災害）
○梅雨期末期に大雨の可能性
○府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
〇洪水警報

○顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発
生）が発表されたとき
○白川流域内（管内）で土砂災害警戒情報発表
○記録的短時間大雨情報発表

○白川流域内（管内）で、大雨特別警報発表 ○洪水による災害が発生
○土砂災害が発生

国管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
代継橋：2.50m（熊本）

○氾濫注意水位超過
代継橋：3.70m（熊本）

○避難判断水位超過
代継橋：4.70m（熊本）

○氾濫危険水位超過
代継橋：5.00m（熊本）

県管理河川
の水位情報

○水防団待機水位超過
白川（吉原橋）：1.67m（熊本）
黒川（黒川）　 ：2.07m（阿蘇）
白川（中松）　 ：1.52m（南阿蘇）

○氾濫注意水位超過
白川（吉原橋）：2.62m（熊本）
黒川（黒川）　 ：3.45m（阿蘇）
白川（中松）　 ：2.41m（南阿蘇）

○避難判断水位超過
白川（吉原橋）：3.51m（熊本）
黒川（黒川）　 ：3.65m（阿蘇）
白川（中松）　 ：2.69m（南阿蘇）

○氾濫危険水位超過
白川（吉原橋）：3.95m（熊本）
黒川（黒川）　 ：4.53m（阿蘇）
白川（中松）　 ：3.07m（南阿蘇）

その他
□流域タイムライン発動の内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報
共有（開催された場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□流域注意段階への移行を内部周知
□大雨・台風説明会（気象台）への参加
□流域タイムラインメンバーWeb会議による情報
共有（開催された場合）
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□流域警戒段階への移行を内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□早期避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□避難段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□避難完了段階への移行について内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

災
害
発
生

□避難対応段階への移行（災害発生）について
内部周知
□流域タイムラインメンバーへのメーリングリスト
による情報共有

□下記情報を提供
 ・早期注意情報［警報級の可能性］
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・大雨注意報［浸水・土砂］
 ・洪水注意報
 ・土砂キキクル：黄色
 ・洪水キキクル：黄色
 ・浸水キキクル：黄色
 ・各種府県気象情報
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・大雨警報［浸水・土砂］
 ・大雨注意報［土砂：夜間～早朝に大雨警報（土
砂災害）に切り替える可能性が高い注意報］
 ・洪水警報
 ・土砂キキクル：赤色
 ・洪水キキクル：赤色
 ・浸水キキクル：赤色
 ・各種府県気象情報（線状降水帯予測を含む）
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・洪水予報：白川氾濫注意情報
 ・土砂キキクル：赤色
 ・洪水キキクル：赤色
 ・浸水キキクル：赤色
 ・各種府県気象情報
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・土砂災害警戒情報
 ・洪水予報：白川氾濫警戒情報
 ・土砂キキクル：赤色→紫色
 ・洪水キキクル：赤色→紫色
 ・浸水キキクル：赤色→紫色
 ・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発
生）
 ・各種府県気象情報
 ・記録的短時間大雨情報
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・大雨特別警報［浸水・土砂］
 ・洪水予報：白川氾濫危険情報
 ・土砂キキクル：紫色→黒色
 ・洪水キキクル：紫色→黒色
 ・浸水キキクル：紫色→黒色
 ・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯発
生）
 ・記録的短時間大雨情報
 ・各種府県気象情報
 ・気象台ホットライン
□合同記者発表（必要に応じて）

□下記情報を提供
 ・洪水予報：白川氾濫発生情報
 ・土砂キキクル：黒色
 ・洪水キキクル：黒色
 ・浸水キキクル：黒色
□合同記者発表（必要に応じて）
□管内市町村の対応状況の確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□事務所HP（防災情報）等にてリアルタイム情報
を提供（以降継続）
□気象・海象情報収集（降雨、台風進路、高潮情
報の確認）　（以降継続）
□施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認
□災害対策用資機材・復旧資機材等の確認及び
確保
□リエゾン体制の確認
□協力機関の体制確認

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場
合）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□流域市町村の災害情報収集(以降継続）
□注意体制の発令（大雨警報が発表された場
合、水防団待機水位を超過した場合）
■水防警報（待機・準備）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□警戒体制の発令（氾濫注意水位を超過した場
合）
■洪水予報（氾濫注意情報）を関係機関に周知
■水防警報（出動）
□ホットライン（氾濫注意水位到達）
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村
へ連絡（以後継続）
□応援体制の確認・必要に応じ要請（防災エキス
パート等）
□市町村からの要請に基づきリエゾン派遣の調
整

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
■洪水予報（氾濫警戒情報）を関係機関に周知
■水防警報（警戒）
□ホットライン（避難判断水位到達）
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避
難状況も併せて確認）
□市町村からの要請に基づきリエゾンの派遣

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場
合）
■洪水予報（氾濫危険情報） を関係機関に周知
□ホットライン（氾濫危険水位到達）
□ホットライン（大雨特別警報発表時）
□ホットライン（連続（概ね３時間内）して、２回記
録的短時間大雨情報が発表された場合）
□堤防等の河川管理施設の被害、内水や市町
村の避難・被害、水防団の活動状況の情報収集
(以降継続）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水
位到達の通知）

□熊本地方気象台との合同記者発表・会見(必
要に応じて）
■洪水予報（氾濫発生情報）　関係機関に周知
□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け
入れ
□排水機場運転調整（停止）指示
□ホットライン（氾濫発生・堤防決壊）
□TEC-FORCE受入れ
□緊急復旧

□防災情報（気象、降雨、水位、流量情報）の収
集・記録・分析（以降継続）
□被害情報の収集分析（以降継続）

□注意体制の発令（洪水警戒体制発令基準【①
警報発令、②台風中心位置、③2時間雨量＆累
加雨量】に該当した場合）

■下記情報を発信
・立野ダムの「洪水警戒体制」の通知

□注意体制の発令（洪水警戒体制発令基準【①
警報発令、②台風中心位置、③2時間雨量＆累
加雨量】に該当した場合)
□現場巡視（点検）の実施
□洪水警戒体制の発令（注意体制が発令され、
流入量が洪水量500m3/sを超えるとことが予想さ
れる場合）
■下記情報を発信
・立野ダムの「洪水警戒体制」の通知
・立野ダムの「防災操作（洪水調節）開始」や現在
の状況等の現状や今後の予定等の情報提供

□警戒体制の発令（注意体制が発令され、流入
量が洪水量500m3/sを超えるとことが予想される
場合、氾濫注意水位を超過した場合、または工
事用道路等に規制を伴う災害が発生した場合）
□現場巡視（点検）の実施
■下記情報を発信
・立野ダムの「防災操作（洪水調節）開始」や現在
の状況等の現状や今後の予定等の情報提供

□非常体制の発令（サーチャージ水位超過の恐
れがある場合（警報実施基準該当時））
■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流予告」の
通知（3時間前、1時間前）や現在の状況等の情
報提供
□サイレン・警報車等による警報の実施

□非常体制の発令（氾濫危険水位を超過した場
合、または工事用道路等に重大な災害が発生し
た場合）
□現場巡視（点検）の実施
■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流開始」の
通知や現在の状況等の情報提供
□サイレンによる警報の実施

□災害応援・災害対策機械等の要請・出動・受け
入れ
□現地対策支部の設置
□TEC-FORCE受入れ

■下記情報を発信
・立野ダムの「非常用洪水吐からの越流終了」や
現在の状況等の情報提供

県庁

□市町村へ住民の早期避難の呼びかけを依頼
（必要に応じて）
□知事等から県民へ早期避難の呼びかけを実
施（甚大な被害が想定される場合）
□気象庁から気象情報を入手（以降継続）

□注意体制（梅雨期）
□被害状況等の確認
□市町村等への注意喚起

□災害警戒本部の設置
□避難指示の発令状況確認
□被害状況等の確認
□九地整、自衛隊等ＬＯ派遣受入の検討・準備、
市町村へのＬＯ派遣の確認
□報道機関への避難判断水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□県災害対策本部の設置
□被害状況等の確認
□緊急安全確保の発令状況の確認
□災害の発生のおそれ段階での応援の検討（県
内応援・緊急消防援助隊）
□報道機関への氾濫危険水位超過情報発表
□市町村避難所開設状況の確認

□被害状況等の確認
□緊急消防援助隊の要請、自衛隊災害派遣要
請の検討
□各種応援協定等に基づく応援要請検討
□報道機関への氾濫発生情報発表
□自衛隊へ災害派遣要請

○○
地域振興局

□気象情報の把握（以降継続） □対処方針の検討
□管内市町村への注意喚起、連携確認
□通信システム、情報連絡網等の再点検
□各市町村区と予防的自主避難者に対応する
避難所の開設場所確認
□消防局等関係機関との連携確認
□注意体制（梅雨期のみ）
□職員出勤（急激な水位上昇の監視）

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
■水防警報（待機・準備）発表
□警戒体制（以降継続）
□排水施設運転開始の準備
□樋門樋管等の操作委託先へ情報提供

□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村の避難者数の把握
□管内市町村の被害状況等の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情
報発表）
■水防警報（出動）発表
□CCTVによる監視強化
□河川巡視開始
□河川巡視で確認された被害情報を関係市町村
へ連絡（以後継続）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■水防警報（警戒）発表
□樋門・樋管操作状況の情報共有（操作員の避
難状況も併せて確認）
□管内市町村の避難者数の把握
□市町村首長へのホットライン（土砂災害警戒情
報発表）

□地方災害対策本部の設置
□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
□管内市町村への大雨特別警報・記録的短時間
大雨情報が発令された旨の伝達
■水防警報（厳重警戒）発表
□市町村長へのホットライン（氾濫危険水位到
達）
□河川巡視員への退避指示（必要に応じ）
□樋門・樋管操作員への退避指示（必要に応じ）
□流量観測員への退避指示（必要に応じ）
□排水機場運転調整（停止）開始準備（開始水
位到達の通知）

□管内市町村の被害状況等の把握
□管内市町村の避難所開設状況の把握
□管内市町村の避難情報の発令状況の把握
■氾濫発生情報発表
□市町村長へのホットライン（氾濫発生）

熊本市
□ 情報収集態勢
□（状況により）初動準備態勢

□初動準備態勢
□(状況により)高齢者等避難

□初動準備態勢（維持） □応急活動準備態勢
□高齢者等避難
□避難指示

□災害対応態勢
□避難指示
□緊急安全確保

□全庁総力態勢
□緊急安全確保

阿蘇市

□気象情報の把握（以降継続）
□資機材の状況確認・準備

□注意報発令態勢
□（状況により）第一警戒体制（予防的避難）

□第一警戒体制
□水防団待機

□第一警戒体制（維持）
□高齢者等避難

□第一警戒体制（維持）　□高齢者等避難
□（状況により）第二警戒体制
□（状況により）避難指示
□（状況により）災害対策本部

□第二警戒体制　□避難指示
□災害対策本部
□緊急安全確保

大津町
□通常体制 □職員　注意体制 □職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）

□避難所開設
□高齢者等避難検討

□職員　第１警戒態勢（水防班１班出動）
□避難所開設
□高齢者等避難

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　第２警戒態勢（水防班２班以上出動）
□避難所開設
□避難指示

□職員　災害対策本部設置
□避難所開設　災害対応
□緊急安全確保

菊陽町

□職員　注意体制 □水防警戒第一段階（待機）
 ・堤防警戒配置につく
警戒本部体制
□避難所開設
□高齢者等避難

□水防警戒第二段階（準備）
・器具・資材の整備
・出動準備

□避難所開設
□高齢者等避難

□水防警戒第三段階（出動）
・水防活動

□高齢者等避難
災害対策本部体制
□避難指示

□避難指示
□緊急安全確保

□緊急安全確保

高森町 注意体制 警報体制 高齢者等避難、避難指示 危険水位 緊急避難確保

西原村
□注意体制 □警報体制 □特別警戒水位　□災害本部設置

□高齢者等避難　□避難指示
□危険水位 □緊急安全確保

南阿蘇村

□気象情報収集
□状況により情報連絡体制

□情報連絡体制（担当者待機）
□警報発令時対応
□初動対応関係機関との連絡体制確認

□情報連絡体制（状況により災害警戒体制に
移行）

□第１配備態勢
□高齢者等避難
□消防団による広報並びに監視活動強化

□災害警戒本部体制
□状況により第２配備態勢
□白川流域居住者への避難呼びかけ強化
□防災サイレンによる住民への危険度周知
□消防団による住民避難への支援

□災害警戒本部体制（状況により災害対策本
部）
□白川流域居住者の最終確認

※逃げ遅れ防止
□緊急安全確保

□災害対策本部体制
□被害状況等の把握

【令和６年度　試行版（案）】

□警戒体制
□高齢者等避難の発令状況確認
□市町村避難所開設状況の確認
□被害状況等の確認

流域自治体

白川流域模式図

流域タイム
ラインの

段階移行の
基準

関係機関共通対応

熊本地方気象台

熊本河川国道事務所

熊本河川国道事務所
（立野ダム）

熊本県

■：メーリングリストによる情報共有事項

作成年⽉：令和６年３⽉

：国河川

：県河川

：国の水位観測所（基準観測所）

：国の水位観測所の受け持ち区間

：熊本県の水位観測所（基準観測所）

有明海

黒川 白川

白川

白川

代継橋

熊本市

菊陽町

大津町

阿蘇市

高森町

南阿蘇村

立野ダム
（建設中）

西原村

中松

黒川

陣内

吉原橋

⽴野ダム
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